
昭和二十五年農林省令第七十三号

植物防疫法施行規則

植物防疫法（昭和二十五年法律第百五十一号）に基き、及び同法を施行するため、植物防疫法施行規則を次のように定める。
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第四章の二　植物等の移動の制限及び禁止（第三十五条の二―第三十五条の十一）
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附則

第一章　総則

（指定物品）

第一条　植物防疫法（以下「法」という。）第四条第一項の農林水産省令で定める物品は、農機具とする。

（植物防疫官及び植物防疫員の証票）

第二条　法第五条第一項の規定による証票の様式は、別記第一号様式のとおりとする。

第二章　輸入植物等の検査

（検疫有害動植物）

第三条　法第五条の二第一項の農林水産省令で定める有害動物又は有害植物は、別表一のとおりとする。

（検査証明書の添付を要しない植物）

第四条　法第六条第一項の栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定める

ものは、次のとおりとする。ただし、肥料、飼料その他農林業の生産資材の用に供されるもの並びに別表二の十四及び十五の項の植物の

欄に定めるものは、この限りでない。

一　乾燥され、かつ、圧縮されたもの

二　乾燥され、かつ、細断されたもの（センナの茎、オレンジの果実及び果皮並びにキャッサバの根を除く。）

三　乾燥され、かつ、破砕され、又は粉砕されたもの（オレンジ及びタマリンドの果実並びにキャッサバの根を除く。）

四　乾燥されたものであつて、圧縮され、細断され、破砕され、又は粉砕されていないもの。ただし、木材及び次に掲げる植物ごとにそ

れぞれ次に定める部位を除く。

イ　いたりあかさまつ　葉、枝及び樹皮

ロ　エウカリプツス・スツアルチアーナ　葉、枝、花及び果実

ハ　エウカリプツス・ビミナリス　葉、枝、花及び果実

ニ　えごま　種子

ホ　カカオノキ　種子

ヘ　カスタネア・クレナタ　殻付きの種子

ト　グイボウルチア・ペレグリニアーナ　樹皮

チ　コエンドロ　葉及び種子

リ　こしようぼく　葉、枝、花及び果実

ヌ　ごま　種子

ル　ざくろ　果実

ヲ　さとうまつ　葉、枝及び樹皮

ワ　すぎ　果実

カ　せいようあぶらな　種子

ヨ　センナ　葉

タ　タマリンド　果実

レ　ちゆうごくぐり　殻付きの種子

ソ　なんようあぶらぎり　種子

ツ　においくろたねそう　種子

ネ　はますげ　葉及び茎

ナ　ピヌス・マリチマ　葉、枝及び樹皮

ラ　ひめういきよう　種子

ム　ブラジルナットノキ　殻付きの種子

ウ　べにばな　花及び種子

ヰ　めぼうき　葉及び種子

ノ　ももたまな　葉、枝及び花

オ　ようしゆねず　果実

ク　ヨーロッパぶな　葉、枝及び花

ヤ　わさびのき　葉及び果実

マ　くるみ属植物　核子

ケ　あかざ科植物　種子

フ　いね科植物　種子（麦芽を除く。）

1



コ　たで科植物　種子

エ　ひゆ科植物　種子

テ　まめ科植物　種子

五　凍結されたもの（くるみ属植物の核子を除く。）

（検疫指定物品）

第五条　法第六条第一項の検疫有害動植物が付着するおそれがあるものとして農林水産省令で定める指定物品は、次のとおりとする（中古

のものに限る。）。

一　農業、園芸又は林業の用に供する機械（整地又は耕作の用に供するものに限る。）

二　農業の用に供する草刈機、乾草製造機、わら用若しくは牧草用のベーラー、収穫機又は脱穀機

三　農業用トラクター

（基準に適合していることについての検査を要する植物等）

第五条の二　法第六条第二項の農林水産省令で定める地域、植物又は検疫指定物品及び基準は、別表一の二のとおりとする。

２　前項に掲げる植物は、栽培の過程で検査を行う必要があるものについては、同項の地域において栽培されたものに限るものとする。

（輸入場所の指定）

第六条　法第六条第三項の港及び飛行場は、第一号に掲げる港並びに第二号及び第三号に掲げる飛行場とする。ただし、第三号に掲げる飛

行場については、植物又は検疫指定物品を携帯して輸入する場合に限る。

一　紋別港、網走港、根室港、花咲港、釧路港、十勝港、苫小牧港、室蘭港、函館港、小樽港、石狩湾港、留萌港、稚内港、青森港、八

戸港、久慈港、宮古港、釜石港、大船渡港、石巻港、仙台塩釜港、秋田船川港、能代港、酒田港、相馬港、小名浜港、日立港、常陸那

珂港、鹿島港、木更津港、千葉港、京浜港、横須賀港、姫川港、直江津港、柏崎港、新潟港、伏木富山港、七尾港、金沢港、内浦港、

敦賀港、福井港、田子の浦港、清水港、御前崎港、三河港、衣浦港、名古屋港、四日市港、津港、舞鶴港、阪南港、阪神港、姫路港、

新宮港、日高港、和歌山下津港、鳥取港、境港、三隅港、浜田港、宇野港、水島港、福山港、尾道糸崎港、竹原港、呉港、広島港、岩

国港、平生港、徳山下松港、三田尻中関港、山口港、宇部港、関門港、徳島小松島港、詫間港、丸亀港、坂出港、高松港、宇和島港、

松山港、今治港、新居浜港、三島川之江港、高知港、須崎港、博多港、苅田港、三池港、唐津港、伊万里港、長崎港、佐世保港、比田

勝港、厳原港、水俣港、八代港、三角港、熊本港、中津港、大分港、佐伯港、細島港、油津港、志布志港、鹿児島港、川内港、米ノ津

港、金武中城港、那覇港、平良港、石垣港

二　旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、百里飛行場、成田国際空港、東京国際空港、新潟空

港、富山空港、小松飛行場、静岡空港、名古屋飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、美保飛行場、岡山空

港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港、嘉

手納飛行場

三　釧路空港、帯広空港、花巻空港、山形空港、庄内空港、鳥取空港、出雲空港、山口宇部空港、徳島飛行場、高知空港、佐賀空港、下

地島空港、新石垣空港

（農林水産省令で定める特別の用）

第六条の二　法第七条第一項ただし書の特別の用は、次のとおりとする。

一　博物館、植物園その他の公共の施設において、標本として展示し、又は保管すること。

二　犯罪捜査のための証拠物として使用すること。

三　ウリミバエの防除を行うことを目的として、生殖を不能にされたウリミバエを生産するため、ウリミバエの繁殖の用に供すること。

四　法第四条第一項、法第八条及び法第十条の規定による検査に使用すること。

五　法第十六条の七の規定による調査に使用すること。

六　法第十六条の八の規定による通報を行うために使用すること。

（輸入禁止品の輸入許可の申請等）

第七条　法第七条第二項の許可の申請は、当該許可を受けようとする者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に申請書

（第二号様式）を提出して行うものとする。

２　農林水産大臣は、法第七条第一項ただし書の規定による許可をしたときは、当該申請者に対し、輸入許可証票（第三号様式）及び輸入

禁止品輸入許可指令書（第三号の二様式）を交付するものとする。

３　前項の輸入許可証票の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該輸入禁止品の各こん包に添付して発送させなければならない。

４　農林水産大臣は、法第七条第六項の規定により廃棄その他の必要な措置を命じた場合においては、輸入禁止品廃棄等命令書（第三号の

三様式）を交付するものとする。

（輸入禁止品の輸入後の管理施設の基準）

第七条の二　法第七条第三項の農林水産省令で定める技術上の基準は、次に掲げる基準とする。

一　天井、壁及び床が、輸入禁止品が分散しない構造であって、振動、転倒、落下等による外部からの衝撃により容易に損壊しない構造

であること。

二　輸入禁止品の種類に応じて出入口及び開口部に必要な分散防止措置がとられていること。

三　オートクレーブ等の殺虫・殺菌設備その他輸入禁止品を適切に処理するために必要な設備を有していること。

四　その他輸入禁止品の種類に応じて当該輸入禁止品の分散を防止するために必要な構造、設備及び機能を有していること。

五　輸入禁止品を安全かつ適切に管理できる知識及び技術を有する責任者を配置していること。

（輸入禁止品の輸入許可の条件）

第八条　法第七条第五項の規定によつて付する条件は、通常次の事項とする。

一　植物防疫所気付として輸入すること及びその他輸送又は荷造りの方法に関すること。

二　輸入した輸入禁止品の容器包装の輸入許可に関すること。

三　輸入した輸入禁止品の管理の場所及び期間その他の管理の方法に関すること。

四　輸入した輸入禁止品の管理の責任者に関すること。

五　当該輸入禁止品の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。

六　管理中の当該植物に検疫有害動植物が発生した場合における通知及びその措置方法に関すること。

２　農林水産大臣は、法第七条第一項ただし書の許可を受けた者から申請があつた場合において、当該申請の理由が正当であり、かつ、や

むを得ないものと認められるときは、法第七条第五項の規定により付した条件を変更することがある。変更したときは、植物防疫所を通

じてその旨を当該申請者に通知するものとする。
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（輸入禁止地域及び輸入禁止植物）

第九条　法第七条第一項第一号の農林水産省令で定める地域及び植物は、次のとおりとする。

一　別表二に掲げる地域及び植物

二　別表二の二に掲げる地域及び植物（同表に掲げる基準に適合しているものを除く。）

三　別表一の二に掲げる地域及び植物（栽培の過程で検査を行う必要があるものであつて同表に掲げる地域において栽培されていないも

のに限る。）

（輸入検査の申請）

第十条　植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入しようとする者は、法第八条第一項ただし書の場合を除き、その植物、検疫指定物品又

は輸入禁止品を積載した船舶（航空機）の入港（着陸）後、遅滞なく、植物防疫官に検査申請書（第四号様式）を提出しなければならな

い。

（検査の場所及び期日）

第十一条　植物防疫官は、第十条の申請があつたときは、当該申請者に対し、検査を行う場所及び検査の期日をあらかじめ通知しなければ

ならない。

（検査品の運搬等）

第十二条　植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入した者は、法第八条第一項又は第三項の規定により検査を受けるときは、植物防疫官

の指示に従つて当該植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装につき運搬、荷解き、荷造りその他の措置をしなければな

らない。

（処分を行う場所）

第十三条　法第四条第二項又は法第九条第一項若しくは第二項の規定による処分に伴う措置の実施は、当該植物又は検疫指定物品及びこれ

らの容器包装を検査した場所又は植物防疫所で行わなければならない。ただし、大量の貨物であることその他の特別の事由によりこれら

の場所で行うことができないときは、他の植物防疫所その他適当な消毒施設又は焼却施設のある場所へ運搬させて行い、又は行わせるこ

とがある。

（農林水産省令で定める種苗）

第十四条　法第八条第七項の種苗を次のように定める。ただし、輸入後栽培されないでそのまま輸出される物を除く。

一　ゆり、チユーリツプ、ヒヤシンス等の球根

二　ばれいしよの塊茎及びさつまいもの塊根

三　かんきつ類、りんご、なし、くり等の果樹苗木

四　さとうきびの生茎葉及び地下部

（隔離栽培）

第十五条　植物防疫官は、法第八条第七項の隔離栽培を必要と認めるときは、当該種苗の収受を停止して（郵便物の場合にあつては当該種

苗を日本郵便株式会社の事業所から受領して）当該種苗を輸入した者（郵便物の名宛人を含む。以下同じ。）に対し文書（第五号様式）

で次の事項を通知するとともに、期限を付して隔離栽培ができるかどうか、できる場合には隔離栽培する場所（位置及び付近の状況）及

び管理責任者について回答を求めなければならない。

一　当該植物を一定期間隔離された土地又は場所で栽培しなければならないこと。

二　植物防疫官の検査が終了するまでの期間当該種苗（その生産物を含む。以下この条及び第十七条第二項において同じ。）を隔離され

た土地又は場所の区域外へ移動してはならないこと。

三　隔離期間中当該種苗に検疫有害動植物が発生し、又は異状があつたときは、その旨を遅滞なく植物防疫官に通知すべきこと。

四　植物防疫官の指示があつたときは、その指示する措置を実施すべきこと。

第十六条　植物防疫官は、前条の回答により法第八条第七項の隔離栽培を命ずることができると認めるときは、当該種苗を輸入した者に対

し、当該種苗に隔離栽培命令書（第六号様式）を添えて送付しなければならない。

第十七条　植物防疫官は、第十五条の回答により法第八条第七項の隔離栽培を自ら実施することが適当であると認めるときは、当該種苗を

植物防疫所に送付し、当該種苗を輸入した者に通知しなければならない。

２　前項の植物防疫官は、隔離栽培を実施した当該種苗が法第九条第五項の検査に合格したときは、遅滞なく、これを輸入した者に送付し

なければならない。

（隔離栽培品の処分）

第十八条　植物防疫官は、第十五条の通知に対する回答がないとき又は隔離栽培することができない旨の回答があり、且つ、自ら隔離栽培

することができないときは、当該種苗を廃棄するものとする。

（証明書の交付）

第十九条　法第九条第五項の証明は、別記第七号様式の証印、証票又は証明書とする。ただし、法第八条第一項の規定によつて農林水産大

臣が指定した検疫有害動植物のみがいる植物及びその容器包装については、輸入認可証（第八号様式）を押印し、若しくは添付し、又は

その所有者若しくは管理者に交付するものとする。

２　法第七条第一項ただし書の許可を受けた輸入禁止品であつて同条第五項の条件に違反しないもの及び第十六条の規定により隔離栽培の

ために送付する種苗については、輸入認可証（第八号様式）を押印し、添付し、又は交付するものとする。

３　法第八条第二項ただし書の植物防疫官が指定する場所に輸送される植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装について

は、輸送認可証（第八号の二様式）を押印し、添付し、又は交付するものとする。

（消毒又は廃棄の実施）

第二十条　法第四条第二項又は法第九条第一項若しくは第二項の規定により、消毒又は廃棄を命ぜられた者は、植物防疫官の立会の下に当

該措置を実施しなければならない。

（処分後の通知）

第二十一条　植物防疫官は、法第九条第一項から第三項までの規定により、植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装を廃

棄したとき又は消毒したため著しく毀損したときは、これを所有し、又は管理する者（郵便物の場合にあつてはその名宛人）に対してそ

の旨を通知し、かつ、これらの者の要求があつたときは、証明書（第九号様式）を交付しなければならない。

２　植物防疫官は、法第八条第五項の規定により郵便物を検査し、法第九条第一項から第三項までの規定により郵便物を消毒し、若しくは

廃棄するため、当該郵便物を日本郵便株式会社の事業所から受領したとき又は第十五条の規定により当該種苗を日本郵便株式会社の事業

所から受領したときは、当該日本郵便株式会社の事業所に受領証（第十号様式）を交付しなければならない。
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（廃棄又は消毒命令書）

第二十二条　植物防疫官は、法第九条第一項又は第二項の規定により消毒又は廃棄を命じた場合において当該義務者の要求があつたとき

は、廃棄又は消毒命令書（第十一号様式）を交付しなければならない。法第四条第二項の規定により廃棄又は消毒を命じた場合もまた同

様とする。

（輸入禁止品の利用許可の申請等）

第二十二条の二　法第九条第六項において準用する法第七条第二項の許可の申請は、当該許可を受けようとする者の住所地を管轄する植物

防疫所を経由して農林水産大臣に申請書（第十一号の二様式）を提出して行うものとする。

２　農林水産大臣は、法第九条第三項第二号の規定による許可をしたときは、当該申請者に対し、輸入禁止品利用許可指令書（第十一号の

三様式）を交付するものとする。

３　農林水産大臣は、法第九条第六項において準用する法第七条第六項の規定により廃棄その他の必要な措置を命じた場合においては、第

七条第四項の規定を準用する。

（輸入禁止品の利用時の管理施設の基準）

第二十二条の三　法第九条第六項において読み替えて準用する法第七条第三項の農林水産省令で定める技術上の基準については、第七条の

二の規定を準用する。

（輸入禁止品の利用許可の条件）

第二十二条の四　法第九条第六項において読み替えて準用する法第七条第五項の規定によつて付する条件は、通常次の事項とする。

一　譲り渡された輸入禁止品の輸送又は荷造りの方法に関すること。

二　譲り渡された輸入禁止品の管理の場所及び期間その他の管理の方法に関すること。

三　譲り渡された輸入禁止品の管理の責任者に関すること。

四　当該輸入禁止品の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。

五　管理中の当該植物に検疫有害動植物が発生した場合における通知及びその措置方法に関すること。

２　農林水産大臣は、法第九条第三項第二号の許可を受けた者から申請があつた場合において、当該申請の理由が正当であり、かつ、やむ

を得ないものと認められるときは、法第九条第六項において読み替えて準用する法第七条第五項の規定により付した条件を変更すること

がある。変更したときは、植物防疫所を通じてその旨を当該申請者に通知するものとする。

第三章　輸出植物等の検査

（輸出検査の申請）

第二十三条　法第十条第一項の植物又は物品及びこれらの容器包装の検査を受けようとする者は、植物防疫官に検査申請書（第十二号様

式）を提出しなければならない。

（検査の場所）

第二十四条　法第十条第一項の検査は、植物防疫所で行う。ただし、当該植物又は物品及びこれらの容器包装の所在地で検査を受けたい旨

の申請があつた場合において、植物防疫官が必要と認めるときは、当該所在地で行うことができる。

（検査の期日）

第二十五条　植物防疫官は、第二十三条の規定により検査を申請した者に対し、あらかじめ検査の期日を通知しなければならない。

（検査品の運搬等）

第二十六条　植物又は物品及びこれらの容器包装を輸出しようとする者が、法第十条第一項の規定により検査を受けるときは、第十二条の

規定を準用する。

（植物検疫証明書等の交付）

第二十七条　法第十条第三項の植物検疫証明書の様式は、第十三号様式（植物又は物品及びこれらの容器包装が再輸出されるものである場

合にあつては第十三号の二様式）とする。ただし、輸入国が輸入に当たり、これと異なる様式の植物検疫証明書を必要としている場合に

は、その様式によるものとする。

２　植物防疫官は、輸入国が輸入に当たり、法第十条第三項の規定による植物検疫証明書の交付に加え、植物検疫証明書の交付を受けた植

物又は物品及びこれらの容器包装への押印を必要としているときは、植物検疫証明書の交付を受けた植物又は物品及びこれらの容器包装

に植物検疫証明書の交付をした旨の証印（第十三号の三様式）を押印する。

（植物検疫証明書の交付の取消し等）

第二十八条　植物防疫官は、法第十条第四項の規定による検査の結果、当該植物又は物品若しくはこれらの容器包装が輸入国の要求に適合

しなくなつていると認めるときは、植物検疫証明書の交付を取り消し、かつ、交付した植物検疫証明書の返還を命じるとともに、前条第

二項の規定により押印した場合は当該押印を抹消しなければならない。

（検査の一部を行わないことができる場合）

第二十九条　第二十三条の規定による検査を申請した者が当該申請に当たり、登録検査機関が行つた検査（法第十条の四第一項第一号に規

定する登録に係る検査をいう。次条から第三十一条の十四までにおいて単に「検査」という。）において輸入国の要求に適合している旨

の確認をした旨を当該登録検査機関が記載した書類（以下「検査報告書」という。）を第二十三条の検査申請書に添付して提出した場合

は、植物防疫官は、法第十条第五項の規定により、法第十条第一項又は第四項の検査の一部を行わないことができる。

（登録検査機関の登録）

第三十条　法第十条の二の登録の申請は、申請書（第十四号様式）を農林水産大臣に提出してしなければならない。

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　定款（申請者が法人である場合に限る。）及び登記事項証明書

二　申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人に

あつては、その設立時における財産目録

三　申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び予算書

四　登録免許税の納付に係る領収証書

五　次の事項を記載した書類

イ　検査の業務（以下「検査業務」という。）の概要及び当該検査業務を行う組織に関する事項

ロ　イに掲げるもののほか、検査業務の実施方法に関する事項

ハ　検査業務以外の業務を行つている場合は、当該業務の概要及び全体の組織に関する事項

六　前項の申請を行つた者が法第十条の四第一項各号の規定に適合することを説明した書類

七　その他参考となる事項を記載した書類

３　第一項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。
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（登録に関して必要な手続）

第三十一条　法第十条の四第一項（法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。）の登録は、登録台帳（第十

五号様式）に記帳して行う。

２　農林水産大臣は、登録台帳の登録事項の記載を変更した場合は、遅滞なく、その旨を公示するものとする。

（検査員）

第三十一条の二　法第十条の四第一項第一号（法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。）の農林水産省令

で定める者は、法第十条の二各号に掲げる検査ごとに次の各号のいずれかに該当する者とする。

一　当該検査業務に一年以上従事した経験を有する者

二　前号に掲げる者と同等の知識及び技能を有する者

（検査に係る機械器具その他の設備の技術上の基準）

第三十一条の三　法第十条の四第一項第二号（法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。）の農林水産省令

で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる検査の区分ごとに当該各号に掲げるとおりとする。

一　植物の栽培地における検査　別表二の三に掲げる機械器具その他の設備を有すること。

二　消毒に関する検査　別表二の四に掲げる機械器具その他の設備を有すること。

三　遺伝子の検査その他の高度の技術を要する検査　別表二の五の中欄に掲げる検査の内容に応じ、同表の下欄に掲げる機械器具その他

の設備を有すること。

四　植物又は物品及びこれらの容器包装の目視による検査　別表二の六に掲げる機械器具その他の設備を有すること。

（検査業務の公正な実施を確保するために必要な体制の基準）

第三十一条の四　法第十条の四第一項第三号（法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。）の農林水産省令

で定める基準は、登録検査機関において、検査業務の独立性及び公平性を評価し、検査業務に係る潜在的な利害関係を特定した上で、そ

れらに対処する適切な体制が整備されていることとする。

（登録台帳の記載事項）

第三十一条の五　法第十条の四第二項第五号（法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。）の農林水産省令

で定める事項は、次に掲げるものとする。

一　検査業務の概要

二　登録検査機関が検査を行う区域

三　登録検査機関の全ての事務所（検査を行うものに限る。）の名称及び所在地の一覧

（登録検査機関の登録の更新）

第三十一条の六　第三十条の規定は、法第十条の五第一項の登録の更新について準用する。この場合において、第三十条第二項中「書類」

とあるのは、「書類（第四号に掲げる書類及び登録の申請時に農林水産大臣に提出されたものからその内容に変更がない書類を除く。）」

と読み替えるものとする。

（変更登録）

第三十一条の七　法第十条の六第二項の変更登録の申請は、申請書（第十六号様式）を農林水産大臣に提出してしなければならない。

２　前項の申請書には、第三十条第二項各号に掲げる書類（登録の申請又は更新時に農林水産大臣に提出されたものからその内容に変更が

ない書類を除く。）を添付しなければならない。

３　第一項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。

（登録検査機関の検査等に関する業務の方法に関する基準）

第三十一条の八　法第十条の七第二項の農林水産省令で定める基準は、第三十一条の四に掲げる体制の下、第三十一条の二各号のいずれか

に該当する者が、第三十一条の三各号に掲げる検査の区分ごとに当該各号に掲げる機械器具その他の設備を用いて農林水産大臣が定める

方法により、輸入国の要求に適合しているかどうかを確認することとする。

（登録事項の変更の届出）

第三十一条の九　法第十条の八の規定による届出をしようとするときは、届出書（第十七号様式）を農林水産大臣に提出してしなければな

らない。

２　前項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。

（登録検査機関の業務規程の認可の申請）

第三十一条の十　登録検査機関は、法第十条の九第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、申請書（第十八号様

式）を農林水産大臣に提出しなければならない。

２　登録検査機関は、法第十条の九第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、申請書（第十九号様式）を農

林水産大臣に提出しなければならない。

３　前二項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。

（登録検査機関の業務規程の規定事項）

第三十一条の十一　法第十条の九第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一　検査業務の実施方法に関する事項

二　検査を実施する組織及び検査員その他人員に関する事項

三　検査業務に用いる機械器具その他の設備等に関する事項

四　検査業務を行う時間及び休日に関する事項

五　検査の申請を受けることができる件数の上限に関する事項

六　検査業務を行う場所に関する事項

七　検査に関する料金の算定方法及び収納の方法に関する事項

八　検査の申請書その他検査に関する書類の保存に関する事項

九　財務諸表等（法第十条の十一第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。）の備付け及び財務諸表等の閲覧等の

請求の受付に関する事項

十　検査業務から生じる損害の賠償その他の債務に対する備えに関する事項

十一　前各号に掲げるもののほか、検査業務に関し必要な事項

（登録検査機関の業務の休廃止の申請）

第三十一条の十二　登録検査機関は、法第十条の十の規定により検査業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、

申請書（第二十号様式）を農林水産大臣に提出しなければならない。
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２　前項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。

（電磁的記録に記録された事項を表示する方法等）

第三十一条の十三　法第十条の十一第二項第三号の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録（法第十条の十一第一項に規定する電磁的記

録をいう。以下この条において同じ。）に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

２　法第十条の十一第二項第四号の農林水産省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。

一　送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であ

つて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二　電磁的記録により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて作成するファイルに情報を記録したものを交付する方法

（登録検査機関の帳簿の記載等）

第三十一条の十四　法第十条の十六に規定する帳簿は、検査業務を行う登録検査機関ごとに作成し、検査業務を行う事務所に備え付け、

終の記載の日から四年間保存しなければならない。

２　法第十条の十六の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一　検査を申請した者の氏名又は名称及び住所

二　検査の申請を受けた年月日

三　検査を行つた年月日

四　検査を行つた場所

五　検査の項目

六　検査を行つた品目及びその数量

七　検査を行つた品目の生産地又は原産国

八　検査を行つた検査員の氏名

九　検査の結果

十　その他必要な事項

第四章　指定種苗の検査

（検査の申請）

第三十二条　法第十三条第一項の検査を受けようとする種苗生産者（共同して検査の申請をする場合にあつてはその代表者）は、指定種苗

の種類ごとに、別に告示で定める期限までに農林水産大臣の定める検査申請書を植物防疫官に提出しなければならない。

２　前項の規定により検査の申請をした者は、当該栽培地の見やすい場所に第二十号の二様式の表示を行い、かつ、検査の際これに立ち会

わなければならない。

（検査期日の通知）

第三十三条　前条第一項の規定により検査の申請があつたときは、第二十五条の規定を準用する。

（合格証明書及びその抄本）

第三十四条　法第十三条第三項の合格証明書の様式は、別記第二十一号様式とし、同条第四項の合格証明書の抄本の様式は、別記第二十二

号様式とする。

（廃棄命令書及び処分証明書）

第三十五条　法第十四条の規定により植物防疫官が指定種苗の廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄した場合には、第二十一条第一項及び第二

十二条の規定を準用する。

第四章の二　植物等の移動の制限及び禁止

（移動制限地域及び移動制限植物等）

第三十五条の二　法第十六条の二第一項の地域及び植物又は指定物品を別表三及び別表四のとおり定める。

（移動制限植物等の移動制限の例外）

第三十五条の三　法第十六条の二第一項の農林水産省令で定める場合は、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受け、かつ、当

該許可を受けたことを証する書面（第二十二号の二様式）（第三項において「移動制限植物等移動許可証」という。）を各こん包に添付し

て移動する場合とする。

２　前項の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に移動制限植物等移動許可申請書

（第二十二号の三様式）を提出しなければならない。

３　農林水産大臣は、第一項の許可をしたときは、当該許可を申請した者に対し、移動制限植物等移動許可証及び移動制限植物等移動許可

指令書（第二十二号の三の二様式）を交付するものとする。

（移動検査及び検査確認の表示）

第三十五条の四　法第十六条の二第一項の検査（以下この条において「移動検査」という。）は、次の各号に掲げるものについて行う。

一　別表三の一の項、二の項、五の項及び六の項の地域の欄に掲げる地域内にある植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品及び

これらの容器包装

二　別表三の三の項及び四の項の地域の欄に掲げる地域内にある植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品

２　移動検査は、植物防疫所又は植物防疫所長の指定する場所で行う。ただし、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装の所在地で移動

検査を受けたい旨の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該所在地で行うことができる。

一　前項各号に掲げる植物、指定物品又はこれらの容器包装について、当該植物又は指定物品の数量が多く、かつ、不合格品の補充の便

宜等のため必要があると認めるとき。

二　前号のほか、前項第二号に掲げる植物について、移動検査を行う間における当該植物の栽培の管理等のため必要があると認めると

き。

３　移動検査を受けようとする者は、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装を移動しようとする日の二日前まで（前項ただし書の場合

には移動検査を受けようとする日の五日前まで）に植物防疫官に検査申請書（第二十二号の四様式）を提出しなければならない。

４　植物防疫官は、前項の規定により移動検査を申請した者に対し、あらかじめ移動検査の期日を通知しなければならない。

５　第三項の規定により移動検査を申請した者には、第十二条の規定を準用する。

６　法第十六条の二第一項の有害動物又は有害植物が付着していないと認める旨を示す表示は、移動検査の結果、当該植物、指定物品又は

これらの容器包装に別表三の備考の欄に掲げる有害動物又は有害植物が付着していないと認めた場合に、当該植物、指定物品又はこれら

の容器包装に検査合格証明書（第二十二号の五様式）若しくは検査合格証票（第二十二号の六様式）を添付し、又は検査合格証印（第二

十二号の七様式）を押印し、若しくは検査合格証紙（第二十二号の八様式）を貼り付けてするものとする。
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（消毒の確認及び確認の表示）

第三十五条の五　法第十六条の二第一項の消毒の確認（以下この条において「消毒の確認」という。）は、別表四の地域の欄に掲げる地域

内にある植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品及びこれらの容器包装について行う。

２　消毒の確認は、植物防疫所又は植物防疫所長の指定する場所で行う。

３　消毒の確認を受けようとする者は、当該確認を受けようとする消毒を行う二日前までに植物防疫官に消毒確認申請書（第二十二号の九

様式）を提出しなければならない。

４　植物防疫官は、前項の規定により消毒の確認を申請した者に対し、あらかじめ消毒の確認の期日を通知しなければならない。

５　第三項の規定により消毒の確認を申請した者には、第十二条の規定を準用する。

６　法第十六条の二第一項の消毒したと認める旨を示す表示は、消毒の確認をした場合に、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装に消

毒確認証明書（第二十二号の十様式）若しくは消毒確認証票（第二十二号の十一様式）を添付し、又は消毒確認証印（第二十二号の十二

様式）を押印し、若しくは消毒確認証紙（第二十二号の十三様式）を貼り付けてするものとする。

（消毒の基準）

第三十五条の六　法第十六条の二第一項の農林水産省令で定める基準は、別表五の植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品の種類

に応じ、同表の消毒の基準の欄に掲げるとおりとする。

（移動禁止地域及び移動禁止植物等）

第三十五条の七　法第十六条の三第一項の農林水産省令で定める地域内にある植物で農林水産省令で定めるものを別表六のとおり定める。

２　法第十六条の三第一項の農林水産省令で定める地域内にある有害動物又は有害植物で農林水産省令で定めるものを別表七のとおり定め

る。

（移動禁止植物等の移動許可の申請等）

第三十五条の八　法第十六条の三第二項において準用する法第七条第二項の許可の申請は、当該許可を受けようとする者の住所地を管轄す

る植物防疫所を経由して農林水産大臣に移動禁止植物等移動許可申請書（第二十二号の十四様式）を提出して行うものとする。

２　農林水産大臣は、法第十六条の三第一項ただし書の規定による許可をしたときは、当該許可を申請した者に対し、移動禁止植物等移動

許可証（第二十二号の十五様式）及び移動禁止植物等移動許可指令書（第二十二号の十六様式）を交付するものとする。

３　前項の移動禁止植物等移動許可証の交付を受けた者は、これを当該許可を受けた移動禁止植物等（前条第一項に規定する植物若しくは

同条第二項に規定する有害動物若しくは有害植物又はこれらの容器包装をいう。第三十五条の十第一項において同じ。）の各こん包に添

付して移動しなければならない。

４　農林水産大臣は、法第十六条の三第二項において読み替えて準用する法第七条第六項の規定により廃棄その他の必要な措置を命じた場

合においては、移動禁止植物等廃棄等命令書（第二十二号の十七様式）を交付するものとする。

（移動禁止植物等の移動後の管理施設の基準）

第三十五条の九　法第十六条の三第二項において読み替えて準用する法第七条第三項の農林水産省令で定める技術上の基準については、第

七条の二の規定を準用する。

（移動禁止植物等の移動許可の条件）

第三十五条の十　法第十六条の三第二項において読み替えて準用する法第七条第五項の規定に基づいて付する条件は、通常次の事項とす

る。

一　移動前に移動しようとする移動禁止植物等が法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けているものである旨の植物防疫官の確認を

受けること。

二　移動しようとする移動禁止植物等の移動又は荷造りの方法に関すること。

三　移動後の移動禁止植物等の管理の場所及び期間その他の管理の方法に関すること。

四　移動後の移動禁止植物等の管理の責任者に関すること。

五　移動後の移動禁止植物等の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。

六　移動後の移動禁止植物等の管理中に法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けていない別表七の有害動物又は有害植物の欄に掲げ

る有害動物又は有害植物が発生した場合における通知その他措置の方法に関すること。

２　法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けた者については、第八条第二項の規定を準用する。

（廃棄命令書及び処分証明書）

第三十五条の十一　法第十六条の五の規定により植物防疫官が植物、指定物品、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装の

消毒若しくは廃棄を命じ、又は自らこれらを消毒し、若しくは廃棄した場合には、第二十一条第一項及び第二十二条の規定を準用する。

第四章の三　侵入調査

（侵入警戒有害動植物）

第三十五条の十二　法第十六条の六の農林水産大臣が指定する有害動物又は有害植物は、別表八のとおりとする。

第五章　緊急防除

（緊急防除実施基準の対象）

第三十五条の十三　法第十七条の二第一項の農林水産省令で定める有害動物又は有害植物は、別表九のとおりとする。

（緊急防除）

第三十六条　法第十八条第二項の規定による農林水産大臣の命令は、緊急措置命令書（第二十三号様式）を交付して行う。

（協力指示書の様式）

第三十七条　法第十九条第二項の協力指示書の様式は、別記第二十四号様式とする。

（協力成績の報告）

第三十八条　法第十九条第二項の規定により協力指示書の交付を受けた者は、当該協力指示書に記載された防除に関する業務の完了後一箇

月以内に協力成績書（第二十五号様式）を農林水産大臣に提出しなければならない。

（費用の請求）

第三十九条　法第十九条第二項の規定により協力指示書の交付を受けた者が、同条第三項の規定による費用の弁償を受けようとするとき

は、当該協力指示書に記載された防除に関する業務の完了後一箇月以内に費用請求書（第二十六号様式）に費用の支出を証明する書類を

添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

第六章　指定有害動植物の防除

第一節　総合防除

（指定有害動植物）

第四十条　法第二十二条第一項の農林水産大臣の指定する有害動物又は有害植物は、別表十のとおりとする。
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（総合防除計画の報告）

第四十条の二　法第二十二条の三第五項の規定による報告は、同条第一項又は第四項の規定により定め、又は変更した総合防除計画に即し

て法第二十四条の二の規定による指導及び助言を実施する前にしなければならない。

（勧告の方法）

第四十条の三　法第二十四条の三第一項の農林水産省令で定める方法は、同項の農業者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して

行う方法とする。

一　法第二十四条の三第一項の規定による勧告をする旨

二　改善すべき事項の内容

三　前号の内容ごとの具体的な改善方法

四　改善すべき期限

五　その他必要と認める事項

２　前項第四号の期限は、対象とする指定有害動植物の発生の状況その他事情を勘案して都道府県知事が定めることとする。

（命令の方法）

第四十条の四　法第二十四条の三第二項の農林水産省令で定める方法は、同項の農業者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して

行う方法とする。

一　法第二十四条の三第二項の規定による命令をする旨

二　勧告に従わなかつた事実

三　とるべき措置の内容

四　措置をとるべき期限

五　その他必要と認める事項

２　前条第二項の規定は、前項第四号の期限について準用する。

第二節　薬剤の譲与

（譲与の相手方）

第四十一条　法第二十七条第一項の規定により農林水産大臣が防除に必要な薬剤（以下「防除用薬剤」という。）を譲与する相手方は、法

第二十四条第一項の異常発生時において、自ら防除を行うことが著しく困難であると認められる者とする。

（譲与の申請）

第四十二条　防除用薬剤の譲与を受けようとする者は、譲与申請書（第二十七号様式）を農林水産大臣に提出しなければならない。

（譲与の決定等）

第四十三条　農林水産大臣は、前条の譲与申請書を受理したときは、その内容を審査して譲与するかどうかを決定し、当該申請者に対し、

譲与する場合にあつては譲与すべき防除用薬剤の使用その他必要な事項を記載した譲与承認書（第二十八号様式）を交付し、譲与しない

場合にあつてはその旨を通知する。

（引渡）

第四十四条　法第二十七条第一項の規定により譲与する防除用薬剤の引渡は、前条の譲与承認書に記載された期日及び場所において行うも

のとする。

２　前項の規定により防除用薬剤の引渡を受けた者（以下「譲受人」という。）は、当該引渡後直ちに、受領書（第二十九号様式）を農林

水産大臣に提出しなければならない。

（防除用薬剤の使用等の制限）

第四十五条　譲受人は、第四十三条の譲与承認書に記載された条件に違反して当該防除用薬剤を使用し、譲与し、又は譲渡してはならな

い。

２　農林水産大臣は、譲受人が前項の規定に違反したときは、当該防除用薬剤の全部若しくは一部若しくはこれに相当する薬剤の返還を命

じ、又はこれに相当額の対価の納入を命ずることがある。

（報告の徴取）

第四十六条　譲受人は、譲与を受けた防除用薬剤による防除を完了したときは、一箇月以内に防除実績報告書（第三十号様式）を農林水産

大臣に提出しなければならない。

第三節　防除用器具の無償貸付

（申請）

第四十七条　法第二十七条第一項の規定により防除用器具を借り受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農

林水産大臣に借受申請書（第三十一号様式）を提出しなければならない。

（貸付）

第四十八条　農林水産大臣は、前条の借受申請書を受理したときは、その内容を審査して貸付を承認するかどうかを決定し、貸し付ける場

合にあつては防除用器具の使用方法その他必要な事項を定める。

２　植物防疫所長は、前項の決定に基き、当該申請者に対し、貸し付ける場合にあつては貸付承認通知書（第三十二号様式）を交付し、貸

し付けない場合にあつては其の旨を通知する。

（引渡）

第四十九条　防除用器具の引渡は、前条第二項の貸付承認通知書に記載された期日及び場所において行うものとする。

２　前項の規定により防除用器具の引渡を受けた者（以下「借受人」という。）は、当該引渡後直ちに、請書（第三十三号様式）を植物防

疫所長に提出しなければならない。

（貸付期間の延長申請）

第五十条　借受人は、第四十八条第二項の貸付承認通知書に記載された貸付期間満了の日までに防除を完了することができないと認めると

きは、農林水産大臣に対し、貸付期間の延長を申請することができる。

２　前項の申請は、貸付期間満了の日の五日前までに、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に貸付期間延長申請

書（第三十四号様式）を提出して、しなければならない。

３　植物防疫所長は、農林水産大臣が前項の申請書を受理した場合において期間の延長を承認したときは、当該申請人に対し貸付期間延長

承認通知書（第三十五号様式）を交付する。

（借受人の義務）

第五十一条　借受人は、その借り受けた防除用器具を、善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

２　借受人は、その借り受けた防除用器具を他に転貸してはならない。
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第五十二条　借受人は、その借り受けた防除用器具を滅失し、又は
ヽ

き損したときは、遅滞なく書面をもつてその旨及び事由を詳細に植物防

疫所長に報告しなければならない。この場合において、当該滅失又は
ヽ

き損が火災又は盗難に係るものであるときは、火災又は盗難があつ

た旨を証する関係官公署の発行する証明書を添えるものとする。

第五十三条　借受人は、その責に帰すべき事由によりその借り受けた防除用器具を滅失し、又は
ヽ

き損したときは、植物防疫所長の指示に従

い、その負担においてこれを補
ヽ

て
ヽ

んし、若しくは修理し、又は国にその補償金を納入しなければならない。

２　前項の補償金は、植物防疫所の歳入徴収官の発行する納入告知書によつて納入するものとする。

（返納）

第五十四条　借受人は、その借り受けた防除用器具を第四十八条第二項の貸付承認通知書又は第五十条第三項の貸付期間延長承認通知書に

記載された期日及び場所において返納するとともに返納届（第三十六号様式）を植物防疫所長に提出しなければならない。

第五十五条　農林水産大臣は、他の緊急の用途に供するため当該防除用器具を必要とする場合その他特に必要があると認める場合は、貸付

期間内においても、期日及び場所を指定してその返納を命ずることがある。

（違約金の徴収）

第五十六条　借受人は、第四十八条第二項の貸付承認通知書又は第五十条第三項の貸付期間延長承認通知書に記載された返納期日（前条の

場合にあつては、当該返納命令による指定期日）までにその借り受けた防除用器具を返納しないときは、その翌日から返納があつた日ま

での日数につき、防除用器具の種類ごとに農林水産大臣の定める額の違約金を支払わなければならない。但し、天災地変その他農林水産

大臣がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

２　前項の違約金の納入については、第五十三条第二項の規定を準用する。

（費用の負担）

第五十七条　防除用器具の引取、管理及び返納に要する一切の費用は、借受人の負担とする。

第五十八条　削除

第七章　都道府県の防疫

（病害虫防除所）

第五十九条　法第三十二条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一　名称

二　位置及び管轄区域

三　管轄区域内の農作物の栽培並びに有害動物及び有害植物の発生の状況

四　施設の概要

五　職員の職種別定数

六　業務の概要

七　業務開始の予定年月日

（病害虫防除員）

第六十条　法第三十三条第二項において準用する法第三十二条第三項の農林水産省令で定める事項は、病害虫防除員の数とする。

第八章　雑則

（交付金の交付決定の基礎となる農家数等）

第六十一条　法第三十五条第二項の農家数は、直近に公表された農林業センサス規則（昭和四十四年農林省令第三十九号）第一条の調査に

よる経営耕地面積規模別農家数中の総農家数によるものとする。

２　法第三十五条第二項の農地面積は、前項に規定する調査による経営耕地中の経営耕地総面積から畑の牧草専用地の面積を控除したもの

によるものとする。

（権限の委任）

第六十二条　法第三十二条第三項（法第三十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局

長に委任する。

附　則

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和二六年二月二七日農林省令第七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和二七年四月一日農林省令第二〇号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。但し、第二十四条第一項第二号及び第三号を改正する規定は、昭和二十八年一月一日から施行す

る。

附　則　（昭和二九年一二月一六日農林省令第七三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三〇年一二月一四日農林省令第五五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三一年九月一日農林省令第四五号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

３　この省令施行前に交付した植物防疫法施行規則第七条第二項の書面、同規則第十五条の文書、同規則第十六条の隔離栽培命令書、同規

則第二十二条の廃棄又は消毒命令書及びこの省令施行前に押印した同規則第三十条第一項の合格証印は、この省令による改正後の同規則

で定めるこれらの書類又は合格証印の様式によるものとみなす。

附　則　（昭和三二年二月一四日農林省令第九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三七年一〇月一日農林省令第五七号）

１　この省令は、行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）の施行の日（昭和三十七年十月一日）から施行する。

２　この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。

ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

附　則　（昭和三八年六月二六日農林省令第四二号）

この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。

附　則　（昭和四〇年五月一〇日農林省令第二三号）
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この省令は、昭和四十年六月一日から施行する。

附　則　（昭和四二年三月一日農林省令第四号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令の施行前に交付した植物防疫法施行規則第七条第二項の書面は、この省令による改正後の同項で定める書面の様式によるもの

とみなす。

附　則　（昭和四三年六月二六日農林省令第四五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四三年一〇月九日農林省令第六一号）

この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、昭和四十三年十月十六日から施行する。

附　則　（昭和四四年三月一九日農林省令第九号）

この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。

附　則　（昭和四四年一一月二〇日農林省令第五一号）

この省令は、昭和四十四年十一月二十五日から施行する。

附　則　（昭和四五年三月三一日農林省令第一二号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四五年六月二日農林省令第三一号）

この省令は、昭和四十五年六月十五日から施行する。

附　則　（昭和四六年四月一〇日農林省令第二五号）

この省令は、昭和四十六年四月二十日から施行する。

附　則　（昭和四七年三月二七日農林省令第一一号）

この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

附　則　（昭和四七年五月一三日農林省令第二九号）　抄

この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日（昭和四十七年五月十五日）から施行する。

附　則　（昭和四七年六月九日農林省令第三八号）

この省令は、昭和四十七年六月十五日から施行する。

附　則　（昭和四七年一二月二三日農林省令第六九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四八年三月七日農林省令第一二号）

この省令は、昭和四十八年三月十二日から施行する。

附　則　（昭和四八年五月二四日農林省令第三七号）

この省令は、昭和四十八年六月四日から施行する。

附　則　（昭和四八年一二月一九日農林省令第七九号）

この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。

附　則　（昭和四九年七月二四日農林省令第三一号）

１　この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。ただし、第三十二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

２　改正後の植物防疫法施行規則第三十二条第一項の規定は、昭和五十年産の指定種苗の検査から適用し、昭和四十九年以前の年産の指定

種苗の検査については、なお従前の例による。

附　則　（昭和四九年一〇月二一日農林省令第四六号）

この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。

附　則　（昭和五〇年三月二五日農林省令第九号）

この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。

附　則　（昭和五〇年七月五日農林省令第三八号）

この省令は、昭和五十年七月十日から施行する。

附　則　（昭和五〇年一一月二九日農林省令第五三号）

この省令は、昭和五十年十二月五日から施行する。

附　則　（昭和五一年六月一二日農林省令第二七号）

この省令は、昭和五十一年六月十六日から施行する。

附　則　（昭和五三年一月一〇日農林省令第一号）

この省令は、昭和五十三年一月十三日から施行する。

附　則　（昭和五三年三月二七日農林省令第一七号）

この省令は、昭和五十三年三月三十日から施行する。ただし、第六条第一項の改正規定中新東京国際空港に係る部分は、新東京国際空

港の供用開始の日から施行する。

附　則　（昭和五三年三月二九日農林省令第二〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五三年四月一〇日農林省令第二八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五三年七月五日農林省令第四九号）　抄

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五三年八月二八日農林水産省令第五号）

この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。

附　則　（昭和五四年四月四日農林水産省令第一五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五四年五月一五日農林水産省令第二五号）

この省令は、昭和五十四年五月十五日から施行する。

附　則　（昭和五四年六月三〇日農林水産省令第三六号）

この省令は、昭和五十四年七月三日から施行する。

附　則　（昭和五四年九月七日農林水産省令第三九号）
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この省令は、昭和五十四年九月十一日から施行する。ただし、熊本空港に係る部分は、昭和五十四年九月二十六日から施行する。

附　則　（昭和五四年一〇月一五日農林水産省令第四三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五四年一二月一〇日農林水産省令第五三号）

この省令は、昭和五十四年十二月十二日から施行する。

附　則　（昭和五五年四月三日農林水産省令第一二号）

この省令は、昭和五十五年四月十五日から施行する。

附　則　（昭和五五年四月一一日農林水産省令第一七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五五年五月二〇日農林水産省令第二二号）

この省令は、昭和五十五年五月二十二日から施行する。

附　則　（昭和五六年三月一六日農林水産省令第六号）

この省令は、昭和五十六年三月二十三日から施行する。

附　則　（昭和五七年五月二〇日農林水産省令第一九号）

この省令は、昭和五十七年六月一日から施行する。

附　則　（昭和五七年七月一五日農林水産省令第二四号）

この省令は、昭和五十七年八月一日から施行する。

附　則　（昭和五七年八月二四日農林水産省令第三一号）

この省令は、昭和五十七年八月二十六日から施行する。

附　則　（昭和五七年一二月六日農林水産省令第五二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五九年一〇月二九日農林水産省令第四二号）

この省令は、昭和五十九年十一月一日から施行する。

附　則　（昭和六〇年三月一日農林水産省令第三号）

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附　則　（昭和六〇年七月一二日農林水産省令第三一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六〇年七月一五日農林水産省令第三三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六〇年八月二一日農林水産省令第四一号）

この省令は、昭和六十年九月一日から施行する。

附　則　（昭和六〇年一〇月二二日農林水産省令第四八号）

この省令は、昭和六十年十月二十四日から施行する。

附　則　（昭和六〇年一一月一日農林水産省令第五〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六一年二月四日農林水産省令第一号）

この省令は、昭和六十一年二月六日から施行する。

附　則　（昭和六一年三月二五日農林水産省令第九号）

この省令中別表一の四の項の改正規定は昭和六十一年四月一日から、同表の十二の項の改正規定は昭和六十一年五月一日から施行す

る。

附　則　（昭和六一年八月二二日農林水産省令第三七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六二年二月二〇日農林水産省令第一号）

この省令は、昭和六十二年三月一日から施行する。

附　則　（昭和六二年四月一五日農林水産省令第八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六二年九月二八日農林水産省令第三三号）

この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。

附　則　（昭和六二年一一月二七日農林水産省令第四一号）

この省令は、昭和六十二年十一月三十日から施行する。

附　則　（昭和六三年二月六日農林水産省令第二号）

この省令は、昭和六十三年二月八日から施行する。

附　則　（昭和六三年二月二七日農林水産省令第六号）

この省令は、昭和六十三年三月一日から施行する。

附　則　（昭和六三年六月一七日農林水産省令第三二号）

この省令は、昭和六十三年六月二十日から施行する。

附　則　（昭和六三年七月一五日農林水産省令第三七号）

この省令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。

附　則　（昭和六三年一一月二九日農林水産省令第五七号）

この省令は、昭和六十三年十二月五日から施行する。

附　則　（昭和六三年一二月二八日農林水産省令第六四号）

この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

附　則　（平成元年三月一日農林水産省令第六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成元年六月六日農林水産省令第二七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成元年一〇月三〇日農林水産省令第四三号）
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この省令は、平成元年十一月一日から施行する。

附　則　（平成元年一二月二〇日農林水産省令第四七号）

この省令は、平成元年十二月二十二日から施行する。ただし、別表一の一の項地域の欄の改正規定中「、コロンビア、エクアドル」を

加える部分は、平成二年一月十六日から施行する。

附　則　（平成二年三月二〇日農林水産省令第六号）

この省令は、平成二年三月二十三日から施行する。

附　則　（平成二年三月三〇日農林水産省令第八号）

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号の改正規定は、平成二年四月六日から施行する。

附　則　（平成二年六月一一日農林水産省令第二四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二年一〇月三〇日農林水産省令第四二号）

この省令は、平成二年十一月一日から施行する。

附　則　（平成三年六月三日農林水産省令第二八号）

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号の改正規定中「、広島空港」を加える部分は、平成三年六月二十一

日から施行する。

附　則　（平成三年七月一七日農林水産省令第三二号）

この省令は、平成三年七月二十日から施行する。

附　則　（平成四年四月六日農林水産省令第一三号）

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号の改正規定中「、高松空港」を加える部分は、平成四年四月二十日

から施行する。

附　則　（平成四年五月六日農林水産省令第二四号）

この省令は、平成四年五月十二日から施行する。

附　則　（平成五年一月二七日農林水産省令第二号）

この省令は、平成五年二月一日から施行する。

附　則　（平成五年四月一日農林水産省令第一一号）

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成五年四月二十六日から施行する。

附　則　（平成五年四月一日農林水産省令第一二号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農

業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜

伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施

行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品

質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行

規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域

等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いか

つり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大

西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関す

る省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型

まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令（以下「関係省令」という。）に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、

これを使用することができる。

３　平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係

省令に規定する様式による書面とみなす。

附　則　（平成五年五月二八日農林水産省令第二四号）

この省令は、平成五年六月一日から施行する。

附　則　（平成五年一〇月二五日農林水産省令第五九号）

この省令は、平成五年十月二十九日から施行する。

附　則　（平成五年一〇月二九日農林水産省令第六一号）

この省令は、平成五年十月三十日から施行する。

附　則　（平成六年一月一四日農林水産省令第一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成六年四月一日農林水産省令第二三号）

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号の改正規定は、平成六年四月四日から施行する。

附　則　（平成六年四月二二日農林水産省令第三一号）

この省令は、平成六年四月二十五日から施行する。

附　則　（平成六年八月二二日農林水産省令第五三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成六年九月二日農林水産省令第五五号）

この省令は、平成六年九月四日から施行する。

附　則　（平成六年一〇月二五日農林水産省令第七三号）

この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表一の二の項及び別表四の一の項の改正規定は、平成六年十一月十日から施行する。

附　則　（平成七年一月一八日農林水産省令第一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成七年三月三一日農林水産省令第二五号）

この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成七年四月二日から施行し、第三条の規定は、平成七年四

月四日から施行する。

附　則　（平成七年四月二四日農林水産省令第二八号）

この省令は、公布の日から施行する。
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附　則　（平成七年五月一日農林水産省令第二九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成八年二月五日農林水産省令第一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成八年四月一日農林水産省令第一三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成八年九月九日農林水産省令第四六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成八年九月一七日農林水産省令第四七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成八年一〇月二五日農林水産省令第五九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成九年二月三日農林水産省令第五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成九年三月一〇日農林水産省令第九号）

この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律（平成八年法律第六十七号）の施行の日（平成九年四月一日）から施行する。

附　則　（平成九年四月一日農林水産省令第二四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成九年四月二四日農林水産省令第三二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成九年七月一日農林水産省令第四五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成九年七月二二日農林水産省令第五三号）

この省令は、平成九年八月一日から施行する。

附　則　（平成九年八月四日農林水産省令第五七号）

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附　則　（平成九年九月一〇日農林水産省令第六〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成九年九月二六日農林水産省令第六七号）

この省令は、平成九年十月一日から施行する。

附　則　（平成九年一〇月一七日農林水産省令第七二号）

この省令は、平成九年十月二十四日から施行する。

附　則　（平成九年一二月一九日農林水産省令第八三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一〇年二月五日農林水産省令第三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一〇年三月二七日農林水産省令第一六号）

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附　則　（平成一〇年四月九日農林水産省令第二八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一〇年一一月一六日農林水産省令第七七号）

この省令は、平成十年十二月一日から施行する。

附　則　（平成一〇年一二月一〇日農林水産省令第八五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一〇年一二月二五日農林水産省令第八八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一一年一月一一日農林水産省令第一号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、

病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査

法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本

国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗

法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条１の日本国沿

岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規

則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関す

る省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウ

ムシの緊急防除に関する省令（以下「関係省令」という。）に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを

使用することができる。

４　平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関

係省令に規定する様式による書面とみなす。

附　則　（平成一一年三月二九日農林水産省令第一二号）

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成一一年四月一五日農林水産省令第二七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一一年五月二四日農林水産省令第三三号）

この省令は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、福島空港に係る部分は、平成十一年六月十七日から施行する。

附　則　（平成一一年七月三〇日農林水産省令第五二号）
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この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一一年九月六日農林水産省令第五六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一一年一二月一七日農林水産省令第八四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一二年二月三日農林水産省令第九号）

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附　則　（平成一二年三月二二日農林水産省令第二三号）

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附　則　（平成一二年三月三一日農林水産省令第四八号）

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附　則　（平成一二年五月一七日農林水産省令第六〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一二年九月一日農林水産省令第八二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。

附　則　（平成一三年三月二七日農林水産省令第六八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一三年五月三一日農林水産省令第一〇四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一三年九月三日農林水産省令第一一九号）

この省令は、平成十三年九月十日から施行する。

附　則　（平成一三年一〇月三一日農林水産省令第一三六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一四年三月二九日農林水産省令第二七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一五年三月五日農林水産省令第一二号）

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附　則　（平成一五年三月二八日農林水産省令第二二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一五年四月二五日農林水産省令第四三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一五年八月二九日農林水産省令第八七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一五年一〇月二〇日農林水産省令第一一六号）

この省令は、平成十五年十一月一日から施行する。

附　則　（平成一五年一一月一八日農林水産省令第一二三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一五年一二月二四日農林水産省令第一三一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一六年一月三〇日農林水産省令第八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一六年三月一九日農林水産省令第二〇号）

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附　則　（平成一六年九月七日農林水産省令第六七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一六年九月二九日農林水産省令第七一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一六年一〇月二〇日農林水産省令第八一号）

この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。

附　則　（平成一六年一二月一日農林水産省令第八九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一七年一月一四日農林水産省令第三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一七年二月一〇日農林水産省令第八号）

この省令は、平成十七年二月十七日から施行する。

附　則　（平成一七年三月一〇日農林水産省令第二一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一七年四月一日農林水産省令第五九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一七年四月一日農林水産省令第六〇号）

この省令は、平成十七年四月十四日から施行する。ただし、別表一の改正規定は、平成十八年四月十四日から施行する。

附　則　（平成一七年八月二五日農林水産省令第九五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一七年一二月一日農林水産省令第一一八号）

この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表一の改正規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

附　則　（平成一七年一二月一六日農林水産省令第一二〇号）
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この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一七年一二月二七日農林水産省令第一二三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一八年二月一日農林水産省令第一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一八年三月九日農林水産省令第八号）

この省令は、平成十八年三月十六日から施行する。

附　則　（平成一八年四月二一日農林水産省令第三四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一八年六月一日農林水産省令第五五号）

この省令は、平成十八年六月八日から施行する。

附　則　（平成一八年六月二三日農林水産省令第五八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一八年七月五日農林水産省令第六三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一八年七月二八日農林水産省令第六八号）

この省令は、平成十八年八月十日から施行する。ただし、別表一の改正規定（同表一の項及び二の項に係る部分を除く。）は、平成十

九年八月十日から施行する。

附　則　（平成一八年一〇月二日農林水産省令第八二号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の植物防疫法施行規則第十九号様式、第十九号の二様式及び第十九号の三様式

による合格証明書は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則第十九号様式によるものとみなす。

２　この省令による改正前の植物防疫法施行規則第十二号様式、第十二号の二様式及び第十二号の三様式による検査申請書は、この省令に

よる改正後の植物防疫法施行規則第十二号様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、なおこれ

を使用することができる。

附　則　（平成一八年一一月二八日農林水産省令第八七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一九年二月七日農林水産省令第四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一九年三月三〇日農林水産省令第二一号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十九年四月十二日から施行する。ただし、第二十四条第一項第二号の改正規定及び別記第一号様式の改正規定は

公布の日から、別表一の改正規定（同表八の項地域の欄の改正規定中「、ブラジル」を削る部分を除く。）は平成二十年四月十二日から

施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の植物防疫法施行規則別記第一号様式（次項において「旧様式」という。）に

より使用されている書類は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則別記第一号様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することが

できる。

附　則　（平成一九年六月七日農林水産省令第五九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一九年七月一三日農林水産省令第六二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一九年一一月二〇日農林水産省令第八六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一九年一一月三〇日農林水産省令第八九号）

この省令は、平成十九年十二月一日から施行する。

附　則　（平成二〇年五月八日農林水産省令第三三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二〇年五月一四日農林水産省令第三六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二〇年六月一八日農林水産省令第四一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二〇年七月一日農林水産省令第四六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二〇年七月一六日農林水産省令第四七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二〇年九月四日農林水産省令第五七号）

この省令は、平成二十年九月十一日から施行する。ただし、別表一の改正規定は平成二十一年九月十一日から施行する。

附　則　（平成二〇年一〇月一〇日農林水産省令第六六号）

この省令は、平成二十年十月十二日から施行する。

附　則　（平成二〇年一一月一一日農林水産省令第七一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二一年三月一八日農林水産省令第九号）　抄
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（施行期日）

第一条　この省令は、統計法の施行の日（平成二十一年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二一年六月三日農林水産省令第三八号）

この省令は、平成二十一年六月四日から施行する。

附　則　（平成二一年一〇月二〇日農林水産省令第六〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二二年一月二九日農林水産省令第六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二二年三月一〇日農林水産省令第一六号）

この省令は、平成二十二年三月十一日から施行する。

附　則　（平成二二年四月一六日農林水産省令第三五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二二年七月三〇日農林水産省令第四六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二二年八月一八日農林水産省令第四七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二三年一月三一日農林水産省令第二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二三年三月七日農林水産省令第八号）

この省令は、平成二十三年九月七日から施行する。ただし、別表一の改正規定（同表を別表一の二とする部分を除く。）は、平成二十

四年三月七日から施行する。

附　則　（平成二三年七月八日農林水産省令第四四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二四年二月一〇日農林水産省令第七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二四年四月二〇日農林水産省令第三一号）

この省令は、平成二十四年四月二十三日から施行する。

附　則　（平成二四年七月二五日農林水産省令第四一号）

この省令は、平成二十五年一月二十五日から施行する。ただし、別表一の二の改正規定は、平成二十五年七月二十五日から施行する。

附　則　（平成二五年三月一日農林水産省令第八号）

この省令は、平成二十五年三月七日から施行する。

附　則　（平成二五年四月二二日農林水産省令第三一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二六年二月七日農林水産省令第八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二六年二月二四日農林水産省令第一二号）

この省令は、平成二十六年八月二十四日から施行する。ただし、別表一の二の改正規定は、平成二十七年二月二十四日から施行する。

附　則　（平成二七年六月一五日農林水産省令第六〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二七年九月一七日農林水産省令第七一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二七年一〇月一九日農林水産省令第七八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二八年二月二四日農林水産省令第九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二八年四月一日農林水産省令第三一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二八年五月二四日農林水産省令第四〇号）

この省令は、平成二十八年十一月二十四日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　別表一の改正規定（「Ｔｈｒｉｐｓ　ｍｉｎｕｔｉｓｓｉｍｕｓ」、「Ｎａｒｃｉｓｓｕｓ　ｄｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｖｉｒｕｓ」

及び「Ｎａｒｃｉｓｓｕｓ　ｌａｔｅ　ｓｅａｓｏｎ　ｙｅｌｌｏｗｓ　ｖｉｒｕｓ」を削る部分に限る。）、別表一の二の改正規定（「、

オーストラリア」を削る部分に限る。）及び別表二の改正規定（「、英国（グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表に

おいて同じ。）」及び「、うり科植物（付表第三及び第四十二に掲げるものを除く。）」を削る部分、「きばなきようちくとう」の下に「、

ククミス・ディプサケウス、コッキニア・ミクロフィラ、コラロカルプス・エリプチクス」を加える部分並びに「なんようざくら」の下

に「、にがうり」を加える部分に限る。）　公布の日

二　別表一の二の改正規定（十の項及び十六の項から二十三の項までを削る部分を除く。）　平成二十九年五月二十四日

附　則　（平成二八年六月一日農林水産省令第四二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二八年九月八日農林水産省令第五五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二八年一二月二八日農林水産省令第八〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二九年一月一六日農林水産省令第三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二九年七月三一日農林水産省令第四八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三〇年一月二六日農林水産省令第五号）
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この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三〇年四月一三日農林水産省令第二六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三〇年七月三一日農林水産省令第五一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三〇年九月一一日農林水産省令第六〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三〇年九月二六日農林水産省令第六三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三一年三月二九日農林水産省令第二六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和元年五月七日農林水産省令第一号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、こ

の省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和元年六月二七日農林水産省令第一〇号）

（施行期日）

第一条　この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、こ

の省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和元年七月二九日農林水産省令第二二号）

この省令は、令和二年一月二十九日から施行する。ただし、別表二の改正規定中「及びギリシャ」を「、ギリシャ及びラトビア」に改

める部分及び「、エストニア」を削る部分並びに別表二の二の改正規定中「、トルコ」、「、チリ」及び「、フィンランド」を削る部分

は、公布の日から施行する。

附　則　（令和元年七月三一日農林水産省令第二三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和元年一〇月二四日農林水産省令第四〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和元年一二月一三日農林水産省令第四六号）

この省令は、令和元年十二月十五日から施行する。

附　則　（令和元年一二月一六日農林水産省令第四七号）

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政

手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年十二月十六日）から施行する。

附　則　（令和二年五月一一日農林水産省令第三五号）

この省令は、令和二年十一月十一日から施行する。ただし、別表一の改正規定中「Ｈａｐｌｏｔｈｒｉｐｓ　ｎｉｇｒｉｃｏｒｎｉ

ｓ」、「Ｈａｐｌｏｔｈｒｉｐｓ　ｒｏｂｕｓｔｕｓ」、「Ｐｈｅｎａｃｏｃｃｕｓ　ｓｏｌｅｎｏｐｓｉｓ」、「Ｈｅｌｉｘ　ａｓｐｅｒｓ

ａ」及び「Ｇｒａｐｅｖｉｎｅ　ｖｅｉｎ　ｎｅｃｒｏｓｉｓ」を削る部分、別表一の二の改正規定中「、エスワティニ」、「、北マケド

ニア共和国」及び「、カーボベルデ」を加える部分並びに「、スワジランド」、「、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」及び「、カーボ

ヴェルデ」を削る部分、別表二の改正規定中「、北マケドニア共和国」及び「、エスワティニ」を加える部分並びに「、マケドニア旧ユ

ーゴスラビア共和国」及び「、スワジランド」を削る部分並びに別表二の二の改正規定中「、北マケドニア共和国」を加える部分及び

「、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」を削る部分は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年八月五日農林水産省令第五五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年九月一六日農林水産省令第六〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年一〇月八日農林水産省令第七〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年一一月二日農林水産省令第七五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、こ

の省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和三年四月二七日農林水産省令第三三号）

この省令は、公布の日の翌日から施行する。

附　則　（令和三年五月一〇日農林水産省令第三四号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。
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（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、こ

の省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和三年八月一九日農林水産省令第四九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年八月三一日農林水産省令第五〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和四年三月二二日農林水産省令第一八号）

この省令は、公布の日の翌日から施行する。

附　則　（令和四年八月八日農林水産省令第四七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和四年九月三〇日農林水産省令第五五号）

（施行期日）

第一条　この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日（令和五年四月一日）から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、こ

の省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和四年一一月一八日農林水産省令第六四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和五年二月一日農林水産省令第五号）

（施行期日）

第一条　この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日（令和五年四月一日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一　第三条の規定　公布の日

二　第一条中植物防疫法施行規則別表一の二の改正規定、同令別表二の改正規定、同令別表二の付表の改正規定及び同令別表二の二の改

正規定　令和五年八月一日

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の植物防疫法施行規則の様式（次項において「旧様式」という。）により

使用されている書類等は、同条の規定による改正後の植物防疫法施行規則の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和五年二月二四日農林水産省令第一〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和五年三月二二日農林水産省令第一五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和五年九月五日農林水産省令第四四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和五年一一月三〇日農林水産省令第五六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和六年四月二二日農林水産省令第二七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和六年六月五日農林水産省令第三二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和六年六月一七日農林水産省令第三六号）

この省令は、公布の日の翌日から施行する。

附　則　（令和六年七月四日農林水産省令第四一号）

この省令は、公布の日から施行する。

別表一（第三条関係）

第一　有害動物

一　まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがあることが明らかである有害動物

（一）　節足動物 Ａｂｇｒａｌｌａｓｐｉｓ　ａｇｕａｃａｔａｅ

Ａｂｇｒａｌｌａｓｐｉｓ　ｐｅｒｓｅａｅ

Ａｃａｌｏｌｅｐｔａ　ａｕｓｔｒａｌｉｓ

Ａｃａｌｙｍｍａ　ｖｉｔｔａｔｕｍ

Ａｃａｎｔｈｏｃｉｎｕｓ　ａｅｄｉｌｉｓ

Ａｃａｎｔｈｏｃｏｒｉｓ　ｓｃａｂｒａｔｏｒ

Ａｃｅｒａｔａｇａｌｌｉａ　ｃａｌｉｆｏｒｎｉｃａ

Ａｃｅｒａｔａｇａｌｌｉａ　ｌｏｎｇｕｌａ

Ａｃｅｒｉａ　ｇｕｅｒｒｅｒｏｎｉｓ

Ａｃｅｒｉａ　ｔｏｓｉｃｈｅｌｌａ

Ａｃｉｚｚｉａ　ａｃａｃｉａｅｂａｉｌｅｙａｎａｅ

Ａｃｉｚｚｉａ　ｕｎｃａｔｏｉｄｅｓ

Ａｃｌｅｒｉｓ　ｇｌｏｖｅｒａｎａ

Ａｃｌｅｒｉｓ　ｖａｒｉａｎａ

Ａｃｒａｅａ　ａｃｅｒａｔａ
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Ａｃｒｏｇｏｎｉａ　ｃｉｔｒｉｎａ

Ａｃｒｏｇｏｎｉａ　ｔｅｒｍｉｎａｌｉｓ

Ａｃｒｏｌｅｐｉｏｐｓｉｓ　ａｓｓｅｃｔｅｌｌａ

Ａｃｒｏｌｅｐｉｏｐｓｉｓ　ｖｅｓｐｅｒｅｌｌａ

Ａｃｒｏｓｔｅｒｎｕｍ　ｈｉｌａｒｅ

Ａｃｕｔａｓｐｉｓ　ａｌｂｏｐｉｃｔａ

Ａｃｕｔａｓｐｉｓ　ｐｅｒｓｅａｅ

Ａｃｕｔａｓｐｉｓ　ｕｍｂｏｎｉｆｅｒａ

Ａｃｙｒｔｈｏｓｉｐｈｏｎ　ｌａｃｔｕｃａｅ

Ａｄｅｌｇｅｓ　ｐｉｃｅａｅ

Ａｄｏｒｅｔｕｓ　ｖｅｒｓｕｔｕｓ

Ａｄｒａｍａ　ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔａ（チャトゲアシミバエ）

Ａｅｇｏｐｓｉｓ　ｂｏｌｂｏｃｅｒｉｄｕｓ［ＳＹＮ：Ａｅｇｏｐｓｉｓ　ｂｏｌｂｏｃｅｒｉｄａ］

（ハビロミツノヒナカブト）

Ａｇｒｉｏｔｅｓ　ｌｉｎｅａｔｕｓ

Ａｌｅｕｒｏｃａｎｔｈｕｓ　ｃｉｔｒｉｐｅｒｄｕｓ

Ａｌｅｕｒｏｃａｎｔｈｕｓ　ｗｏｇｌｕｍｉ（ミカンクロトゲコナジラミ）

Ａｌｅｕｒｏｃｌａｖａ　ｇｏｒｄｏｎｉａｅ

Ａｌｅｕｒｏｃｌａｖａ　ｇｕｙａｖａｅ

Ａｌｅｕｒｏｃｌａｖａ　ｎｅｏｌｉｔｓｅａｅ

Ａｌｅｕｒｏｄｉｃｕｓ　ｃｏｃｏｉｓ

Ａｌｅｕｒｏｄｉｃｕｓ　ｄｅｓｔｒｕｃｔｏｒ

Ａｌｅｕｒｏｄｉｃｕｓ　ｄｉｓｐｅｒｓｕｓ

Ａｌｅｕｒｏｐｌａｔｕｓ　ｐｅｃｔｉｎｉｆｅｒｕｓ

Ａｌｅｕｒｏｔｒａｃｈｅｌｕｓ　ｄｒｙａｎｄｒａｅ

Ａｌｅｕｒｏｔｕｂａ　ｊｅｌｉｎｅｋｉｉ

Ａｌｅｙｒｏｄｅｓ　ｐｒｏｌｅｔｅｌｌａ

Ａｍｂｌｙｐｅｌｔａ　ｃｏｃｏｐｈａｇａ

Ａｍｂｌｙｐｅｌｔａ　ｌｕｔｅｓｃｅｎｓ

Ａｍｂｌｙｐｅｌｔａ　ｎｉｔｉｄａ

Ａｍｏｒｂｉａ　ｅｍｉｇｒａｔｅｌｌａ

Ａｍｐｈｉｃｅｒｕｓ　ｃｏｒｎｕｔｕｓ

Ａｍｐｈｏｒｏｐｈｏｒａ　ａｇａｔｈｏｎｉｃａ

Ａｍｓａｃｔａ　ｍｏｏｒｅｉ

Ａｎａｐｈｏｔｈｒｉｐｓ　ｖａｒｉｉ

Ａｎａｒｓｉａ　ｌｉｎｅａｔｅｌｌａ（モモキバガ）

Ａｎａｓｔｒｅｐｈａ　ｆｒａｔｅｒｃｕｌｕｓ（ミナミアメリカミバエ）

Ａｎａｓｔｒｅｐｈａ　ｇｒａｎｄｉｓ

Ａｎａｓｔｒｅｐｈａ　ｌｕｄｅｎｓ（メキシコミバエ）

Ａｎａｓｔｒｅｐｈａ　ｏｂｌｉｑｕａ（ニシインドミバエ）

Ａｎａｓｔｒｅｐｈａ　ｓｅｒｐｅｎｔｉｎａ（ウスグロミバエ）

Ａｎａｓｔｒｅｐｈａ　ｓｔｒｉａｔａ

Ａｎａｓｔｒｅｐｈａ　ｓｕｓｐｅｎｓａ（カリブミバエ）

Ａｎｏｐｌｏｐｈｏｒａ　ｇｌａｂｒｉｐｅｎｎｉｓ（ツヤハダゴマダラカミキリ）

Ａｎｓｔｅｎｏｐｔｉｌｉａ　ｍａｒｍａｒｏｄａｃｔｙｌａ

Ａｎｔｈｏｎｏｍｕｓ　ｅｕｇｅｎｉｉ（トウガラシゾウムシ）

Ａｎｔｈｏｎｏｍｕｓ　ｓｉｇｎａｔｕｓ

Ａｎｔｉｃａｒｓｉａ　ｇｅｍｍａｔａｌｉｓ

Ａｏｎｉｄｏｍｙｔｉｌｕｓ　ａｌｂｕｓ

Ａｐｈｉｓ　ｉｎｔｙｂｉ

Ａｐｈｉｓ　ｎｅｗｔｏｎｉ

Ａｐｈｉｓ　ｐｏｍｉ（ヨーロッパリンゴアブラムシ）

Ａｐｈｉｓ　ｒｕｂｏｒｕｍ

Ａｐｈｉｓ　ｓｅｒｐｙｌｌｉ

Ａｐｔｅｒｏｔｈｒｉｐｓ　ａｐｔｅｒｉｓ

Ａｒｃｈｉｐｓ　ａｒｇｙｒｏｓｐｉｌｕｓ（リンゴシロモンハマキ）

Ａｒｃｈｉｐｓ　ｆｒａｔｅｒｎａ

Ａｒｃｈｉｐｓ　ｍａｃｈｌｏｐｉｓ

Ａｒｃｈｉｐｓ　ｍｉｃａｃｅａｎａ

Ａｒｃｈｉｐｓ　ｐｏｄａｎａ

Ａｒｃｈｉｐｓ　ｒｏｓａｎａ

Ａｒｇｙｒｏｔａｅｎｉａ　ｃｉｔｒａｎａ（ミカンコハマキ）

Ａｒｇｙｒｏｔａｅｎｉａ　ｖｅｌｕｔｉｎａｎａ（アカオビコハマキ）

Ａｒｈｏｐａｌｕｓ　ｆｅｒｕｓ

Ａｒｉｓｔｏｔｅｌｉａ　ｐａｌａｍｏｔａ

Ａｒｉｘｙｌｅｂｏｒｕｓ　ｃａｎａｌｉｃｕｌａｔｕｓ
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Ａｒｉｘｙｌｅｂｏｒｕｓ　ｇｒａｎｉｆｅｒ

Ａｒｉｘｙｌｅｂｏｒｕｓ　ｇｒａｎｕｌｉｆｅｒ

Ａｒｉｘｙｌｅｂｏｒｕｓ　ｈｉｒｓｕｔｕｌｕｓ

Ａｒｉｘｙｌｅｂｏｒｕｓ　ｉｍｉｔａｔｏｒ

Ａｒｉｘｙｌｅｂｏｒｕｓ　ｍｅｄｉｏｓｅｃｔｕｓ

Ａｒｉｘｙｌｅｂｏｒｕｓ　ｒｕｇｏｓｉｐｅｓ

Ａｒｏｒａｔｈｒｉｐｓ　ｓｐｉｎｉｃｅｐｓ

Ａｒｔｏｎａ　ｃａｔｏｘａｎｔｈａ

Ａｓｉａｃｏｒｎｏｃｏｃｃｕｓ　ｋａｋｉ

Ａｓｉｒａｃａ　ｃｌａｖｉｃｏｒｎｉｓ

Ａｓｐｉｄｉｅｌｌａ　ｈａｒｔｉｉ

Ａｓｐｉｄｉｏｔｕｓ　ｃｏｒｙｐｈａｅ

Ａｕｌａｃａｓｐｉｓ　ｔｅｇａｌｅｎｓｉｓ

Ａｕｌａｃｏｐｈｏｒａ　ｆｏｖｅｉｃｏｌｌｉｓ

Ａｕｌｏｃａｒａ　ｅｌｌｉｏｔｔｉ

Ａｕｓｔｒａｌｏｔｈｒｉｐｓ　ｂｉｃｏｌｏｒ

Ａｕｔｏｇｒａｐｈａ　ｃａｌｉｆｏｒｎｉｃａ

Ｂａｃｔｅｒｉｃｅｒａ　ｃｏｃｋｅｒｅｌｌｉ

Ｂａｃｔｅｒｉｃｅｒａ　ｎｉｇｒｉｃｏｒｎｉｓ

Ｂａｃｔｅｒｉｃｅｒａ　ｔｒｅｍｂｌａｙｉ

Ｂａｃｔｅｒｉｃｅｒａ　ｔｒｉｇｏｎｉｃａ

Ｂａｃｔｒｏｃｅｒａ　ａｌｂｉｓｔｒｉｇａｔａ

Ｂａｃｔｒｏｃｅｒａ　ｃｏｒｒｅｃｔａ（セグロモモミバエ）

Ｂａｃｔｒｏｃｅｒａ　ｃｕｃｕｒｂｉｔａｅ（ウリミバエ）

Ｂａｃｔｒｏｃｅｒａ　ｄｏｒｓａｌｉｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ　ｃｏｍｐｌｅｘ（ミカンコミバエ種群）

Ｂａｃｔｒｏｃｅｒａ　ｆｒａｕｅｎｆｅｌｄｉ（フタスジマンゴウミバエ）

Ｂａｃｔｒｏｃｅｒａ　ｌａｔｉｆｒｏｎｓ（ナスミバエ）

Ｂａｃｔｒｏｃｅｒａ　ｌｕｚｏｎａｅ

Ｂａｃｔｒｏｃｅｒａ　ｍｃｇｒｅｇｏｒｉ

Ｂａｃｔｒｏｃｅｒａ　ｎｅｏｈｕｍｅｒａｌｉｓ（パーキンスミバエ）

Ｂａｃｔｒｏｃｅｒａ　ｎｉｇｒｏｔｉｂｉａｌｉｓ

Ｂａｃｔｒｏｃｅｒａ　ｏｃｈｒｏｓｉａｅ

Ｂａｃｔｒｏｃｅｒａ　ｏｌｅａｅ（オリーブミバエ）

Ｂａｃｔｒｏｃｅｒａ　ｐａｓｓｉｆｌｏｒａｅ（フィジーミバエ）

Ｂａｃｔｒｏｃｅｒａ　ｔａｕ（セグロウリミバエ）

Ｂａｃｔｒｏｃｅｒａ　ｔｒｙｏｎｉ（クインスランドミバエ）

Ｂａｃｔｒｏｃｅｒａ　ｕｂｉｑｕｉｔａ

Ｂａｃｔｒｏｃｅｒａ　ｕｍｂｒｏｓａ

Ｂａｃｔｒｏｃｅｒａ　ｘａｎｔｈｏｄｅｓ

Ｂａｃｔｒｏｃｅｒａ　ｚｏｎａｔａ（モモミバエ）

Ｂａｇｒａｄａ　ｈｉｌａｒｉｓ

Ｂａｉｌｅｙｏｔｈｒｉｐｓ　ａｒｉｚｏｎｅｎｓｉｓ

Ｂａｔｈｙｃｏｅｌｉａ　ｔｈａｌａｓｓｉｎａ

Ｂｉｓｔｏｎ　ｓｕｐｐｒｅｓｓａｒｉａ

Ｂｌｉｓｓｕｓ　ｌｅｕｃｏｐｔｅｒｕｓ（アメリカコバネナガカメムシ）

Ｂｏｉｓｅａ　ｔｒｉｖｉｔｔａｔａ

Ｂｒａｃｈｙｃａｕｄｕｓ　ｓｃｈｗａｒｔｚｉ

Ｂｒａｃｈｙｃｏｒｙｎｅｌｌａ　ａｓｐａｒａｇｉ

Ｂｒｅｖｉｐａｌｐｕｓ　ｃｈｉｌｅｎｓｉｓ

Ｂｒｅｖｉｐａｌｐｕｓ　ｅｓｓｉｇｉ

Ｂｒｕｃｈｏｐｈａｇｕｓ　ｒｏｄｄｉ

Ｂｒｕｃｈｕｓ　ｌｅｎｔｉｓ

Ｃａｃｏｅｃｉｍｏｒｐｈａ　ｐｒｏｎｕｂａｎａ

Ｃａｃｙｒｅｕｓ　ｍａｒｓｈａｌｌｉ

Ｃａｌｉｏｔｈｒｉｐｓ　ｆａｓｃｉａｔｕｓ

Ｃａｌｉｏｔｈｒｉｐｓ　ｉｎｄｉｃｕｓ

Ｃａｌｉｏｔｈｒｉｐｓ　ｐｈａｓｅｏｌｉ

Ｃａｌｌｏｓｏｂｒｕｃｈｕｓ　ａｎａｌｉｓ（アカイロマメゾウムシ）

Ｃａｌｌｏｓｏｂｒｕｃｈｕｓ　ｒｈｏｄｅｓｉａｎｕｓ（ローデシアマメゾウムシ）

Ｃａｐｉｔｏｐｈｏｒｕｓ　ｈｏｒｎｉ

Ｃａｐｕａ　ｉｎｔｒａｃｔａｎａ

Ｃａｒｐｏｍｙａ　ｐａｒｄａｌｉｎａ（バルチスタンウリミバエ）

Ｃａｒｐｏｐｈｉｌｕｓ　ｏｂｓｏｌｅｔｕｓ（コゲチャデオキスイ）

Ｃａｒｙｅｄｏｎ　ｓｅｒｒａｔｕｓ（モモブトジマメゾウムシ）

Ｃａｕｌｏｐｈｉｌｕｓ　ｏｒｙｚａｅ（コクゾウモドキ）

Ｃｅｒａｔａｐｈｉｓ　ｂｒａｓｉｌｉｅｎｓｉｓ
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Ｃｅｒａｔａｐｈｉｓ　ｏｒｃｈｉｄｅａｒｕｍ

Ｃｅｒａｔｉｔｉｓ　ｃａｐｉｔａｔａ（チチュウカイミバエ）

Ｃｅｒａｔｉｔｉｓ　ｃｏｓｙｒａ

Ｃｅｒａｔｉｔｉｓ　ｍａｌｇａｓｓａ（マダガスカルミバエ）

Ｃｅｒａｔｉｔｉｓ　ｐｕｎｃｔａｔａ

Ｃｅｒａｔｉｔｉｓ　ｒｏｓａ（ナタールミバエ）

Ｃｅｒａｔｏｔｈｒｉｐｏｉｄｅｓ　ｂｒｕｎｎｅｕｓ

Ｃｅｒｏｐｌａｓｔｅｓ　ｄｅｓｔｒｕｃｔｏｒ

Ｃｅｒｏｐｌａｓｔｅｓ　ｒｕｓｃｉ

Ｃｅｒｏｔｏｍａ　ｔｒｉｆｕｒｃａｔａ

Ｃｈａｅｔａｎａｐｈｏｔｈｒｉｐｓ　ｓｉｇｎｉｐｅｎｎｉｓ

Ｃｈａｅｔｏｃｎｅｍａ　ｐｕｌｉｃａｒｉａ

Ｃｈｅｉｒｏｌａｓｉａ　ｂｕｒｋｅｉ（ケアシツノカナブン）

Ｃｈｉｌｏ　ａｕｒｉｃｉｌｉｕｓ

Ｃｈｉｌｏｌｏｂａ　ａｃｕｔａ（ツヤケブカハナムグリ）

Ｃｈｉｏｎａｓｐｉｓ　ｐｉｎｉｆｏｌｉａｅ

Ｃｈｌｏｒｉｄｏｌｕｍ　ａｌｃｍｅｎｅ

Ｃｈｌｏｒｉｄｏｌｕｍ　ｔｈｏｍｓｏｎｉ

Ｃｈｌｏｒｏｃａｌａ　ａｆｒｉｃａｎａ（キヌホソカナブン）

Ｃｈｌｏｒｏｃｈｒｏａ　ｌｉｇａｔａ

Ｃｈｏｒｉｓｔｏｎｅｕｒａ　ｃｏｎｆｌｉｃｔａｎａ

Ｃｈｏｒｉｓｔｏｎｅｕｒａ　ｅｖａｎｉｄａｎａ

Ｃｈｏｒｉｓｔｏｎｅｕｒａ　ｐｉｎｕｓ　ｐｉｎｕｓ

Ｃｈｏｒｉｓｔｏｎｅｕｒａ　ｒｏｓａｃｅａｎａ（ハスオビハマキ）

Ｃｈｒｏｍａｔｏｍｙｉａ　ｓｙｎｇｅｎｅｓｉａｅ

Ｃｈｒｙｓｏｂｏｔｈｒｉｓ　ｆｅｍｏｒａｔａ（リンゴムツボシタマムシ）

Ｃｈｒｙｓｏｄｅｉｘｉｓ　ｃｈａｌｃｉｔｅｓ

Ｃｈｒｙｓｏｄｅｉｘｉｓ　ｉｎｃｌｕｄｅｎｓ

Ｃｉｎａｒａ　ｃｏｎｆｉｎｉｓ

Ｃｉｎａｒａ　ｏｃｃｉｄｅｎｔａｌｉｓ

Ｃｉｒｃｕｌｉｆｅｒ　ｔｅｎｅｌｌｕｓ（テンサイヨコバイ）

Ｃｌａｖｉｇｒａｌｌａ　ｅｌｏｎｇａｔａ

Ｃｌａｖｉｇｒａｌｌａ　ｔｏｍｅｎｔｏｓｉｃｏｌｌｉｓ

Ｃｌｅｐｓｉｓ　ｐｅｒｉｔａｎａ

Ｃｌｅｐｓｉｓ　ｓｐｅｃｔｒａｎａ

Ｃｎｅｐｈａｓｉａ　ｊａｃｔａｔａｎａ

Ｃｏｃｃｏｔｒｙｐｅｓ　ｓｕｂｃｒｉｂｒｏｓｕｓ

Ｃｏｃｈｌｏｃｈｉｌａ　ｂｕｌｌｉｔａ

Ｃｏｈｉｃａｌｅｙｒｏｄｅｓ　ｃａｅｒｕｌｅｓｃｅｎｓ

Ｃｏｎｏｔｒａｃｈｅｌｕｓ　ｎｅｎｕｐｈａｒ（スモモゾウムシ）

Ｃｏｐｉｔａｒｓｉａ　ｃｏｒｒｕｄａ

Ｃｏｐｉｔａｒｓｉａ　ｄｅｃｏｌｏｒａ［ＳＹＮ：Ｃｏｐｉｔａｒｓｉａ　ｔｕｒｂａｔａ］

Ｃｏｒｄｙｌｏｍｅｒａ　ｔｏｒｒｉｄａ

Ｃｏｒｉｚｕｓ　ｈｙｏｓｃｙａｍｉ

Ｃｏｓｔｅｌｙｔｒａ　ｚｅａｌａｎｄｉｃａ

Ｃｒａｓｐｅｄｏｔｈｒｉｐｓ　ｍｉｎｏｒ

Ｃｒｅｎｉｄｏｒｓｕｍ　ａｒｏｉｄｅｐｈａｇｕｓ

Ｃｒｉｃｕｌａ　ｔｒｉｆｅｎｅｓｔｒａｔａ

Ｃｒｉｏｃｅｒｉｓ　ａｓｐａｒａｇｉ

Ｃｒｉｏｃｅｒｉｓ　ｄｕｏｄｅｃｉｍｐｕｎｃｔａｔａ

Ｃｒｏｓｓｏｔａｒｓｕｓ　ｓｑｕａｍｕｌａｔｕｓ

Ｃｒｙｐｈａｌｕｓ　ｌａｔｕｓ

Ｃｒｙｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｆａｇｉｓｕｇａ

Ｃｒｙｐｔｏｌｅｓｔｅｓ　ｃａｐｅｎｓｉｓ

Ｃｒｙｐｔｏｘｙｌｅｂｏｒｕｓ　ｓｕｂｎａｅｖｕｓ

Ｃｒｙｐｔｕｒｇｕｓ　ｃｉｎｅｒｅｕｓ

Ｃｔｅｎａｒｙｔａｉｎａ　ｅｕｃａｌｙｐｔｉ

Ｃｔｅｎｏｐｓｅｕｓｔｉｓ　ｏｂｌｉｑｕａｎａ

Ｃｙｃｌｏｒｈｉｐｉｄｉｏｎ　ａｇｎａｔｕｍ

Ｃｙｃｌｏｒｈｉｐｉｄｉｏｎ　ｓｅｘｓｐｉｎａｔｕｍ

Ｃｙｃｌｏｒｈｉｐｉｄｉｏｎ　ｓｕｂａｇｎａｔｕｍ

Ｃｙｄｉａ　ｐｏｍｏｎｅｌｌａ（コドリンガ）

Ｃｙｌａｓ　ｆｏｒｍｉｃａｒｉｕｓ（アリモドキゾウムシ）

Ｄａｃｕｓ　ｃｉｌｉａｔｕｓ（ヒメウリミバエ）

Ｄａｒｎａ　ｄｉｄｕｃｔａ

Ｄａｒｎａ　ｔｒｉｍａ
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Ｄａｓｉｎｅｕｒａ　ｍａｌｉ

Ｄｅｌｉａ　ｒａｄｉｃｕｍ（キャベツハナバエ）

Ｄｅｌｏｔｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｃｏｎｆｕｓｕｓ

Ｄｅｌｔｏｃｅｐｈａｌｕｓ　ｆｕｓｃｉｎｅｒｖｏｓｕｓ

Ｄｅｎｄｒｏｃｔｏｎｕｓ　ａｄｊｕｎｃｔｕｓ

Ｄｅｎｄｒｏｃｔｏｎｕｓ　ｂｒｅｖｉｃｏｍｉｓ（アメリカマツノコキクイムシ）

Ｄｅｎｄｒｏｃｔｏｎｕｓ　ｆｒｏｎｔａｌｉｓ

Ｄｅｎｄｒｏｃｔｏｎｕｓ　ｐｏｎｄｅｒｏｓａｅ（アメリカマツノキクイムシ）

Ｄｅｎｄｒｏｃｔｏｎｕｓ　ｐｓｅｕｄｏｔｓｕｇａｅ

Ｄｅｎｄｒｏｃｔｏｎｕｓ　ｒｕｆｉｐｅｎｎｉｓ

Ｄｅｎｄｒｏｃｔｏｎｕｓ　ｖａｌｅｎｓ

Ｄｅｎｄｒｏｌｉｍｕｓ　ｔａｂｕｌａｅｆｏｒｍｉｓ

Ｄｅｓｍｉｐｈｏｒａ　ｈｉｒｔｉｃｏｌｌｉｓ

Ｄｅｓｍｏｔｈｒｉｐｓ　ｔｅｎｕｉｃｏｒｎｉｓ

Ｄｉａｂｏｌｏｃａｔａｎｔｏｐｓ　ａｘｉｌｌａｒｉｓ

Ｄｉａｂｒｏｔｉｃａ　ｂａｌｔｅａｔａ

Ｄｉａｂｒｏｔｉｃａ　ｕｎｄｅｃｉｍｐｕｎｃｔａｔａ（ジュウイチホシウリハムシ）

Ｄｉａｌｅｇｅｓ　ｐａｕｐｅｒ

Ｄｉａｌｅｕｒｏｐｏｒａ　ｄｅｃｅｍｐｕｎｃｔａ

Ｄｉａｐｈａｎｉａ　ｈｙａｌｉｎａｔａ

Ｄｉａｐｈａｎｉａ　ｎｉｔｉｄａｌｉｓ（アメリカウリノメイガ）

Ｄｉａｐｈｏｒｉｎａ　ｃｉｔｒｉ（ミカンキジラミ）

Ｄｉａｐｒｅｐｅｓ　ａｂｂｒｅｖｉａｔｕｓ

Ｄｉａｐｒｅｐｅｓ　ｆａｍｅｌｉｃｕｓ

Ｄｉａｐｒｅｐｅｓ　ｓｐｌｅｎｇｌｅｒｉ

Ｄｉａｐｕｓ　ｍｉｎｕｔｉｓｓｉｍｕｓ

Ｄｉａｐｕｓ　ｐｕｓｉｌｌｉｍｕｓ

Ｄｉａｐｕｓ　ｑｕｉｎｑｕｅｓｐｉｎａｔｕｓ

Ｄｉａｓｐｉｄｉｏｔｕｓ　ａｎｃｙｌｕｓ

Ｄｉｃｈｒｏｍｏｔｈｒｉｐｓ　ｃｏｒｂｅｔｔｉ

Ｄｉｃｈｒｏｐｌｕｓ　ｅｌｏｎｇａｔｕｓ

Ｄｉｃｔｙｏｔｕｓ　ｃａｅｎｏｓｕｓ

Ｄｉｌｏｂｏｄｅｒｕｓ　ａｂｄｅｒｕｓ（アブデルスツノカブトムシ）

Ｄｉｎｏｐｌａｔｙｐｕｓ　ａｇｎａｔｕｓ

Ｄｉｎｏｐｌａｔｙｐｕｓ　ｂｉｕｎｃｕｓ

Ｄｉｎｏｐｌａｔｙｐｕｓ　ｃａｖｕｓ

Ｄｉｎｏｐｌａｔｙｐｕｓ　ｃｈｅｖｒｏｌａｔｉ

Ｄｉｎｏｐｌａｔｙｐｕｓ　ｃｕｐｕｌａｔｕｌｕｓ

Ｄｉｎｏｐｌａｔｙｐｕｓ　ｃｕｐｕｌａｔｕｓ

Ｄｉｎｏｐｌａｔｙｐｕｓ　ｆｏｒｆｉｃｕｌａ

Ｄｉｎｏｐｌａｔｙｐｕｓ　ｌｕｎｉｇｅｒ

Ｄｉｎｏｐｌａｔｙｐｕｓ　ｐａｌｌｉｄｕｓ

Ｄｉｎｏｐｌａｔｙｐｕｓ　ｐｓｅｕｄｏｃｕｐｕｌａｔｕｓ

Ｄｉｎｏｐｌａｔｙｐｕｓ　ｕｎｃａｔｕｓ

Ｄｉｔｕｌａ　ａｎｇｕｓｔｉｏｒａｎａ

Ｄｏｃｉｏｓｔａｕｒｕｓ　ｍａｒｏｃｃａｎｕｓ

Ｄｏｌｕｒｇｕｓ　ｐｕｍｉｌｕｓ

Ｄｒｙｏｃｏｅｔｅｓ　ａｆｆａｂｅｒ

Ｄｕｍｂｌｅｔｏｎｉｅｌｌａ　ｅｕｃａｌｙｐｔｉ

Ｄｕｐｏｎｃｈｅｌｉａ　ｆｏｖｅａｌｉｓ

Ｄｙｓａｐｈｉｓ　ａｐｉｉｆｏｌｉａ

Ｄｙｓａｐｈｉｓ　ｃｙｎａｒａｅ

Ｄｙｓｍｉｃｏｃｃｕｓ　ｆｉｎｉｔｉｍｕｓ

Ｄｙｓｍｉｃｏｃｃｕｓ　ｇｒａｓｓｉｉ

Ｄｙｓｍｉｃｏｃｃｕｓ　ｌｅｐｅｌｌｅｙｉ

Ｄｙｓｍｉｃｏｃｃｕｓ　ｍａｃｋｅｎｚｉｅｉ

Ｄｙｓｍｉｃｏｃｃｕｓ　ｎｅｏｂｒｅｖｉｐｅｓ

Ｄｙｓｍｉｃｏｃｃｕｓ　ｔｅｘｅｎｓｉｓ

Ｅｃｃｏｐｔｏｐｔｅｒｕｓ　ｇｒａｃｉｌｉｐｅｓ

Ｅｄｅｓｓａ　ｍｅｄｉｔａｂｕｎｄａ

Ｅｌａｓｍｏｐａｌｐｕｓ　ｌｉｇｎｏｓｅｌｌｕｓ（モロコシマダラメイガ）

Ｅｌａｔｏｂｉｕｍ　ａｂｉｅｔｉｎｕｍ

Ｅｌｏｐｈｉｌａ　ｒｅｓｐｏｎｓａｌｉｓ

Ｅｍｐｏａｓｃａ　ｄｅｃｉｐｉｅｎｓ

Ｅｍｐｏａｓｃａ　ｆａｂａｅ（ジャガイモヒメヨコバイ）

Ｅｎｃｙｃｌｏｐｓ　ｃａｅｒｕｌｅａ
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Ｅｎｄｒｏｓｉｓ　ｓａｒｃｉｔｒｅｌｌａ

Ｅｐｉｃｈｏｒｉｓｔｏｄｅｓ　ａｃｅｒｂｅｌｌａ

Ｅｐｉｄｉａｓｐｉｓ　ｌｅｐｅｒｉｉ

Ｅｐｉｌａｃｈｎａ　ｂｏｒｅａｌｉｓ（ウリテントウ）

Ｅｐｉｐｈｙａｓ　ｐｏｓｔｖｉｔｔａｎａ（リンゴウスチャイロハマキ）

Ｅｒｉｃａｐｈｉｓ　ｓｃａｍｍｅｌｌｉ

Ｅｒｉｏｐｈｙｅｓ　ｓｈｅｌｄｏｎｉ

Ｅｓｔｉｇｍｅｎｅ　ａｃｒｅａ（キシタゴマダラヒトリ）

Ｅｕｌａｃｈｎｕｓ　ｒｉｌｅｙｉ

Ｅｕｌｅｃａｎｉｕｍ　ｔｉｌｉａｅ

Ｅｕｐｉｔｈｅｃｉａ　ｍｉｓｅｒｕｌａｔａ

Ｅｕｐｌａｔｙｐｕｓ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｕｓ

Ｅｕｐｌａｔｙｐｕｓ　ｈｉｎｔｚｉ

Ｅｕｐｌａｔｙｐｕｓ　ｐａｒａｌｌｅｌｕｓ

Ｅｕｐｒｏｃｔｉｓ　ｃｈｒｙｓｏｒｒｈｏｅａ

Ｅｕｒｙｄｅｍａ　ｏｒｎａｔａ

Ｅｕｒｙｇａｓｔｅｒ　ｉｎｔｅｇｒｉｃｅｐｓ（ムギチャイロカメムシ）

Ｅｕｒｙｐｈａｇｕｓ　ｌｕｎｄｉ

Ｅｕｓｃｅｌｉｄｉｕｓ　ｖａｒｉｅｇａｔｕｓ

Ｅｕｓｃｅｐｅｓ　ｐｏｓｔｆａｓｃｉａｔｕｓ（イモゾウムシ）

Ｅｕｓｃｈｉｓｔｕｓ　ｃｏｎｓｐｅｒｓｕｓ

Ｅｕｗａｌｌａｃｅａ　ｄｅｓｔｒｕｅｎｓ

Ｅｕｘｅｓｔａ　ｓｔｉｇｍａｔｉａｓ

Ｆｅｒｒｉｓｉａ　ｍａｌｖａｓｔｒａ

Ｆｏｒｍｉｃｏｃｏｃｃｕｓ　ｎｊａｌｅｎｓｉｓ

Ｆｒａｎｋｌｉｎｉｅｌｌａ　ａｕｓｔｒａｌｉｓ

Ｆｒａｎｋｌｉｎｉｅｌｌａ　ｂｒｕｎｎｅａ

Ｆｒａｎｋｌｉｎｉｅｌｌａ　ｃｉｔｒｉｐｅｓ

Ｆｒａｎｋｌｉｎｉｅｌｌａ　ｆａｌｌａｃｉｏｓａ

Ｆｒａｎｋｌｉｎｉｅｌｌａ　ｇｏｓｓｙｐｉａｎａ

Ｆｒａｎｋｌｉｎｉｅｌｌａ　ｉｎｓｕｌａｒｉｓ

Ｆｒａｎｋｌｉｎｉｅｌｌａ　ｐａｎａｍｅｎｓｉｓ

Ｆｒａｎｋｌｉｎｉｅｌｌａ　ｓｃｈｕｌｔｚｅｉ

Ｆｒａｎｋｌｉｎｉｅｌｌａ　ｔｒｉｔｉｃｉ

Ｆｒａｎｋｌｉｎｉｅｌｌａ　ｗｉｌｌｉａｍｓｉ

Ｆｕｒｃａｓｐｉｓ　ｏｃｅａｎｉｃａ

Ｇａｔｅｓｃｌａｒｋｅａｎａ　ｄｏｍｅｓｔｉｃａ

Ｇｅｎｙｏｃｅｒｕｓ　ａｂｄｏｍｉｎａｌｉｓ

Ｇｅｎｙｏｃｅｒｕｓ　ｂｏｒｎｅｅｎｓｉｓ

Ｇｅｎｙｏｃｅｒｕｓ　ｐｅｎｄｌｅｂｕｒｙｉ

Ｇｅｎｙｏｃｅｒｕｓ　ｓｐｉｎａｔｕｓ

Ｇｎａｔｈｏｔｒｉｃｈｕｓ　ｒｅｔｕｓｕｓ

Ｇｎａｔｈｏｔｒｉｃｈｕｓ　ｓｕｌｃａｔｕｓ

Ｇｏｌｏｆａ　ｅａｃｕｓ（エアクスタテヅノカブト）

Ｇｏｎｉｏｃｔｅｎａ　ｆｏｒｎｉｃａｔａ

Ｇｏｎｉｐｔｅｒｕｓ　ｇｉｂｂｅｒｕｓ

Ｇｏｎｉｐｔｅｒｕｓ　ｓｃｕｔｅｌｌａｔｕｓ

Ｇｒａｐｈａｎｉａ　ｕｓｔｉｓｔｒｉｇａ

Ｇｒａｐｈｏｌｉｔａ　ｆｕｎｅｂｒａｎａ（スモモヒメハマキ）

Ｇｒａｐｈｏｌｉｔａ　ｐｒｕｎｉｖｏｒａ（アメリカリンゴコシンクイ）

Ｇｒａｐｈｏｓｏｍａ　ｌｉｎｅａｔｕｍ

Ｇｒｙｌｌｏｔａｌｐａ　ｇｒｙｌｌｏｔａｌｐａ

Ｇｙｍｎａｎｄｒｏｓｏｍａ　ａｕｒａｎｔｉａｎｕｍ

Ｇｙｍｎｏｓｃｅｌｉｓ　ｒｕｆｉｆａｓｃｉａｔａ

Ｈａｌｏｔｙｄｅｕｓ　ｄｅｓｔｒｕｃｔｏｒ

Ｈａｐｌｏｔｈｒｉｐｓ　ａｎｃｅｐｓ

Ｈａｐｌｏｔｈｒｉｐｓ　ｃｌａｒｉｓｅｔｉｓ

Ｈａｐｌｏｔｈｒｉｐｓ　ｆｒｏｇｇａｔｔｉ

Ｈａｐｌｏｔｈｒｉｐｓ　ｖａｒｉｕｓ

Ｈｅｄｙａ　ｎｕｂｉｆｅｒａｎａ

Ｈｅｌｉｃｏｖｅｒｐａ　ｐｕｎｃｔｉｇｅｒａ

Ｈｅｌｉｃｏｖｅｒｐａ　ｚｅａ（アメリカタバコガ）

Ｈｅｌｉｏｔｈｉｓ　ｖｉｒｅｓｃｅｎｓ（ニセアメリカタバコガ）

Ｈｅｍｉｂｅｒｌｅｓｉａ　ｍｕｓａｅ

Ｈｅｍｉｂｅｒｌｅｓｉａ　ｏｃｅｌｌａｔａ

Ｈｅｎｄｅｃａｓｉｓ　ｄｕｐｌｉｆａｓｃｉａｌｉｓ
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Ｈｅｎｏｓｅｐｉｌａｃｈｎａ　ｅｌａｔｅｒｉｉ

Ｈｅｒｃｉｎｏｔｈｒｉｐｓ　ｂｉｃｉｎｃｔｕｓ

Ｈｅｔｅｒｏｂｏｓｔｒｙｃｈｕｓ　ａｅｑｕａｌｉｓ

Ｈｅｔｅｒｏｎｙｃｈｕｓ　ａｒａｔｏｒ

Ｈｉｅｒｏｇｌｙｐｈｕｓ　ｂａｎｉａｎ

Ｈｏｆｍａｎｎｏｐｈｉｌａ　ｐｓｅｕｄｏｓｐｒｅｔｅｌｌａ

Ｈｏｌｏｔｒｉｃｈｉａ　ｄｉｓｐａｒｉｌｉｓ

Ｈｏｌｏｔｒｉｃｈｉａ　ｓｅｒｒａｔａ

Ｈｏｍａｌｏｄｉｓｃａ　ｖｉｔｒｉｐｅｎｎｉｓ

Ｈｏｒｄｅｏｌｉｃｏｃｃｕｓ　ｎｅｐｈｅｌｉｉ

Ｈｙａｄａｐｈｉｓ　ｃｏｒｉａｎｄｒｉ

Ｈｙａｄａｐｈｉｓ　ｆｏｅｎｉｃｕｌｉ

Ｈｙｌｅｓｉｎｕｓ　ａｃｕｌｅａｔｕｓ

Ｈｙｌｅｓｉｎｕｓ　ｖａｒｉｕｓ

Ｈｙｌｕｒｇｏｐｓ　ｒｕｇｉｐｅｎｎｉｓ

Ｈｙｐｏｌｙｃａｅｎａ　ｅｒｙｌｕｓ

Ｈｙｐｏｔｈｅｎｅｍｕｓ　ｈａｍｐｅｉ

Ｉｎｓｉｇｎｏｒｔｈｅｚｉａ　ｉｎｓｉｇｎｉｓ

Ｉｐｓ　ｃａｌｌｉｇｒａｐｈｕｓ

Ｉｐｓ　ｃｏｎｃｉｎｎｕｓ

Ｉｐｓ　ｇｒａｎｄｉｃｏｌｌｉｓ

Ｉｐｓ　ｌａｔｉｄｅｎｓ

Ｉｐｓ　ｍｏｎｔａｎｕｓ

Ｉｐｓ　ｐｅｒｔｕｒｂａｔｕｓ

Ｉｐｓ　ｐｉｎｉ

Ｉｐｓ　ｓｅｘｄｅｎｔａｔｕｓ

Ｉｐｓ　ｔｒｉｄｅｎｓ

Ｉｓｏｔｅｎｅｓ　ｍｉｓｅｒａｎａ

Ｋｅｉｆｅｒｉａ　ｌｙｃｏｐｅｒｓｉｃｅｌｌａ

Ｌａｍｂｄｉｎａ　ｆｉｓｃｅｌｌａｒｉａ

Ｌｅｐｉｄｏｓａｐｈｅｓ　ｃｈｉｎｅｎｓｉｓ

Ｌｅｐｉｄｏｓａｐｈｅｓ　ｅｕｒｙｃｈｌｉｄｏｎｉｓ

Ｌｅｐｔｉｎｏｔａｒｓａ　ｄｅｃｅｍｌｉｎｅａｔａ（コロラドハムシ）

Ｌｅｐｔｏｇｌｏｓｓｕｓ　ｃｌｙｐｅａｌｉｓ

Ｌｅｐｔｏｘｙｌｅｂｏｒｕｓ　ｐｕｎｃｔａｔｉｓｓｉｍｕｓ

Ｌｅｕｃｏｐｈｏｌｉｓ　ｉｒｒｏｒａｔａ

Ｌｅｕｃｏｐｈｏｌｉｓ　ｌｅｐｉｄｏｐｈｏｒａ

Ｌｉｌｉｏｃｅｒｉｓ　ｌｉｌｉｉ

Ｌｉｍｏｔｈｒｉｐｓ　ａｎｇｕｌｉｃｏｒｎｉｓ

Ｌｉｍｏｔｈｒｉｐｓ　ｃｅｒｅａｌｉｕｍ

Ｌｉｍｏｔｈｒｉｐｓ　ｄｅｎｔｉｃｏｒｎｉｓ

Ｌｉｎｄｉｎｇａｓｐｉｓ　ｒｏｓｓｉ

Ｌｉｒｉｏｍｙｚａ　ｂｅｔａｅ

Ｌｉｒｉｏｍｙｚａ　ｌａｎｇｅｉ

Ｌｉｒｉｏｍｙｚａ　ｎｉｅｔｚｋｅｉ

Ｌｉｓｔｒｏｎｏｔｕｓ　ｏｒｅｇｏｎｅｎｓｉｓ（ニンジンゾウムシ）

Ｌｙｇｕｓ　ｂｒａｄｌｅｙｉ

Ｌｙｇｕｓ　ｅｌｉｓｕｓ

Ｌｙｇｕｓ　ｈｅｓｐｅｒｕｓ

Ｌｙｇｕｓ　ｌｉｎｅｏｌａｒｉｓ（サビイロカスミカメ）

Ｌｙｇｕｓ　ｓｈｕｌｌｉ

Ｌｙｍａｎｔｒｉａ　ｏｂｆｕｓｃａｔａ

Ｍａｃｒｏｐｌｅｃｔｒａ　ｎａｒａｒｉａ

Ｍａｃｒｏｓｉｐｈｕｍ　ｈｅｌｌｅｂｏｒｉ

Ｍａｃｒｏｓｉｐｈｕｍ　ｒｏｓａｅ

Ｍａｌａｃｏｓｏｍａ　ａｍｅｒｉｃａｎｕｍ（アメリカオビカレハ）

Ｍａｌａｃｏｓｏｍａ　ｄｉｓｓｔｒｉａ

Ｍａｌａｃｏｓｏｍａ　ｐａｒａｌｌｅｌａ

Ｍａｍｅｓｔｒａ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔａ

Ｍａｎｄｕｃａ　ｑｕｉｎｑｕｅｍａｃｕｌａｔａ

Ｍａｎｄｕｃａ　ｓｅｘｔａ

Ｍａｒａｓｍｉａ　ｐａｔｎａｌｉｓ

Ｍａｙｅｔｉｏｌａ　ｄｅｓｔｒｕｃｔｏｒ（ヘシアンバエ）

Ｍｅｇａｌｕｒｏｔｈｒｉｐｓ　ｓｊｏｓｔｅｄｔｉ

Ｍｅｇａｓｔｉｇｍｕｓ　ｔｒａｎｓｖａａｌｅｎｓｉｓ

Ｍｅｇｙｍｅｎｕｍ　ｂｒｅｖｉｃｏｒｎｅ
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Ｍｅｌａｎａｇｒｏｍｙｚａ　ｈｉｂｉｓｃｉ

Ｍｅｌａｎａｓｐｉｓ　ｇｌｏｍｅｒａｔａ

Ｍｅｌａｎｏｐｌｕｓ　ｂｉｖｉｔｔａｔｕｓ

Ｍｅｌａｎｏｐｌｕｓ　ｓａｎｇｕｉｎｉｐｅｓ

Ｍｅｌａｎｏｔｕｓ　ｃｏｍｍｕｎｉｓ

Ｍｅｌａｎｔｈｒｉｐｓ　ｆｕｓｃｕｓ

Ｍｅｌｏｌｏｎｔｈａ　ｍｅｌｏｌｏｎｔｈａ

Ｍｅｒｏｐｈｙａｓ　ｄｉｖｕｌｓａｎａ

Ｍｅｓｏｐｌａｔｙｓ　ｃｉｎｃｔａ

Ｍｅｔｃａｌｆａ　ｐｒｕｉｎｏｓａ

Ｍｅｔｏｐｏｌｏｐｈｉｕｍ　ｆｅｓｔｕｃａｅ

Ｍｅｙｒｉｃｃｉａ　ｌａｔｒｏ

Ｍｉｃｒｏｔｈｅｃａ　ｏｃｈｒｏｌｏｍａ

Ｍｉｔｒａｓｔｅｔｈｕｓ　ｂａｒｉｄｉｏｉｄｅｓ

Ｍｏｃｉｓ　ｌａｔｉｐｅｓ

Ｍｏｎａｃｒｏｓｔｉｃｈｕｓ　ｃｉｔｒｉｃｏｌａ（シトロンミバエ）

Ｍｏｎａｒｔｈｒｕｍ　ｆａｓｃｉａｔｕｍ

Ｍｏｎａｒｔｈｒｕｍ　ｍａｌｉ

Ｍｏｎｏｃｈａｍｕｓ　ｓｃｕｔｅｌｌａｔｕｓ

Ｍｏｎｏｎｙｃｈｅｌｌｕｓ　ｔａｎａｊｏａ

Ｍｕｒｇａｎｔｉａ　ｈｉｓｔｒｉｏｎｉｃａ

Ｍｙｔｈｉｍｎａ　ｕｎｉｐｕｎｃｔａ（アメリカキヨトウ）

Ｍｙｚｕｓ　ｃｙｍｂａｌａｒｉａｅ

Ｎａｃｏｌｅｉａ　ｏｃｔａｓｅｍａ

Ｎａｐｏｍｙｚａ　ｃｉｃｈｏｒｉｉ

Ｎａｕｐａｃｔｕｓ　ｌｅｕｃｏｌｏｍａ（シロヘリクチブトゾウムシ）

Ｎａｕｐａｃｔｕｓ　ｘａｎｔｈｏｇｒａｐｈｕｓ

Ｎｅｉｄｅｓ　ｍｕｔｉｃｕｓ

Ｎｅｏｃｅｒａｔｉｔｉｓ　ｃｙａｎｅｓｃｅｎｓ

Ｎｉｐａｅｃｏｃｃｕｓ　ｎｉｐａｅ

Ｎｏｃｔｕａ　ｐｒｏｎｕｂａ

Ｎｏｍａｄａｃｒｉｓ　ｓｅｐｔｅｍｆａｓｃｉａｔａ

Ｎｙｓｉｕｓ　ｈｕｔｔｏｎｉ

Ｎｙｓｉｕｓ　ｒａｐｈａｎｕｓ

Ｏｃｔａｓｐｉｄｉｏｔｕｓ　ａｕｓｔｒａｌｉｅｎｓｉｓ

Ｏｅｂａｌｕｓ　ｉｎｓｕｌａｒｉｓ

Ｏｅｄａｌｅｕｓ　ｓｅｎｅｇａｌｅｎｓｉｓ

Ｏｌｉｇｏｎｙｃｈｕｓ　ｐｅｒｕｖｉａｎｕｓ

Ｏｍｐｈｉｓａ　ａｎａｓｔｏｍｏｓａｌｉｓ（サツマイモノメイガ）

Ｏｎｃａｓｔｉｃｈｕｓ　ｇｏｕｇｈｉ

Ｏｐｏｇｏｎａ　ａｕｒｉｓｑｕａｍｏｓａ

Ｏｐｏｇｏｎａ　ｏｍｏｓｃｏｐａ

Ｏｒｃｈａｍｏｐｌａｔｕｓ　ｍａｍｍａｅｆｅｒｕｓ

Ｏｒｇａｎｏｔｈｒｉｐｓ　ｉｎｄｉｃｕｓ

Ｏｒｇｙｉａ　ａｎｔｉｑｕａ

Ｏｒｇｙｉａ　ｌｅｕｃｏｓｔｉｇｍａ

Ｏｒｇｙｉａ　ｐｓｅｕｄｏｔｓｕｇａｔａ

Ｏｒｐｈａｎｏｓｔｉｇｍａ　ａｂｒｕｐｔａｌｉｓ

Ｏｒｓｅｏｌｉａ　ｏｒｙｚａｅ（イネノシントメタマバエ）

Ｏｒｔｈｏｓｉａ　ｃｅｒａｓｉ

Ｏｒｔｈｏｔｏｍｉｃｕｓ　ｃａｅｌａｔｕｓ

Ｏｒｔｈｏｔｏｍｉｃｕｓ　ｅｒｏｓｕｓ

Ｏｒｙｃｔｅｓ　ａｇａｍｅｍｎｏｎ

Ｏｒｙｃｔｅｓ　ｂｏａｓ

Ｏｒｙｃｔｅｓ　ｍｏｎｏｃｅｒｏｓ

Ｏｓｔｒｉｎｉａ　ｎｕｂｉｌａｌｉｓ

Ｏｔｉｏｒｈｙｎｃｈｕｓ　ａｒｍａｄｉｌｌｏ

Ｏｔｉｏｒｈｙｎｃｈｕｓ　ｍｅｒｉｄｉｏｎａｌｉｓ

Ｏｔｉｏｒｈｙｎｃｈｕｓ　ｏｖａｔｕｓ（イチゴクチブトゾウムシ）

Ｏｔｉｏｒｈｙｎｃｈｕｓ　ｒｕｇｏｓｏｓｔｒｉａｔｕｓ

Ｏｔｉｏｒｈｙｎｃｈｕｓ　ｓａｌｉｃｉｃｏｌａ

Ｏｔｉｏｒｈｙｎｃｈｕｓ　ｓｉｎｇｕｌａｒｉｓ

Ｏｕｌｅｍａ　ｍｅｌａｎｏｐｕｓ（クビアカクビホソハムシ）

Ｏｘｏｐｌａｔｙｐｕｓ　ｑｕａｄｒｉｄｅｎｔａｔｕｓ

Ｏｘｙｃａｒｅｎｕｓ　ｈｙａｌｉｎｉｐｅｎｎｉｓ

Ｏｘｙｃａｒｅｎｕｓ　ｌｕｃｔｕｏｓｕｓ
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Ｐａｃｈｎｏｄａ　ｂｕｔａｎａ［ＳＹＮ：Ｐａｃｈｎｏｄｅｌｌａ　ｂｕｔａｎａ］

Ｐａｃｈｎｏｄａ　ｉｎｔｅｒｒｕｐｔａ

Ｐａｇｉｏｃｅｒｕｓ　ｆｒｏｎｔａｌｉｓ

Ｐａｍｍｅｎｅ　ｆａｓｃｉａｎａ

Ｐａｎｃｈａｅｔｏｔｈｒｉｐｓ　ｉｎｄｉｃｕｓ

Ｐａｎｄｅｍｉｓ　ｃｅｒａｓａｎａ

Ｐａｐｕａｎａ　ｕｎｉｎｏｄｉｓ

Ｐａｐｕａｎａ　ｗｏｏｄｌａｒｋｉａｎａ

Ｐａｒａｃｏｃｃｕｓ　ｉｎｔｅｒｃｅｐｔｕｓ

Ｐａｒａｃｏｃｃｕｓ　ｍａｒｇｉｎａｔｕｓ

Ｐａｒａｐｉｅｓｍａ　ｑｕａｄｒａｔｕｍ（テンサイチビカメムシ）

Ｐａｒａｐｏｙｎｘ　ｐｏｌｙｄｅｃｔａｌｉｓ

Ｐａｒａｐｕｔｏ　ｔｈｅａｅｃｏｌａ

Ｐａｒｌａｔｏｒｉａ　ｃｉｔｒｉ

Ｐａｒｌａｔｏｒｉａ　ｏｌｅａｅ（オリーブクロホシカイガラムシ）

Ｐａｒｌａｔｏｒｉａ　ｐｉｔｔｏｓｐｏｒｉ

Ｐｅｎｔａｍｅｒｉｓｍｕｓ　ｅｒｙｔｈｒｅｕｓ

Ｐｈａｌａｅｎｏｉｄｅｓ　ｇｌｙｃｉｎａｅ

Ｐｈｅｎａｃｏｃｃｕｓ　ｇｒｅｇｏｓｕｓ

Ｐｈｅｎａｃｏｃｃｕｓ　ｈａｋｅａｅ

Ｐｈｅｎａｃｏｃｃｕｓ　ｍａｎｉｈｏｔｉ

Ｐｈｅｎａｃｏｃｃｕｓ　ｓｔｅｌｌｉ

Ｐｈｌｏｅｏｓｉｎｕｓ　ｃｕｐｒｅｓｓｉ

Ｐｈｌｏｅｏｓｉｎｕｓ　ｐｕｎｃｔａｔｕｓ

Ｐｈｌｏｅｏｓｉｎｕｓ　ｓｅｑｕｏｉａｅ

Ｐｈｌｏｅｏｔｒｉｂｕｓ　ｌｉｍｉｎａｒｉｓ

Ｐｈｌｏｅｏｔｒｉｂｕｓ　ｓｃａｒａｂａｅｏｉｄｅｓ

Ｐｈｌｏｇｏｐｈｏｒａ　ｍｅｔｉｃｕｌｏｓａ

Ｐｈｌｙｃｔｉｎｕｓ　ｃａｌｌｏｓｕｓ

Ｐｈｒｉｓｓｏｇｏｎｕｓ　ｌａｔｉｃｏｓｔａｔａ

Ｐｈｙｌｌｏｐｈａｇａ　ｓｍｉｔｈｉ

Ｐｈｙｌｌｏｔｒｅｔａ　ｃｈｏｔａｎｉｃａ

Ｐｉｅｚｏｄｏｒｕｓ　ｇｕｉｌｄｉｎｉｉ

Ｐｉｅｚｏｄｏｒｕｓ　ｌｉｔｕｒａｔｕｓ

Ｐｉｎｎａｓｐｉｓ　ｍｕｓａｅ

Ｐｌａｃｏｓｔｅｒｎｕｓ　ｄｉｆｆｉｃｉｌｉｓ

Ｐｌａｎｏｃｏｃｃｕｓ　ｆｉｃｕｓ

Ｐｌａｎｏｃｏｃｃｕｓ　ｋｅｎｙａｅ

Ｐｌａｎｏｃｏｃｃｕｓ　ｍａｌｉ

Ｐｌａｎｏｃｏｃｃｕｓ　ｍｉｎｏｒ

Ｐｌａｔｙｎｏｔａ　ｓｔｕｌｔａｎａ

Ｐｌａｔｙｐｔｉｌｉａ　ｃａｒｄｕｉｄａｃｔｙｌａ

Ｐｌａｔｙｐｕｓ　ａｐｉｃａｌｉｓ

Ｐｌａｔｙｐｕｓ　ｃｕｒｔｕｓ

Ｐｌａｔｙｐｕｓ　ｃｙｌｉｎｄｒｕｓ

Ｐｌａｔｙｐｕｓ　ｅｘｃｅｄｅｎｓ

Ｐｌａｔｙｐｕｓ　ｇｅｍｉｎａｔｕｓ

Ｐｌａｔｙｐｕｓ　ｊａｎｓｏｎｉ

Ｐｌａｔｙｐｕｓ　ｋｏｒｙｏｅｎｓｉｓ

Ｐｌａｔｙｐｕｓ　ｐｏｒｃｅｌｌｕｓ

Ｐｌａｔｙｐｕｓ　ｐｓｅｕｄｏｃｕｒｔｕｓ

Ｐｌａｔｙｐｕｓ　ｓｈｏｒｅａｎｕｓ

Ｐｌａｔｙｐｕｓ　ｓｕｂｄｅｐｒｅｓｓｕｓ

Ｐｌａｔｙｐｕｓ　ｗｅｓｔｗｏｏｄｉ

Ｐｌｉｃｏｔｈｒｉｐｓ　ａｐｉｃａｌｉｓ

Ｐｏｄｉｓｃｈｎｕｓ　ａｇｅｎｏｒ

Ｐｏｅｃｉｌｏｃｏｒｉｓ　ｌａｔｕｓ

Ｐｏｌｙｃｈｒｏｓｉｓ　ｖｉｔｅａｎａ（ブドウヒメハマキ）

Ｐｏｌｙｇｒａｐｈｕｓ　ｏｃｃｉｄｅｎｔａｌｉｓ

Ｐｏｌｙｇｒａｐｈｕｓ　ｒｕｆｉｐｅｎｎｉｓ

Ｐｒｉｏｎｕｓ　ｃａｌｉｆｏｒｎｉｃｕｓ（カリフォルニアノコギリカミキリ）

Ｐｒｏｅｕｌｉａ　ａｕｒａｒｉａ

Ｐｒｏｅｕｌｉａ　ｃｈｒｙｓｏｐｔｅｒｉｓ

Ｐｒｏｓｔｅｐｈａｎｕｓ　ｔｒｕｎｃａｔｕｓ

Ｐｒｏｔａｅｔｉａ　ａｅｒｕｇｉｎｏｓａ（オウシュウツヤハナムグリ）

Ｐｒｏｔａｅｔｉａ　ａｕｒｉｃｈａｌｃｅａ（シロモンツヤハナムグリ）
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Ｐｒｏｔａｅｔｉａ　ａｕｒｉｐｅｓ（キンイロツヤハナムグリ）

Ｐｒｏｔａｅｔｉａ　ｂｉｐｕｎｃｔａｔａ（ビプンクタータシロテンハナムグリ）

Ｐｒｏｔａｅｔｉａ　ｃｅｌｅｂｉｃａ（セレベスツヤハナムグリ）

Ｐｒｏｔａｅｔｉａ　ｃｒｅｔｉｃａ（クレタツヤケシハナムグリ）

Ｐｒｏｔａｅｔｉａ　ｃｕｐｒｅａ（クプレアツヤハナムグリ）

Ｐｒｏｔａｅｔｉａ　ｈｉｍａｌａｙａｎａ（ヒマラヤツヤハナムグリ）

Ｐｒｏｔａｅｔｉａ　ｍｉｌａｎｉ（マレーオオハナムグリ）

Ｐｒｏｔａｅｔｉａ　ｎｏｘ（ノックスキモンハナムグリ）

Ｐｒｏｔａｅｔｉａ　ｓｐｅｃｉｏｓａ（スペキオーサツヤハナムグリ）

Ｐｓｅｕｄａｎａｐｈｏｔｈｒｉｐｓ　ａｃｈａｅｔｕｓ

Ｐｓｅｕｄａｕｌａｃａｓｐｉｓ　ｂｒｉｍｂｌｅｃｏｍｂｅｉ

Ｐｓｅｕｄａｕｌａｃａｓｐｉｓ　ｅｕｇｅｎｉａｅ

Ｐｓｅｕｄａｕｌａｃａｓｐｉｓ　ｐａｐａｙａｅ

Ｐｓｅｕｄｏｃｏｃｃｕｓ　ａｕｒａｎｔｉａｃｕｓ

Ｐｓｅｕｄｏｃｏｃｃｕｓ　ｂａｌｉｔｅｕｓ

Ｐｓｅｕｄｏｃｏｃｃｕｓ　ｃａｌｃｅｏｌａｒｉａｅ（ガハニコナカイガラムシ）

Ｐｓｅｕｄｏｃｏｃｃｕｓ　ｅｌｉｓａｅ

Ｐｓｅｕｄｏｃｏｃｃｕｓ　ｅｐｉｄｅｎｄｒｕｓ

Ｐｓｅｕｄｏｃｏｃｃｕｓ　ｊａｃｋｂｅａｒｄｓｌｅｙｉ

Ｐｓｅｕｄｏｃｏｃｃｕｓ　ｍａｒｉｔｉｍｕｓ

Ｐｓｅｕｄｏｃｏｃｃｕｓ　ｓａｃｃｈａｒｉｃｏｌａ

Ｐｓｅｕｄｏｃｏｃｃｕｓ　ｓｏｌｅｎｅｄｙｏｓ

Ｐｓｅｕｄｏｃｏｃｃｕｓ　ｖｉｂｕｒｎｉ

Ｐｓｅｕｄｏｈｙｌｅｓｉｎｕｓ　ｇｒａｎｕｌａｔｕｓ

Ｐｓｅｕｄｏｈｙｌｅｓｉｎｕｓ　ｎｅｂｕｌｏｓｕｓ

Ｐｓｅｕｄｏｔｈｅｒａｐｔｕｓ　ｗａｙｉ

Ｐｓｉｌａ　ｒｏｓａｅ（ニンジンサビバエ）

Ｐｔｅｒｏｃｈｌｏｒｏｉｄｅｓ　ｐｅｒｓｉｃａｅ

Ｐｔｉｎｕｓ　ｔｅｃｔｕｓ

Ｐｙｒｒｈａｒｃｔｉａ　ｉｓａｂｅｌｌａ

Ｒａｓｔｒｏｃｏｃｃｕｓ　ｉｃｅｒｙｏｉｄｅｓ

Ｒａｓｔｒｏｃｏｃｃｕｓ　ｉｎｖａｄｅｎｓ

Ｒｅｔｉｔｈｒｉｐｓ　ｓｙｒｉａｃｕｓ

Ｒｈａｃｈｉｓｐｈｏｒａ　ａｌｉｓｈａｎｅｎｓｉｓ

Ｒｈａｇｏｌｅｔｉｓ　ｃｅｒａｓｉ（ヨーロッパオウトウミバエ）

Ｒｈａｇｏｌｅｔｉｓ　ｃｉｎｇｕｌａｔａ（シロオビオウトウミバエ）

Ｒｈａｇｏｌｅｔｉｓ　ｃｏｍｐｌｅｔａ（クルミミバエ）

Ｒｈａｇｏｌｅｔｉｓ　ｆａｕｓｔａ（クロオウトウミバエ）

Ｒｈａｇｏｌｅｔｉｓ　ｉｎｄｉｆｆｅｒｅｎｓ（セイブオウトウミバエ）

Ｒｈａｇｏｌｅｔｉｓ　ｐｏｍｏｎｅｌｌａ（リンゴミバエ）

Ｒｈｉｐｉｐｈｏｒｏｔｈｒｉｐｓ　ｃｒｕｅｎｔａｔｕｓ

Ｒｈｏｐａｌｏｓｉｐｈｏｎｉｎｕｓ　ｓｔａｐｈｙｌｅａｅ

Ｒｈｏｐａｌｕｓ　ｔｉｇｒｉｎｕｓ

Ｒｉｐｔｏｒｔｕｓ　ｄｅｎｔｉｐｅｓ

Ｒｉｖｕｌａ　ａｔｉｍｅｔａ

Ｓａｉｓｓｅｔｉａ　ｖｉｖｉｐａｒａ

Ｓａｐｅｒｄａ　ｃａｎｄｉｄａ（リンゴシロスジカミキリ）

Ｓａｔｕｒｎｉａ　ｐａｖｏｎｉａ

Ｓａｔｕｒｎｉａ　ｐｙｒｉ

Ｓｃａｐａｎｅｓ　ａｕｓｔｒａｌｉｓ［ＳＹＮ：Ｏｒｙｃｔｅｓ　ａｕｓｔｒａｌｉｓ］（パプアミツノ

カブト）

Ｓｃｈｉｓｔｏｃｅｒｃａ　ｇｒｅｇａｒｉａ

Ｓｃｈｉｚｏｔｅｔｒａｎｙｃｈｕｓ　ｍａｌａｙａｎｕｓ

Ｓｃｉｏｐｉｔｈｅｓ　ｏｂｓｃｕｒｕｓ

Ｓｃｉｒｔｏｔｈｒｉｐｓ　ａｕｒａｎｔｉｉ

Ｓｃｉｒｔｏｔｈｒｉｐｓ　ｃｉｔｒｉ

Ｓｃｉｒｔｏｔｈｒｉｐｓ　ｉｎｅｒｍｉｓ

Ｓｃｏｌｙｐｏｐａ　ａｕｓｔｒａｌｉｓ

Ｓｃｏｌｙｔｕｓ　ｍｕｌｔｉｓｔｒｉａｔｕｓ（セスジキクイムシ）

Ｓｃｏｌｙｔｕｓ　ｒｕｇｕｌｏｓｕｓ（リンゴカワノキクイムシ）

Ｓｃｏｌｙｔｕｓ　ｓｃｏｌｙｔｕｓ（ヨーロッパニレノキクイムシ）

Ｓｃｏｌｙｔｕｓ　ｖｅｎｔｒａｌｉｓ

Ｓｃｏｔｉｎｏｐｈａｒａ　ｃｏａｒｃｔａｔａ

Ｓｃｙｐｈｏｐｈｏｒｕｓ　ａｃｕｐｕｎｃｔａｔｕｓ

Ｓｅｌｅｎａｓｐｉｄｕｓ　ａｒｔｉｃｕｌａｔｕｓ

Ｓｅｌｅｎｏｍｐｈａｌｕｓ　ｅｕｒｙａｅ
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Ｓｅｍａｎｏｔｕｓ　ｌｉｇｎｅｕｓ

Ｓｅｍａｎｏｔｕｓ　ｌｉｔｉｇｉｏｓｕｓ

Ｓｉｎｉｃａｅｐｅｒｍｅｎｉａ　ｓａｕｒｏｐｏｐｈａｇａ

Ｓｉｎｏｘｙｌｏｎ　ａｎａｌｅ

Ｓｉｎｏｘｙｌｏｎ　ｃｏｎｉｇｅｒｕｍ

Ｓｉｐｈａ　ｆｌａｖａ

Ｓｉｐｈａ　ｍａｙｄｉｓ

Ｓｉｐｈａｎｔａ　ａｃｕｔａ

Ｓｉｔｏｂｉｏｎ　ｆｒａｇａｒｉａｅ

Ｓｉｔｏｂｉｏｎ　ｌｕｔｅｕｍ

Ｓｉｔｏｎａ　ｄｉｓｃｏｉｄｅｕｓ

Ｓｉｔｏｎａ　ｈｕｍｅｒａｌｉｓ

Ｓｉｔｏｐｈｉｌｕｓ　ｇｒａｎａｒｉｕｓ

Ｓｉｔｏｐｈｉｌｕｓ　ｌｉｎｅａｒｉｓ

Ｓｐｉｌｏｃｏｃｃｕｓ　ｍａｍｉｌｌａｒｉａｅ

Ｓｐｉｓｓｉｓｔｉｌｕｓ　ｆｅｓｔｉｎｕｓ

Ｓｐｏｄｏｐｔｅｒａ　ａｌｂｕｌａ

Ｓｐｏｄｏｐｔｅｒａ　ｅｒｉｄａｎｉａ

Ｓｐｏｄｏｐｔｅｒａ　ｆｒｕｇｉｐｅｒｄａ（ツマジロクサヨトウ）

Ｓｐｏｄｏｐｔｅｒａ　ｌａｔｉｆａｓｃｉａ

Ｓｐｏｄｏｐｔｅｒａ　ｌｉｔｔｏｒａｌｉｓ

Ｓｐｏｄｏｐｔｅｒａ　ｏｃｈｒｅａ

Ｓｐｏｄｏｐｔｅｒａ　ｏｒｎｉｔｈｏｇａｌｌｉ

Ｓｐｏｄｏｐｔｅｒａ　ｐｒａｅｆｉｃａ

Ｓｔｅｎｏｍａ　ｃａｔｅｎｉｆｅｒ

Ｓｔｅｎｏｚｙｇｕｍ　ｃｏｌｏｒａｔｕｍ

Ｓｔｒａｔｅｇｕｓ　ａｌｏｅｕｓ（アロエウスミツノカブトムシ）

Ｓｔｒａｔｅｇｕｓ　ａｎａｃｈｏｒｅｔａ

Ｓｔｒａｔｅｇｕｓ　ｂａｒｂｉｇｅｒｕｓ

Ｓｔｒａｔｅｇｕｓ　ｊｕｇｕｒｔｈａ

Ｓｔｒａｔｅｇｕｓ　ｓｉｍｓｏｎ

Ｓｔｒａｔｅｇｕｓ　ｖａｌｉｄｕｓ

Ｓｔｒｉｇｌｉｎａ　ｓｃｉｔａｒｉａ

Ｓｔｒｙｍｏｎ　ｍｅｌｉｎｕｓ

Ｓｙｓｔｏｌｅ　ｃｏｒｉａｎｄｒｉ

Ｔａｇｏｓｏｄｅｓ　ｏｒｉｚｉｃｏｌｕｓ

Ｔａｐｈｒｏｒｙｃｈｕｓ　ｂｉｃｏｌｏｒ

Ｔｅｎｏｔｈｒｉｐｓ　ｄｉｓｃｏｌｏｒ

Ｔｅｎｕｉｐａｌｐｕｓ　ｃａｕｄａｔｕｓ

Ｔｅｎｕｉｐａｌｐｕｓ　ｒｈａｇｉｃｕｓ

Ｔｅｔｒａｎｙｃｈｕｓ　ｄｅｓｅｒｔｏｒｕｍ

Ｔｅｔｒａｎｙｃｈｕｓ　ｌａｍｂｉ

Ｔｅｔｒａｎｙｃｈｕｓ　ｍａｌａｙｓｉｅｎｓｉｓ

Ｔｅｔｒａｎｙｃｈｕｓ　ｍａｒｉａｎａｅ

Ｔｅｔｒａｎｙｃｈｕｓ　ｍｅｘｉｃａｎｕｓ

Ｔｅｔｒａｎｙｃｈｕｓ　ｐａｃｉｆｉｃｕｓ

Ｔｅｔｒａｎｙｃｈｕｓ　ｔｕｒｋｅｓｔａｎｉ

Ｔｅｔｒａｐｒｉｏｃｅｒａ　ｌｏｎｇｉｃｏｒｎｉｓ

Ｔｈａｕｍｅｔｏｐｏｅａ　ｐｉｔｙｏｃａｍｐａ

Ｔｈｒｉｐｓ　ａｎｇｕｓｔｉｃｅｐｓ

Ｔｈｒｉｐｓ　ａｔｒａｔｕｓ

Ｔｈｒｉｐｓ　ａｕｓｔｒａｌｉｓ

Ｔｈｒｉｐｓ　ｆｌｏｒｕｍ

Ｔｈｒｉｐｓ　ｆｕｓｃｉｐｅｎｎｉｓ

Ｔｈｒｉｐｓ　ｉｍａｇｉｎｉｓ

Ｔｈｒｉｐｓ　ｍａｄｒｏｎｉｉ

Ｔｈｒｉｐｓ　ｍａｊｏｒ

Ｔｈｒｉｐｓ　ｍｅｒｉｄｉｏｎａｌｉｓ

Ｔｈｒｉｐｓ　ｎｅｌｓｏｎｉ

Ｔｈｒｉｐｓ　ｏｂｓｃｕｒａｔｕｓ

Ｔｈｒｉｐｓ　ｐａｒｖｉｓｐｉｎｕｓ

Ｔｈｒｉｐｓ　ｓａｆｒｕｓ

Ｔｈｒｉｐｓ　ｓｕｍａｔｒｅｎｓｉｓ

Ｔｈｒｉｐｓ　ｖｕｌｇａｔｉｓｓｉｍｕｓ

Ｔｈｙｒｉｄｏｐｔｅｒｙｘ　ｅｐｈｅｍｅｒａｅｆｏｒｍｉｓ

Ｔｉｒａｔｈａｂａ　ｒｕｆｉｖｅｎａ
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Ｔｏｒｔｒｉｘ　ｖｉｒｉｄａｎａ

Ｔｒｉａｌｅｕｒｏｄｅｓ　ｒｉｃｉｎｉ

Ｔｒｉｏｚａ　ａｐｉｃａｌｉｓ

Ｔｒｉｏｚａ　ｅｒｙｔｒｅａｅ

Ｔｒｉｏｚａ　ｖｉｔｒｅｏｒａｄｉａｔａ

Ｔｒｏｇｏｄｅｒｍａ　ｇｒａｎａｒｉｕｍ（ヒメアカカツオブシムシ）

Ｔｒｏｇｏｘｙｌｏｎ　ｓｐｉｎｉｆｒｏｎｓ

Ｔｒｙｐｈｅｔｕｓ　ｉｎｃａｒｎａｔｕｓ

Ｔｒｙｐｏｄｅｎｄｒｏｎ　ｒｕｆｉｔａｒｓｉｓ

Ｔｕｔａ　ａｂｓｏｌｕｔａ

Ｕｎａｓｐｉｓ　ｃｉｔｒｉ（ニセヤノネカイガラムシ）

Ｕｒｅｎｔｉｕｓ　ｈｙｓｔｒｉｃｅｌｌｕｓ

Ｕｒｏｌｅｕｃｏｎ　ｃｉｃｈｏｒｉｉ

Ｖｉｎｓｏｎｉａ　ｓｔｅｌｌｉｆｅｒａ

Ｖｒｙｂｕｒｇｉａ　ａｍａｒｙｌｌｉｄｉｓ

Ｗｅｂｂｉａ　ｐａｂｏ

Ｘｙｌｅｂｏｒｉｎｕｓ　ｅｘｉｇｕｕｓ

Ｘｙｌｅｂｏｒｉｎｕｓ　ｇｒａｃｉｌｉｓ

Ｘｙｌｅｂｏｒｕｓ　ａｂｓｃｉｓｓｕｓ

Ｘｙｌｅｂｏｒｕｓ　ａｍｐｌｅｘｉｃａｕｄａ

Ｘｙｌｅｂｏｒｕｓ　ｂｉｄｅｎｔａｔｕｓ

Ｘｙｌｅｂｏｒｕｓ　ｃｏｇｎａｔｕｓ

Ｘｙｌｅｂｏｒｕｓ　ｃｏｓｔａｔｏｍｏｒｐｈｕｓ

Ｘｙｌｅｂｏｒｕｓ　ｄｉｓｐａｒ

Ｘｙｌｅｂｏｒｕｓ　ｅｍａｒｇｉｎａｔｕｓ

Ｘｙｌｅｂｏｒｕｓ　ｆａｌｌａｘ

Ｘｙｌｅｂｏｒｕｓ　ｆａｓｔｉｇａｔｕｓ

Ｘｙｌｅｂｏｒｕｓ　ｆｅｒｒｕｇｉｎｅｕｓ

Ｘｙｌｅｂｏｒｕｓ　ｌａｔｅｃｏｒｎｉｓ

Ｘｙｌｅｂｏｒｕｓ　ｍａｃｒｏｐｔｅｒｕｓ

Ｘｙｌｅｂｏｒｕｓ　ｍｏｎｏｇｒａｐｈｕｓ

Ｘｙｌｅｂｏｒｕｓ　ｐｓｅｕｄｏｐｉｌｉｆｅｒ

Ｘｙｌｅｂｏｒｕｓ　ｐｕｍｉｌｕｓ

Ｘｙｌｅｃｈｉｎｕｓ　ｍｏｎｔａｎｕｓ

Ｘｙｌｏｃｉｓ　ｔｏｒｔｉｌｉｃｏｒｎｉｓ

Ｘｙｌｏｐｅｒｔｈｅｌｌａ　ｃｒｉｎｉｔａｒｓｉｓ

Ｘｙｌｏｐｅｒｔｈｅｌｌａ　ｐｉｃｅａ

Ｘｙｌｏｓａｎｄｒｕｓ　ｍｏｒｉｇｅｒｕｓ

Ｘｙｌｏｔｅｒｉｎｕｓ　ｐｏｌｉｔｕｓ

Ｘｙｌｏｔｈｒｉｐｓ　ｒｅｌｉｇｉｏｓｕｓ

Ｘｙｌｏｔｒｕｐｅｓ　ｇｉｄｅｏｎ（ヒメカブト）

Ｘｙｌｏｔｒｕｐｅｓ　ｐｕｂｅｓｃｅｎｓ（ケブカヒメカブト）

Ｚａｂｒｏｔｅｓ　ｓｕｂｆａｓｃｉａｔｕｓ（ブラジルマメゾウムシ）

Ｚａｂｒｕｓ　ｔｅｎｅｂｒｉｏｉｄｅｓ

Ｚｏｎｏｃｅｒｕｓ　ｅｌｅｇａｎｓ

Ｚｏｎｏｃｅｒｕｓ　ｖａｒｉｅｇａｔｕｓ

Ｚｏｎｏｓｅｍａｔａ　ｅｌｅｃｔａ（トウガラシミバエ）

（二）　線虫 Ａｎｇｕｉｎａ　ｆｕｎｅｓｔａ

Ａｐｈｅｌｅｎｃｈｏｉｄｅｓ　ａｒａｃｈｉｄｉｓ

Ｄｉｔｙｌｅｎｃｈｕｓ　ａｆｒｉｃａｎｕｓ

Ｄｉｔｙｌｅｎｃｈｕｓ　ａｎｇｕｓｔｕｓ（イネクキセンチュウ）

Ｇｌｏｂｏｄｅｒａ　ｐａｌｌｉｄａ（ジャガイモシロシストセンチュウ）

Ｇｌｏｂｏｄｅｒａ　ｒｏｓｔｏｃｈｉｅｎｓｉｓ（ジャガイモシストセンチュウ）

Ｈｅｔｅｒｏｄｅｒａ　ｃａｒｏｔａｅ

Ｈｅｔｅｒｏｄｅｒａ　ｇｏｅｔｔｉｎｇｉａｎａ（エンドウシストセンチュウ）

Ｈｅｔｅｒｏｄｅｒａ　ｓｃｈａｃｈｔｉｉ（テンサイシストセンチュウ）

Ｈｅｔｅｒｏｄｅｒａ　ｚｅａｅ（トウモロコシシストセンチュウ）

Ｍｅｌｏｉｄｏｇｙｎｅ　ｃｈｉｔｗｏｏｄｉ（コロンビアネコブセンチュウ）

Ｍｅｌｏｉｄｏｇｙｎｅ　ｅｎｔｅｒｏｌｏｂｉｉ

Ｍｅｌｏｉｄｏｇｙｎｅ　ｆａｌｌａｘ（ニセコロンビアネコブセンチュウ）

Ｎａｃｏｂｂｕｓ　ａｂｅｒｒａｎｓ（ニセネコブセンチュウ）

Ｒａｄｏｐｈｏｌｕｓ　ｃｉｔｒｏｐｈｉｌｕｓ（カンキツネモグリセンチュウ）

Ｒａｄｏｐｈｏｌｕｓ　ｓｉｍｉｌｉｓ（バナナネモグリセンチュウ）

Ｘｉｐｈｉｎｅｍａ　ｉｎｄｅｘ（ブドウオオハリセンチュウ）

（三）　その他無脊椎動物 Ａｃｈａｔｉｎａ　ｆｕｌｉｃａ（アフリカマイマイ）

Ａｃｕｓｔａ　ｒａｖｉｄａ
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Ａｒｉｏｎ　ａｔｅｒ

Ａｒｉｏｎ　ｈｏｒｔｅｎｓｉｓ

Ｃａｎｄｉｄｕｌａ　ｉｎｔｅｒｓｅｃｔａ

Ｃｅｐａｅａ　ｎｅｍｏｒａｌｉｓ

Ｃｅｒｎｕｅｌｌａ　ｖｉｒｇａｔａ

Ｃｏｃｈｌｉｃｅｌｌａ　ａｃｕｔａ

Ｃｏｃｈｌｉｃｅｌｌａ　ｂａｒｂａｒａ

Ｄｅｒｏｃｅｒａｓ　ｒｅｔｉｃｕｌａｔｕｍ

Ｈｅｌｉｘ　ａｐｅｒｔａ

Ｍａｒｉａｅｌｌａ　ｄｕｓｓｕｍｉｅｒｉ

Ｓｕｃｃｉｎｅａ　ｅｒｙｔｈｒｏｐｈａｎａ

Ｓｕｃｃｉｎｅａ　ｐｕｔｒｉｓ

Ｔｈｅｂａ　ｐｉｓａｎａ

二　まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていないものとして農林水産大臣が指定する有害動物

第二　有害植物

一　まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがあることが明らかである有害植物

（一）　真菌及び粘菌 Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ　ｄｉａｎｔｈｉｃｏｌａ

Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ　ｔｒｉｔｉｃｉｎａ

Ａｐｉｏｓｐｏｒｉｎａ　ｍｏｒｂｏｓａ

Ｂａｌａｎｓｉａ　ｏｒｙｚａｅ－ｓａｔｉｖａｅ（イネミイラ穂病菌）

Ｂｏｔｒｙｏｓｐｈａｅｒｉａ　ｆｅｓｔｕｃａｅ

Ｂｒｅｔｚｉｅｌｌａ　ｆａｇａｃｅａｒｕｍ（ナラ類しおれ病菌）

Ｃｅｒｃｏｓｐｏｒａ　ｄｅｍｅｔｒｉｏｎｉａｎａ

Ｃｅｒｃｏｓｐｏｒａ　ｓｍｉｌａｃｉｓ

Ｃｌａｖｉｃｅｐｓ　ｇｉｇａｎｔｅａ

Ｃｏｃｈｌｉｏｂｏｌｕｓ　ｖｉｃｔｏｒｉａｅ

Ｃｏｌｅｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｉｐｏｍｏｅａｅ

Ｄｅｕｔｅｒｏｐｈｏｍａ　ｔｒａｃｈｅｉｐｈｉｌａ

Ｄｉａｐｏｒｔｈｅ　ｖａｃｃｉｎｉｉ

Ｄｉｄｙｍｅｌｌａ　ｒａｂｉｅｉ

Ｄｒｅｃｈｓｌｅｒａ　ｉｒｉｄｉｓ

Ｅｌｓｉｎｏｅ　ａｕｓｔｒａｌｉｓ

Ｅｌｓｉｎｏｅ　ｐｈａｓｅｏｌｉ

Ｅｕｔｙｐａ　ｌａｔａ

Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｏｘｙｓｐｏｒｕｍ　ｆ．　ｓｐ．　ｂｅｔａｅ

Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｏｘｙｓｐｏｒｕｍ　ｆ．　ｓｐ．　ｐｉｓｉ（エンドウ萎ちよう病菌）

Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｏｘｙｓｐｏｒｕｍ　ｆ．　ｓｐ．　ｔｕｂｅｒｏｓｉ

Ｇｌｏｅｏｔｉｎｉａ　ｔｅｍｕｌｅｎｔａ

Ｇｙｍｎｏｓｐｏｒａｎｇｉｕｍ　ｃｌａｖｉｐｅｓ

Ｇｙｍｎｏｓｐｏｒａｎｇｉｕｍ　ｊｕｎｉｐｅｒｉ－ｖｉｒｇｉｎｉａｎａｅ

Ｈｙｐｏｘｙｌｏｎ　ｍａｍｍａｔｕｍ（ポプラ類ヒポキシロン胴枯病菌）

Ｈｙｐｏｘｙｌｏｎ　ｍｅｄｉｔｅｒｒａｎｅｕｍ

Ｍｏｎｉｌｉｎｉａ　ｖａｃｃｉｎｉｉ－ｃｏｒｙｍｂｏｓｉ

Ｎｅｏｎｅｃｔｒｉａ　ｎｅｏｍａｃｒｏｓｐｏｒａ

Ｏｐｈｉｏｓｔｏｍａ　ｎｏｖｏ－ｕｌｍｉ（ニレ類立枯病菌）

Ｏｐｈｉｏｓｔｏｍａ　ｕｌｍｉ（ニレ類立枯病菌）

Ｐｅｎｉｏｐｈｏｒａ　ｓａｃｒａｔａ

Ｐｅｒｏｎｏｓｃｌｅｒｏｓｐｏｒａ　ｍａｙｄｉｓ（トウモロコシべと病菌）

Ｐｅｒｏｎｏｓｃｌｅｒｏｓｐｏｒａ　ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅｎｓｉｓ

Ｐｅｒｏｎｏｓｃｌｅｒｏｓｐｏｒａ　ｓａｃｃｈａｒｉ（サトウキビべと病菌）

Ｐｅｒｏｎｏｓｃｌｅｒｏｓｐｏｒａ　ｓｏｒｇｈｉ（モロコシしらが病菌）

Ｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ　ｃｈｌｏｒａｅ（トルコギキョウべと病菌）

Ｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ　ｔａｂａｃｉｎａ（タバコべと病菌）

Ｐｈｙｌｌｏｓｔｉｃｔａ　ｃｉｔｒｉｃａｒｐａ

Ｐｈｙｍａｔｏｔｒｉｃｈｏｐｓｉｓ　ｏｍｎｉｖｏｒａ

Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ　ｋｅｒｎｏｖｉａｅ

Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ　ｐｈａｓｅｏｌｉ

Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ　ｒａｍｏｒｕｍ

Ｐｕｃｃｉｎｉａ　ａｒｉｓｔｉｄａｅ（ホウレンソウさび病菌）

Ｐｕｃｃｉｎｉａ　ｐｉｔｔｉｅｒｉａｎａ

Ｐｕｃｃｉｎｉａｓｔｒｕｍ　ａｍｅｒｉｃａｎｕｍ（キイチゴ類さび病菌）

Ｒａｍｕｌａｒｉａ　ｃｏｌｌｏ－ｃｙｇｎｉ

Ｒｏｓｅｌｌｉｎｉａ　ｂｕｎｏｄｅｓ（コーヒーノキ紋羽病菌）

Ｒｏｓｅｌｌｉｎｉａ　ｐｅｐｏ

Ｓｅｉｒｉｄｉｕｍ　ｃａｒｄｉｎａｌｅ

Ｓｅｐｔｏｒｉａ　ｃｉｔｒｉ
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Ｓｉｒｏｃｏｃｃｕｓ　ｃｏｎｉｇｅｎｕｓ

Ｓｉｒｏｃｏｃｃｕｓ　ｔｓｕｇａｅ

Ｓｐｈａｅｒｏｐｓｉｓ　ｔｕｍｅｆａｃｉｅｎｓ（カンキツ類てんぐ巣病菌）

Ｓｔｅｎｏｃａｒｐｅｌｌａ　ｍａｃｒｏｓｐｏｒａ

Ｓｔｅｎｏｃａｒｐｅｌｌａ　ｍａｙｄｉｓ

Ｓｙｎｃｈｙｔｒｉｕｍ　ｅｎｄｏｂｉｏｔｉｃｕｍ（ジャガイモがんしゆ病菌）

Ｓｙｎｃｈｙｔｒｉｕｍ　ｐｓｏｐｈｏｃａｒｐｉ（シカクマメ赤渋病菌）

Ｔｈｅｃａｐｈｏｒａ　ｆｒｅｚｉｉ

Ｔｈｅｃａｐｈｏｒａ　ｓｏｌａｎｉ［ＳＹＮ：Ａｎｇｉｏｓｏｒｕｓ　ｓｏｌａｎｉ］

Ｔｉｌｌｅｔｉａ　ｉｎｄｉｃａ

Ｕｒｏｍｙｃｅｓ　ｂｅｔａｅ（テンサイさび病菌）

（二）　細菌 Ａｃｉｄｏｖｏｒａｘ　ａｖｅｎａｅ　ｓｕｂｓｐ．　ｃｉｔｒｕｌｌｉ（スイカ果実汚斑細菌病菌）

Ａｐｐｌｅ　ｒｕｂｂｅｒｙ　ｗｏｏｄ　ｐｈｙｔｏｐｌａｓｍａ

Ａｓｔｅｒ　ｙｅｌｌｏｗｓ　ｐｈｙｔｏｐｌａｓｍａ　ｇｒｏｕｐ

Ｃａｎｄｉｄａｔｕｓ　Ｌｉｂｅｒｉｂａｃｔｅｒ　ａｆｒｉｃａｎｕｓ（カンキツグリーニング病菌ア

フリカ型）

Ｃａｎｄｉｄａｔｕｓ　Ｌｉｂｅｒｉｂａｃｔｅｒ　ａｍｅｒｉｃａｎｕｓ（カンキツグリーニング病菌

アメリカ型）

Ｃａｎｄｉｄａｔｕｓ　Ｌｉｂｅｒｉｂａｃｔｅｒ　ａｓｉａｔｉｃｕｓ（カンキツグリーニング病菌ア

ジア型）

Ｃａｎｄｉｄａｔｕｓ　Ｌｉｂｅｒｉｂａｃｔｅｒ　ｓｏｌａｎａｃｅａｒｕｍ

Ｃａｎｄｉｄａｔｕｓ　Ｐｈｙｔｏｐｌａｓｍａ　ａｕｒａｎｔｉｆｏｌｉａ（Ｌｉｍｅ　ｗｉｔｃｈｅ

ｓ'－ｂｒｏｏｍ　ｐｈｙｔｏｐｌａｓｍａ）

Ｃａｎｄｉｄａｔｕｓ　Ｐｈｙｔｏｐｌａｓｍａ　ａｕｓｔｒａｌｉｅｎｓｅ

Ｃａｎｄｉｄａｔｕｓ　Ｐｈｙｔｏｐｌａｓｍａ　ｍａｌｉ

Ｃａｎｄｉｄａｔｕｓ　Ｐｈｙｔｏｐｌａｓｍａ　ｐｒｕｎｏｒｕｍ（Ａｐｒｉｃｏｔ　ｃｈｌｏｒｏｔ

ｉｃ　ｌｅａｆｒｏｌｌ）

Ｃａｎｄｉｄａｔｕｓ　Ｐｈｙｔｏｐｌａｓｍａ　ｐｙｒｉ

Ｃｌａｖｉｂａｃｔｅｒ　ｍｉｃｈｉｇａｎｅｎｓｉｓ　ｓｕｂｓｐ．　ｎｅｂｒａｓｋｅｎｓｉｓ（トウ

モロコシ葉枯細菌病菌）

Ｃｒａｎｂｅｒｒｙ　ｆａｌｓｅ　ｂｌｏｓｓｏｍ　ｐｈｙｔｏｐｌａｓｍａ

Ｃｕｒｔｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｆｌａｃｃｕｍｆａｃｉｅｎｓ　ｐｖ．　ｂｅｔａｅ

Ｃｕｒｔｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｆｌａｃｃｕｍｆａｃｉｅｎｓ　ｐｖ．　ｆｌａｃｃｕｍｆａｃｉｅｎｓ

（インゲンマメ萎ちよう細菌病菌）

Ｅｒｗｉｎｉａ　ａｍｙｌｏｖｏｒａ（火傷病菌）

Ｅｒｗｉｎｉａ　ｔｒａｃｈｅｉｐｈｉｌａ（ウリ類青枯病菌）

Ｇｒａｐｅｖｉｎｅ　ｆｌａｖｅｓｃｅｎｃｅ　ｄｏｒｅｅ　ｐｈｙｔｏｐｌａｓｍａ

Ｇｒａｐｅｖｉｎｅ　ｙｅｌｌｏｗｓ　ｐｈｙｔｏｐｌａｓｍａ

Ｐａｎｔｏｅａ　ｓｔｅｗａｒｔｉｉ　ｓｕｂｓｐ．　ｓｔｅｗａｒｔｉｉ（トウモロコシ萎ちよう細菌病

菌）

Ｐｅａｃｈ　ｒｏｓｅｔｔｅ　ｐｈｙｔｏｐｌａｓｍａ

Ｐｅａｃｈ　Ｘ－ｄｉｓｅａｓｅ　ｐｈｙｔｏｐｌａｓｍａ

Ｐｅａｃｈ　ｙｅｌｌｏｗｓ　ｐｈｙｔｏｐｌａｓｍａ

Ｐｏｔａｔｏ　ｐｕｒｐｌｅ　ｔｏｐ　ｗｉｌｔ　ｐｈｙｔｏｐｌａｓｍａ

Ｐｏｔａｔｏ　ｓｔｏｌｂｕｒ　ｐｈｙｔｏｐｌａｓｍａ

Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｓｙｒｉｎｇａｅ　ｐｖ．　ａｃｔｉｎｉｄｉａｅ　ｂｉｏｖａｒ３

Ｒｕｂｕｓ　ｓｔｕｎｔ　ｐｈｙｔｏｐｌａｓｍａ

Ｓｐｉｒｏｐｌａｓｍａ　ｃｉｔｒｉ

Ｓｔｒａｗｂｅｒｒｙ　ｌｅｔｈａｌ　ｄｅｃｌｉｎｅ　ｐｈｙｔｏｐｌａｓｍａ

Ｓｕｇａｒｃａｎｅ　ｇｒａｓｓｙ　ｓｈｏｏｔ　ａｎｄ　ｗｈｉｔｅ　ｌｅａｆ　ｐｈｙｔｏｐｌａｓ

ｍａｓ

Ｓｕｇａｒｃａｎｅ　ｙｅｌｌｏｗｓ　ｐｈｙｔｏｐｌａｓｍａ

Ｖａｃｃｉｎｉｕｍ　ｗｉｔｃｈｅｓ'－ｂｒｏｏｍ　ｐｈｙｔｏｐｌａｓｍａ

Ｘａｎｔｈｏｍｏｎａｓ　ａｒｂｏｒｉｃｏｌａ　ｐｖ．　ｊｕｇｌａｎｄｉｓ［ＳＹＮ：Ｘａｎｔｈｏｍ

ｏｎａｓ　ｃａｍｐｅｓｔｒｉｓ　ｐｖ．　ｊｕｇｌａｎｄｉｓ］（クルミ褐色腐敗病菌）

Ｘａｎｔｈｏｍｏｎａｓ　ａｒｂｏｒｉｃｏｌａ　ｐｖ．　ｐｏｐｕｌｉ［ＳＹＮ：Ｘａｎｔｈｏｍｏｎａ

ｓ　ｃａｍｐｅｓｔｒｉｓ　ｐｖ．　ｐｏｐｕｌｉ］

Ｘａｎｔｈｏｍｏｎａｓ　ｃａｍｐｅｓｔｒｉｓ　ｐｖ．　ｖａｓｃｕｌｏｒｕｍ（サトウキビゴム病菌）

Ｘａｎｔｈｏｍｏｎａｓ　ｏｒｙｚａｅ　ｐｖ．　ｏｒｙｚｉｃｏｌａ（イネ条斑細菌病菌）

Ｘｙｌｅｌｌａ　ｆａｓｔｉｄｉｏｓａ

（三）　ウイルス（ウイロイ

ドを含む。）

Ａｌｌｉｕｍ　ｖｉｒｕｓ　Ｘ

Ａｍｅｒｉｃａｎ　ｐｌｕｍ　ｌｉｎｅ　ｐａｔｔｅｒｎ　ｖｉｒｕｓ

Ａｎｄｅａｎ　ｐｏｔａｔｏ　ｌａｔｅｎｔ　ｖｉｒｕｓ

Ａｎｄｅａｎ　ｐｏｔａｔｏ　ｍｏｔｔｌｅ　ｖｉｒｕｓ

Ａｐｒｉｃｏｔ　ｄｅｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｍｏｓａｉｃ　ｖｉｒｕｓ

Ａｒｒａｃａｃｈａ　ｖｉｒｕｓ　Ｂ
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Ａｒｔｉｃｈｏｋｅ　Ｉｔａｌｉａｎ　ｌａｔｅｎｔ　ｖｉｒｕｓ

Ｂａｎａｎａ　ｂｒａｃｔ　ｍｏｓａｉｃ　ｖｉｒｕｓ

Ｂａｎａｎａ　ｓｔｒｅａｋ　ＧＦ　ｖｉｒｕｓ

Ｂａｎａｎａ　ｓｔｒｅａｋ　ＩＭ　ｖｉｒｕｓ

Ｂａｎａｎａ　ｓｔｒｅａｋ　ＭＹ　ｖｉｒｕｓ

Ｂａｎａｎａ　ｓｔｒｅａｋ　ＯＬ　ｖｉｒｕｓ

Ｂａｎａｎａ　ｓｔｒｅａｋ　ＵＡ　ｖｉｒｕｓ

Ｂａｎａｎａ　ｓｔｒｅａｋ　ＵＩ　ｖｉｒｕｓ

Ｂａｎａｎａ　ｓｔｒｅａｋ　ＵＬ　ｖｉｒｕｓ

Ｂａｎａｎａ　ｓｔｒｅａｋ　ＵＭ　ｖｉｒｕｓ

Ｂａｎａｎａ　ｓｔｒｅａｋ　ＶＮ　ｖｉｒｕｓ

Ｂｅｅｔ　ｃｕｒｌｙ　ｔｏｐ　ｖｉｒｕｓ

Ｂｌａｃｋ　ｒａｓｐｂｅｒｒｙ　ｎｅｃｒｏｓｉｓ　ｖｉｒｕｓ

Ｂｌａｃｋｂｅｒｒｙ　ｃｈｌｏｒｏｔｉｃ　ｒｉｎｇｓｐｏｔ　ｖｉｒｕｓ

Ｂｌａｃｋｂｅｒｒｙ　ｙｅｌｌｏｗ　ｖｅｉｎ－ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｖｉｒｕｓ

Ｂｌａｃｋｃｕｒｒａｎｔ　ｒｅｖｅｒｓｉｏｎ　ｖｉｒｕｓ

Ｂｌｕｅｂｅｒｒｙ　ｆｒｕｉｔ　ｄｒｏｐ－ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｖｉｒｕｓ

Ｂｌｕｅｂｅｒｒｙ　ｌｅａｆ　ｍｏｔｔｌｅ　ｖｉｒｕｓ

Ｂｌｕｅｂｅｒｒｙ　ｓｃｏｒｃｈ　ｖｉｒｕｓ

Ｂｌｕｅｂｅｒｒｙ　ｓｈｏｃｋ　ｖｉｒｕｓ

Ｂｌｕｅｂｅｒｒｙ　ｓｈｏｅｓｔｒｉｎｇ　ｖｉｒｕｓ

Ｂｒｏａｄ　ｂｅａｎ　ｓｔａｉｎ　ｖｉｒｕｓ（ソラマメステインウイルス）

Ｂｒｏａｄ　ｂｅａｎ　ｔｒｕｅ　ｍｏｓａｉｃ　ｖｉｒｕｓ（ソラマメトゥルーモザイクウイルス）

Ｃａｒｎａｔｉｏｎ　Ｉｔａｌｉａｎ　ｒｉｎｇｓｐｏｔ　ｖｉｒｕｓ

Ｃａｒｎａｔｉｏｎ　ｒｉｎｇｓｐｏｔ　ｖｉｒｕｓ

Ｃｈｅｒｒｙ　ｈｕｎｇａｒｉａｎ　ｒａｓｐ　ｌｅａｆ　ｖｉｒｕｓ

Ｃｈｅｒｒｙ　ｌｉｎｅ　ｐａｔｔｅｒｎ　ａｎｄ　ｌｅａｆ　ｃｕｒｌ　ｖｉｒｕｓ

Ｃｈｅｒｒｙ　ｍｏｔｔｌｅ　ｌｅａｆ　ｖｉｒｕｓ

Ｃｈｅｒｒｙ　ｒａｓｐ　ｌｅａｆ　ｖｉｒｕｓ

Ｃｈｅｓｔｎｕｔ　ｌｉｎｅ　ｐａｔｔｅｒｎ　ｖｉｒｕｓ

Ｃｉｔｒｕｓ　ｌｅｐｒｏｓｉｓ　ｖｉｒｕｓ　Ｃ

Ｃｉｔｒｕｓ　ｐｓｏｒｏｓｉｓ　ｖｉｒｕｓ

Ｃｉｔｒｕｓ　ｓｕｄｄｅｎ　ｄｅａｔｈ－ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｖｉｒｕｓ

Ｃｉｔｒｕｓ　ｖａｒｉｅｇａｔｉｏｎ　ｖｉｒｕｓ

Ｃｉｔｒｕｓ　ｙｅｌｌｏｗ　ｍｏｓａｉｃ　ｖｉｒｕｓ

Ｆｉｊｉ　ｄｉｓｅａｓｅ　ｖｉｒｕｓ

Ｆｒａｇａｒｉａ　ｃｈｉｌｏｅｎｓｉｓ　ｌａｔｅｎｔ　ｖｉｒｕｓ

Ｇｏｏｓｅｂｅｒｒｙ　ｖｅｉｎ　ｂａｎｄｉｎｇ　ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｖｉｒｕｓ

Ｇｒａｐｅｖｉｎｅ　Ｂｕｌｇａｒｉａｎ　ｌａｔｅｎｔ　ｖｉｒｕｓ

Ｇｒａｐｅｖｉｎｅ　ｃｈｒｏｍｅ　ｍｏｓａｉｃ　ｖｉｒｕｓ

Ｇｒａｐｅｖｉｎｅ　ｌｅａｆｒｏｌｌ－ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｖｉｒｕｓ　４

Ｇｒａｐｅｖｉｎｅ　ｌｅａｆｒｏｌｌ－ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｖｉｒｕｓ　７

Ｇｒａｐｅｖｉｎｅ　ｌｉｎｅ　ｐａｔｔｅｒｎ　ｖｉｒｕｓ

Ｇｒａｐｅｖｉｎｅ　Ｐｉｎｏｔ　ｇｒｉｓ　ｖｉｒｕｓ

Ｇｒａｐｅｖｉｎｅ　ｒｅｄ　ｂｌｏｔｃｈ　ｖｉｒｕｓ

Ｇｒａｐｅｖｉｎｅ　Ｔｕｎｉｓｉａｎ　ｒｉｎｇｓｐｏｔ　ｖｉｒｕｓ

Ｇｒａｐｅｖｉｎｅ　ｙｅｌｌｏｗ　ｖｅｉｎ　ｖｉｒｕｓ

Ｉｎｄｉａｎ　ｃｉｔｒｕｓ　ｒｉｎｇｓｐｏｔ　ｖｉｒｕｓ

Ｉｎｄｉａｎ　ｐｅａｎｕｔ　ｃｌｕｍｐ　ｖｉｒｕｓ

Ｉｒｉｓ　ｆｕｌｖａ　ｍｏｓａｉｃ　ｖｉｒｕｓ

Ｍａｉｚｅ　ｃｈｌｏｒｏｔｉｃ　ｍｏｔｔｌｅ　ｖｉｒｕｓ

Ｍａｉｚｅ　ｓｔｒｉｐｅ　ｖｉｒｕｓ

Ｍｙｒｏｂａｌａｎ　ｌａｔｅｎｔ　ｒｉｎｇｓｐｏｔ　ｖｉｒｕｓ

Ｎａｒｃｉｓｓｕｓ　ｔｉｐ　ｎｅｃｒｏｓｉｓ　ｖｉｒｕｓ

Ｏｎｉｏｎ　ｍｉｔｅ－ｂｏｒｎｅ　ｌａｔｅｎｔ　ｖｉｒｕｓ

Ｐａｓｓｉｏｎ　ｆｒｕｉｔ　ｒｉｎｇｓｐｏｔ　ｖｉｒｕｓ

Ｐａｓｓｉｏｎ　ｆｒｕｉｔ　ｗｏｏｄｉｎｅｓｓ　ｖｉｒｕｓ

Ｐａｓｓｉｏｎ　ｆｒｕｉｔ　ｙｅｌｌｏｗ　ｍｏｓａｉｃ　ｖｉｒｕｓ

Ｐｅａ　ｅａｒｌｙ－ｂｒｏｗｎｉｎｇ　ｖｉｒｕｓ

Ｐｅａｃｈ　ｍｏｓａｉｃ　ｖｉｒｕｓ

Ｐｅａｃｈ　ｒｏｓｅｔｔｅ　ｍｏｓａｉｃ　ｖｉｒｕｓ

Ｐｅａｃｈ　ｙｅｌｌｏｗ　ｂｕｄ　ｍｏｓａｉｃ　ｖｉｒｕｓ

Ｐｅａｎｕｔ　ｃｌｕｍｐ　ｖｉｒｕｓ

Ｐｅｌａｒｇｏｎｉｕｍ　ｌｅａｆ　ｃｕｒｌ　ｖｉｒｕｓ

Ｐｅｐｉｎｏ　ｍｏｓａｉｃ　ｖｉｒｕｓ

Ｐｉｎｅａｐｐｌｅ　ｍｅａｌｙｂｕｇ　ｗｉｌｔ－ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｖｉｒｕｓ　１
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Ｐｉｎｅａｐｐｌｅ　ｍｅａｌｙｂｕｇ　ｗｉｌｔ－ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｖｉｒｕｓ　２

Ｐｉｎｅａｐｐｌｅ　ｍｅａｌｙｂｕｇ　ｗｉｌｔ－ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｖｉｒｕｓ　３

Ｐｌｕｍ　ｐｏｘ　ｖｉｒｕｓ（ウメ輪紋ウイルス）

Ｐｏｔａｔｏ　ｂｌａｃｋ　ｒｉｎｇｓｐｏｔ　ｖｉｒｕｓ

Ｐｏｔａｔｏ　ｄｅｆｏｒｍｉｎｇ　ｍｏｓａｉｃ　ｖｉｒｕｓ

Ｐｏｔａｔｏ　ｌａｔｅｎｔ　ｖｉｒｕｓ

Ｐｏｔａｔｏ　ｒｏｕｇｈ　ｄｗａｒｆ　ｖｉｒｕｓ

Ｐｏｔａｔｏ　ｖｉｒｕｓ　Ｔ

Ｐｏｔａｔｏ　ｖｉｒｕｓ　Ｕ

Ｐｏｔａｔｏ　ｖｉｒｕｓ　Ｖ

Ｐｏｔａｔｏ　ｙｅｌｌｏｗ　ｄｗａｒｆ　ｖｉｒｕｓ

Ｐｏｔａｔｏ　ｙｅｌｌｏｗ　ｍｏｓａｉｃ　ｖｉｒｕｓ

Ｐｏｔａｔｏ　ｙｅｌｌｏｗ　ｖｅｉｎ　ｖｉｒｕｓ

Ｐｏｔａｔｏ　ｙｅｌｌｏｗｉｎｇ　ｖｉｒｕｓ

Ｒａｎｕｎｃｕｌｕｓ　ｗｈｉｔｅ　ｍｏｔｔｌｅ　ｖｉｒｕｓ

Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ　ｂｕｓｈｙ　ｄｗａｒｆ　ｖｉｒｕｓ

Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ　ｌｅａｆ　ｃｕｒｌ　ｖｉｒｕｓ

Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ　ｌｅａｆ　ｓｐｏｔ　ｖｉｒｕｓ

Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ　ｒｉｎｇｓｐｏｔ　ｖｉｒｕｓ

Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ　ｖｅｉｎ　ｃｈｌｏｒｏｓｉｓ　ｖｉｒｕｓ

Ｒｕｂｕｓ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　ｓｅｅｄ－ｂｏｒｎｅ　ｖｉｒｕｓ

Ｒｕｂｕｓ　ｙｅｌｌｏｗ　ｎｅｔ　ｖｉｒｕｓ

Ｓｏｌａｎｕｍ　ａｐｉｃａｌ　ｌｅａｆ　ｃｕｒｌ　ｖｉｒｕｓ

Ｓｏｗｂａｎｅ　ｍｏｓａｉｃ　ｖｉｒｕｓ

Ｓｔｒａｗｂｅｒｒｙ　ｃｈｌｏｒｏｔｉｃ　ｆｌｅｃｋ　ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｖｉｒｕｓ

Ｓｔｒａｗｂｅｒｒｙ　ｌａｔｅｎｔ　ｒｉｎｇｓｐｏｔ　ｖｉｒｕｓ

Ｓｔｒａｗｂｅｒｒｙ　ｌｅａｆｒｏｌｌ　ｖｉｒｕｓ

Ｓｔｒａｗｂｅｒｒｙ　ｎｅｃｒｏｔｉｃ　ｓｈｏｃｋ　ｖｉｒｕｓ

Ｓｔｒａｗｂｅｒｒｙ　ｐａｌｌｉｄｏｓｉｓ－ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｖｉｒｕｓ

Ｓｕｇａｒｃａｎｅ　ｍｉｌｄ　ｍｏｓａｉｃ　ｖｉｒｕｓ

Ｓｕｇａｒｃａｎｅ　ｓｔｒｅａｋ　Ｅｇｙｐｔ　ｖｉｒｕｓ

Ｓｕｇａｒｃａｎｅ　ｓｔｒｅａｋ　ｖｉｒｕｓ

Ｓｕｇａｒｃａｎｅ　ｓｔｒｉａｔｅ　ｍｏｓａｉｃ－ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｖｉｒｕｓ

Ｓｕｇａｒｃａｎｅ　ｙｅｌｌｏｗ　ｌｅａｆ　ｖｉｒｕｓ

Ｓｗｅｅｔ　ｐｏｔａｔｏ　ｃａｕｌｉｍｏ－ｌｉｋｅ　ｖｉｒｕｓ

Ｓｗｅｅｔ　ｐｏｔａｔｏ　ｃｈｌｏｒｏｔｉｃ　ｓｔｕｎｔ　ｖｉｒｕｓ

Ｓｗｅｅｔ　ｐｏｔａｔｏ　ｆｅａｔｈｅｒｙ　ｍｏｔｔｌｅ　ｖｉｒｕｓ

Ｓｗｅｅｔ　ｐｏｔａｔｏ　ｌｅａｆ　ｃｕｒｌ　Ｇｅｏｒｇｉａ　ｖｉｒｕｓ

Ｓｗｅｅｔ　ｐｏｔａｔｏ　ｌｅａｆ　ｓｐｅｃｋｌｉｎｇ　ｖｉｒｕｓ

Ｓｗｅｅｔ　ｐｏｔａｔｏ　ｍｉｌｄ　ｍｏｔｔｌｅ　ｖｉｒｕｓ

Ｓｗｅｅｔ　ｐｏｔａｔｏ　ｍｉｌｄ　ｓｐｅｃｋｌｉｎｇ　ｖｉｒｕｓ

Ｓｗｅｅｔ　ｐｏｔａｔｏ　ｖｅｉｎ　ｍｏｓａｉｃ　ｖｉｒｕｓ

Ｓｗｅｅｔ　ｐｏｔａｔｏ　ｖｉｒｕｓ　２

Ｓｗｅｅｔ　ｐｏｔａｔｏ　ｙｅｌｌｏｗ　ｄｗａｒｆ　ｖｉｒｕｓ

Ｔｈｉｍｂｌｅｂｅｒｒｙ　ｒｉｎｇｓｐｏｔ　ｖｉｒｕｓ

Ｔｏｍａｔｏ　ｂｒｏｗｎ　ｒｕｇｏｓｅ　ｆｒｕｉｔ　ｖｉｒｕｓ

Ｔｏｍａｔｏ　ｌｅａｆ　ｃｕｒｌ　Ｎｅｗ　Ｄｅｌｈｉ　ｖｉｒｕｓ

Ｔｏｍａｔｏ　ｍｏｔｔｌｅ　ｍｏｓａｉｃ　ｖｉｒｕｓ

Ｔｏｍａｔｏ　ｙｅｌｌｏｗ　ｍｏｓａｉｃ　ｖｉｒｕｓ

Ｔｕｌｉｐ　ｈａｌｏ　ｎｅｃｒｏｓｉｓ　ｖｉｒｕｓ

Ｖａｌｌｏｔａ　ｍｏｓａｉｃ　ｖｉｒｕｓ

Ｚｕｃｃｈｉｎｉ　ｇｒｅｅｎ　ｍｏｔｔｌｅ　ｍｏｓａｉｃ　ｖｉｒｕｓ

Ｃｏｌｕｍｎｅａ　ｌａｔｅｎｔ　ｖｉｒｏｉｄ

Ｐｅｐｐｅｒ　ｃｈａｔ　ｆｒｕｉｔ　ｖｉｒｏｉｄ

Ｐｏｔａｔｏ　ｓｐｉｎｄｌｅ　ｔｕｂｅｒ　ｖｉｒｏｉｄ（ジャガイモやせいもウイロイド）

Ｔｏｍａｔｏ　ａｐｉｃａｌ　ｓｔｕｎｔ　ｖｉｒｏｉｄ

Ｔｏｍａｔｏ　ｃｈｌｏｒｏｔｉｃ　ｄｗａｒｆ　ｖｉｒｏｉｄ（トマト退緑萎縮ウイロイド）

Ｔｏｍａｔｏ　ｐｌａｎｔａ　ｍａｃｈｏ　ｖｉｒｏｉｄ

（四）　その他植物病の病原

体

次の植物病の病原体

Ａｍａｓｙａ　ｃｈｅｒｒｙ　ｄｉｓｅａｓｅ

Ａｐｐｌｅ　（Ｓｔａｙｍａｎ）　ｂｌｏｔｃｈ

Ａｐｐｌｅ　（Ｖｉｒｇｉｎｉａ　Ｃｒａｂ）　ｄｅｃｌｉｎｅ

Ａｐｐｌｅ　ｂｒｏｗｎ　ｒｉｎｇｓｐｏｔ

Ａｐｐｌｅ　ｂｕｍｐｙ　ｆｒｕｉｔ　ｏｆ　Ｂｅｎ　Ｄａｖｉｓ

Ａｐｐｌｅ　ｄｅａｄ　ｓｐｕｒ

Ａｐｐｌｅ　ｆｒｅｃｋｌｅ　ｓｃｕｒｆ
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Ａｐｐｌｅ　ｇｒｅｅｎ　ｍｏｔｔｌｅ

Ａｐｐｌｅ　ｈｏｒｓｅｓｈｏｅ　ｗｏｕｎｄ

Ａｐｐｌｅ　ｊｕｎｃｔｉｏｎ　ｎｅｃｒｏｔｉｃ　ｐｉｔｔｉｎｇ

Ａｐｐｌｅ　ｌｅａｆ　ｐｕｃｋｅｒ

Ａｐｐｌｅ　ＭｃＩｎｔｏｓｈ　ｄｅｐｒｅｓｓｉｏｎ

Ａｐｐｌｅ　Ｎｅｗｔｏｗｎ　ｗｒｉｎｋｌｅ

Ａｐｐｌｅ　ｐｕｓｔｕｌｅ　ｃａｎｋｅｒ

Ａｐｐｌｅ　ｒｉｎｇｓｐｏｔ

Ａｐｐｌｅ　ｓｔａｒ　ｃｒａｃｋ

Ａｐｒｉｃｏｔ　ｃｈｌｏｒｏｔｉｃ　ｌｅａｆ　ｍｏｔｔｌｅ

Ａｐｒｉｃｏｔ　ｍｏｏｒｐａｒｋ　ｍｏｔｔｌｅ

Ａｐｒｉｃｏｔ　ｐｕｃｋｅｒ　ｌｅａｆ

Ａｐｒｉｃｏｔ　ｒｉｎｇ　ｐｏｘ

Ａｐｒｉｃｏｔ　ｓｔｏｎｅ　ｐｉｔｔｉｎｇ

Ａｕｓｔｒａｌｉａｎ　ｃｉｔｒｕｓ　ｄｉｅｂａｃｋ

Ｂｌａｃｋｂｅｒｒｙ　Ｃａｌｉｃｏ

Ｂｌａｃｋｃｕｒｒａｎｔ　ｙｅｌｌｏｗｓ

Ｃｈｅｒｒｙ　ｂｌａｃｋ　ｃａｎｃｋｅｒ

Ｃｈｅｒｒｙ　ｒｏｕｇｈ　ｆｒｕｉｔ

Ｃｈｅｒｒｙ　ｒｕｓｔｙ　ｍｏｔｔｌｅ　ｄｉｓｅａｓｅ

Ｃｉｔｒｕｓ　ｂｕｄ　ｕｎｉｏｎ　ｃｒｅａｓｅ

Ｃｉｔｒｕｓ　ｃｈｌｏｒｏｔｉｃ　ｄｗａｒｆ

Ｃｉｔｒｕｓ　ｃｒｉｓｔａｃｏｒｔｉｓ

Ｃｉｔｒｕｓ　ｇｕｍ　ｐｏｃｋｅｔ

Ｃｉｔｒｕｓ　ｇｕｍｍｙ　ｂａｒｋ

Ｃｉｔｒｕｓ　ｉｍｐｉｅｔｒａｔｕｒａ

Ｅｌｍ　ｚｏｎａｔｅ　ｃａｎｋｅｒ

Ｇｒａｐｅｖｉｎｅ　ａｓｔｅｒｏｉｄ　ｍｏｓａｉｃ

Ｋｒｉｋｏｎ　ｓｔｅｍ　ｎｅｃｒｏｓｉｓ

Ｐｅａｃｈ　ｐｕｒｐｌｅ　ｍｏｓａｉｃ

Ｐｅａｃｈ　ｓｅｅｄｌｉｎｇ　ｃｈｌｏｒｏｓｉｓ

Ｐｅａｃｈ　ｓｔｕｂｂｙ　ｔｗｉｇ

Ｐｅａｃｈ　ｗａｒｔ

Ｐｒｕｎｅ　ｄｉａｍｏｎｄ　ｃａｎｋｅｒ

二　まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていないものとして農林水産大臣が指定する有害植物

別表一の二（第五条の二関係）

地域 植物又は指定物品 基準

一　イスラエル、イラン、トルコ、イタリア、キ

プロス、ギリシャ、スイス、スペイン、スロバキ

ア、セルビア、チェコ、ハンガリー、フランス、

ポルトガル、マルタ、アルジェリア、エジプト、

カナリア諸島、チュニジア、モロッコ

セロリー、ぶたくさ及びにんじん

属植物の生茎葉

輸出国の政府機関により行われたＢａｃｔｅｒ

ｉｃｅｒａ　ｔｒｉｇｏｎｉｃａを発見するた

めに適切と認められる方法による検査の結果Ｂ

ａｃｔｅｒｉｃｅｒａ　ｔｒｉｇｏｎｉｃａに

侵されていないこと（Ｂａｃｔｅｒｉｃｅｒａ

　ｔｒｉｇｏｎｉｃａについて消毒を行つた場

合を含む。）。

二　インド、イスラエル、イラン、サウジアラビ

ア、トルコ、イタリア、ウズベキスタン、ギリシ

ャ、キルギス、スペイン、タジキスタン、トルク

メニスタン、フランス、アルジェリア、エジプト、

カナリア諸島、スーダン、チュニジア、ナミビア、

南アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ

合衆国（ハワイ諸島を除く。以下この表において

同じ。）、カナダ、ジャマイカ、プエルトリコ、メ

キシコ、ハワイ諸島

アトリプレックス・ロセア、アル

ファルファ、えぞすずしろもどき、

エルカ・ウェシカリア、おらんだ

ふうろ、からたち、ギリア・ミヌ

ティフロラ、クリサンテムム・マ

クシムム、こしながわはぎ、サル

ソラ・ペスティフェル、シシンブ

リウム・イリオ、シトロフォーチ

ュネラ・ミクロカルパ、すべりひ

ゆもどき、せいようわさび、だい

こん、だいこんもどき、たまねぎ、

ティデストロミア・ラヌギノサ、

とうがらし、トマト、にせからく

さけまん、にんじん、のはらがら

し、はたざおがらし、フナストル

ム・ヒルテルム、ペクティス・パ

ポッサ、ほうれんそう、やりのほ

あかざ、レピディウム・ラシオカ

ルプム、あかざ属植物、あぶらな

属植物、あま属植物、アリッスム

属植物、キスツス属植物、ぎより

ゆう属植物、きんかん属植物、く

こ属植物、ジゴフィルム属植物、

輸出国の政府機関により行われたＣｉｒｃｕｌ

ｉｆｅｒ　ｔｅｎｅｌｌｕｓ（テンサイヨコバ

イ）を発見するために適切と認められる方法に

よる検査の結果Ｃｉｒｃｕｌｉｆｅｒ　ｔｅｎ

ｅｌｌｕｓ（テンサイヨコバイ）に侵されてい

ないこと。
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シトロンシラス属植物、せいよう

ふうちようそう属植物、のうぜん

はれん属植物、ばら属植物、ひや

くにちそう属植物、ひゆ属植物、

ふうろそう属植物、ふだんそう属

植物、ペチュニア属植物、マッテ

ィオラ属植物及びみかん属植物の

生茎葉

三　イラン、トルコ、アイルランド、アルバニア、

アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタ

ン、英国（グレート・ブリテン及び北アイルラン

ドに限る。以下この表において同じ。）、エストニ

ア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北

マケドニア共和国、ギリシャ、クロアチア、スイ

ス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロ

ベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デン

マーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、

フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、

ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルト

ガル、モルドバ、ルクセンブルク、ルーマニア、

ロシア、アルジェリア、エジプト、アメリカ合衆

国、カナダ、チリ、メキシコ、オーストラリア、

ニュージーランド

にれ属植物の木材 輸出国の政府機関により行われたＳｃｏｌｙｔ

ｕｓ　ｍｕｌｔｉｓｔｒｉａｔｕｓ（セスジキ

クイムシ）を発見するために適切と認められる

方法による検査の結果Ｓｃｏｌｙｔｕｓ　ｍｕ

ｌｔｉｓｔｒｉａｔｕｓ（セスジキクイムシ）

に侵されていないこと（Ｓｃｏｌｙｔｕｓ　ｍ

ｕｌｔｉｓｔｒｉａｔｕｓ（セスジキクイムシ）

について消毒を行つた場合を含む。）。

四　インド、イラン、トルコ、アイルランド、ア

ゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アン

ドラ、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリ

ア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、ジョージ

ア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキ

ア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェ

コ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、

ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・

ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モナ

コ、モルドバ、リトアニア、リヒテンシュタイン、

ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア

にれ属植物の木材 輸出国の政府機関により行われたＳｃｏｌｙｔ

ｕｓ　ｓｃｏｌｙｔｕｓ（ヨーロッパニレノキ

クイムシ）を発見するために適切と認められる

方法による検査の結果Ｓｃｏｌｙｔｕｓ　ｓｃ

ｏｌｙｔｕｓ（ヨーロッパニレノキクイムシ）

に侵されていないこと（Ｓｃｏｌｙｔｕｓ　ｓ

ｃｏｌｙｔｕｓ（ヨーロッパニレノキクイムシ）

について消毒を行つた場合を含む。）。

五　モンゴル、イタリア、ウクライナ、英国、エ

ストニア、オーストリア、スイス、スウェーデン、

スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウ

ェー、フィンランド、フランス、ベラルーシ、ポ

ーランド、ラトビア、ロシア

イノンド、おらんだぜり、クミン、

コエンドロ、セロリー、にんじん、

ひめういきよう及びヘラクレウ

ム・スフォンディリウムの生茎葉

輸出国の政府機関により行われたＴｒｉｏｚａ

　ａｐｉｃａｌｉｓを発見するために適切と認

められる方法による検査の結果Ｔｒｉｏｚａ　

ａｐｉｃａｌｉｓに侵されていないこと（Ｔｒ

ｉｏｚａ　ａｐｉｃａｌｉｓについて消毒を行

つた場合を含む。）。

六　大韓民国、中華人民共和国（香港を除く。以

下この表において同じ。）

すいか及びペポかぼちやの種子で

あつて栽培の用に供するもの並び

にすいか、ペポかぼちや及びゆう

がおの生植物（種子及び果実を除

く。）であつて栽培の用に供する

もの

輸出国の政府機関により行われた適切な血清学

的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために

適切と認められる方法による検査の結果Ｚｕｃ

ｃｈｉｎｉ　ｇｒｅｅｎ　ｍｏｔｔｌｅ　ｍｏ

ｓａｉｃ　ｖｉｒｕｓに侵されていないこと。

七　中華人民共和国、イラン、シリア、トルコ、

ヨルダン、レバノン、イタリア、英国、オースト

リア、スロバキア、ドイツ、ハンガリー、ポーラ

ンド、エジプト、エチオピア、スーダン、チュニ

ジア、南スーダン、モロッコ、リビア

えんどう、そらまめ及びひらまめ

の種子であつて栽培の用に供する

もの

輸出国の政府機関により行われた次のいずれか

の検査の結果Ｂｒｏａｄ　ｂｅａｎ　ｓｔａｉ

ｎ　ｖｉｒｕｓ（ソラマメステインウイルス）

に侵されていないこと。

一　栽培地においてＢｒｏａｄ　ｂｅａｎ　ｓ

ｔａｉｎ　ｖｉｒｕｓ（ソラマメステインウイ

ルス）を発見するために適切と認められる方法

による検査

二　適切な血清学的診断法による検査

八　中華人民共和国、シリア、レバノン、イタリ

ア、英国、オーストリア、ドイツ、ハンガリー、

ポーランド、エジプト、エチオピア、スーダン、

チュニジア、南スーダン、モロッコ

そらまめの種子であつて栽培の用

に供するもの並びにえんどう及び

そらまめの生植物（種子及び果実

を除く。）であつて栽培の用に供す

るもの

輸出国の政府機関により行われた次のいずれか

の検査の結果Ｂｒｏａｄ　ｂｅａｎ　ｔｒｕｅ

　ｍｏｓａｉｃ　ｖｉｒｕｓ（ソラマメトゥル

ーモザイクウイルス）に侵されていないこと。

一　栽培地においてＢｒｏａｄ　ｂｅａｎ　ｔ

ｒｕｅ　ｍｏｓａｉｃ　ｖｉｒｕｓ（ソラマメ

トゥルーモザイクウイルス）を発見するために

適切と認められる方法による検査

二　適切な血清学的診断法による検査

九　インド、パキスタン、イスラエル、イラク、

イラン、トルコ、レバノン、アゼルバイジャン、

おふくかずら、おらんだいちご、

オリーブ、せいよういとすぎ、せ

輸出国の政府機関によりその栽培地において行

われたＸｉｐｈｉｎｅｍａ　ｉｎｄｅｘ（ブド
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アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、

ウズベキスタン、オーストリア、北マケドニア共

和国、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、

スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、タジ

キスタン、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリ

ー、フランス、ブルガリア、ボスニア・ヘルツェ

ゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モル

ドバ、モンテネグロ、ルーマニア、アルジェリア、

カナリア諸島、南アフリカ共和国、アメリカ合衆

国、アルゼンチン、チリ、ブラジル、ペルー、オ

ーストラリア

んにちこう、つた、とうぐわ、ト

マト、ひめいらくさ、ペチュニア、

まるばたばこ、あかざ属植物、い

ちじく属植物、さくら属植物、と

ねりばはぜのき属植物、なす属植

物、ばら属植物、ぶどう属植物、

まつ属植物及びみかん属植物の生

植物の地下部であつて栽培の用に

供し得るもの

ウオオハリセンチュウ）を発見するために適切

と認められる方法による検査の結果Ｘｉｐｈｉ

ｎｅｍａ　ｉｎｄｅｘ（ブドウオオハリセンチ

ュウ）に侵されていないこと。

十　インド、台湾、中華人民共和国、パキスタン、

アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウク

ライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オ

ランダ、カザフスタン、キルギス、クロアチア、

ジョージア、スロバキア、タジキスタン、チェコ、

デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガ

リー、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ポーラ

ンド、ポルトガル、モルドバ、ラトビア、リトア

ニア、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、エジ

プト、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、アル

ゼンチン、コロンビア、ブラジル、オーストラリ

ア、ニュージーランド、ハワイ諸島

えんどうの種子であつて栽培の用

に供するもの

輸出国の政府機関によりその栽培地において行

われたＦｕｓａｒｉｕｍ　ｏｘｙｓｐｏｒｕｍ

　ｆ．　ｓｐ．　ｐｉｓｉ（エンドウ萎ちよう病

菌）を発見するために適切と認められる方法に

よる検査の結果Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｏｘｙｓｐ

ｏｒｕｍ　ｆ．　ｓｐ．　ｐｉｓｉ（エンドウ萎

ちよう病菌）に侵されていないこと。

十一　イエメン、イスラエル、イラク、シリア、

トルコ、レバノン、アルバニア、アルメニア、イ

タリア、キプロス、ギリシャ、ジョージア、フラ

ンス、ロシア、アルジェリア、エジプト、チュニ

ジア、リビア

シトロフォーチュネラ・ミクロカ

ルパ、エレモシトラス属植物、か

らたち属植物、きんかん属植物、

セベリニア属植物及びみかん属植

物の生植物（種子及び果実を除く

。）であつて栽培の用に供するもの

輸出国の政府機関によりその栽培地において行

われたＤｅｕｔｅｒｏｐｈｏｍａ　ｔｒａｃｈ

ｅｉｐｈｉｌａを発見するために適切と認めら

れる方法による検査の結果Ｄｅｕｔｅｒｏｐｈ

ｏｍａ　ｔｒａｃｈｅｉｐｈｉｌａに侵されて

いないこと。

十二　インド、台湾、中華人民共和国、イスラエ

ル、トルコ、アゼルバイジャン、イタリア、ウク

ライナ、英国、オランダ、北マケドニア共和国、

クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スペ

イン、スロベニア、セルビア、デンマーク、ドイ

ツ、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ポーラ

ンド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、

モンテネグロ、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、

アルゼンチン、オーストラリア

エリトラエア・ケンタウレウム、

エリトラエア・ロクスバリー、ケ

ンタウリウム・プルケルム、とる

こぎきよう、ブラクストニア・イ

ンペルフォリアタ、ブラクストニ

ア・セロティナ及びブラクストニ

ア・ペルフォリアタの生植物（果

実を除き、種子を含む。）であつて

栽培の用に供するもの

１　種子については、Ｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ

　ｃｈｌｏｒａｅ（トルコギキョウべと病菌）

が発生していない状態が維持されている地域と

して輸出国の政府機関が指定する地域において

生産され、かつ、輸出国の政府機関により行わ

れた検査の結果Ｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ　ｃｈ

ｌｏｒａｅ（トルコギキョウべと病菌）に侵さ

れていないこと。

２　種子以外の生植物については、輸出国の政

府機関が指定するＰｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ　ｃ

ｈｌｏｒａｅ（トルコギキョウべと病菌）が発

生していない栽培施設において生産され、かつ、

輸出国の政府機関により行われた検査の結果Ｐ

ｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ　ｃｈｌｏｒａｅ（トル

コギキョウべと病菌）に侵されていないこと。

十三　アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ さくら属植物の生植物（種子及び

果実を除く。）であつて栽培の用に

供するもの

輸出国の政府機関によりその栽培地において行

われたＡｐｉｏｓｐｏｒｉｎａ　ｍｏｒｂｏｓ

ａを発見するために適切と認められる方法によ

る検査の結果Ａｐｉｏｓｐｏｒｉｎａ　ｍｏｒ

ｂｏｓａに侵されていないこと。

十四　アメリカ合衆国 くり属植物及びこなら属植物の生

植物（種子及び果実を除く。）であ

つて栽培の用に供するもの並びに

これらの植物の葉、枝、樹皮その

他の部分（種子及び果実を除く。）

及びこれらの植物の葉、枝、樹皮

その他の部分が微生物その他の生

物により分解されて生じた有機物

であつて、植物の植込みの用又は

植物が生育するための土壌の被覆

の用に供するもの

１　生植物については、輸出国の政府機関によ

りその栽培地においてＢｒｅｔｚｉｅｌｌａ　

ｆａｇａｃｅａｒｕｍ（ナラ類しおれ病菌）を

発見するために適切と認められる方法による検

査の結果Ｂｒｅｔｚｉｅｌｌａ　ｆａｇａｃｅ

ａｒｕｍ（ナラ類しおれ病菌）に侵されていな

いこと。

２　生植物以外については、輸出国の政府機関

により行われた摂氏七十一度以上で七十五分以

上又はこれと同等以上の効果を有すると認めら

れる条件の熱処理の結果Ｂｒｅｔｚｉｅｌｌａ

　ｆａｇａｃｅａｒｕｍ（ナラ類しおれ病菌）

に侵されていないこと。

十五　全ての地域 第五条第一号から第三号までに掲

げる指定物品（中古のものに限る

。）

清掃が行われ、輸出国の政府機関により行われ

た検査の結果土又は植物残さがないこと。
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別表二（第九条関係）

地域 植物 備考（対象

とする検疫

有害動植物）

一　イエメン、イスラエル、イラク、イラン、

サウジアラビア、シリア、トルコ、ヨルダン、

レバノン、アルバニア、イタリア、ウクライ

ナ、英領チャネル諸島、オーストリア、オラ

ンダ、北マケドニア共和国、キプロス、ギリ

シャ、クロアチア、コソボ、スイス、スペイ

ン、スロベニア、セルビア、ドイツ、ハンガ

リー、フランス、ブルガリア、ベルギー、ボ

スニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポル

トガル、マルタ、モンテネグロ、ルーマニア、

ロシア、アフリカ、バミューダ諸島、アルゼ

ンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサル

バドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビ

ア、ニカラグア、西インド諸島（キューバ及

びドミニカ共和国を除く。）、パナマ、パラグ

アイ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペ

ルー、ボリビア、ホンジュラス、オーストラ

リア（タスマニアを除く。）、ハワイ諸島

アキー、アコカンテラ・オッポシティフォリア、アコカンテラ・シンペ

リ、アジマ・テトラカンタ、アボカド（付表第六十、第六十四、第七十、

第七十二及び第八十九に掲げるものを除く。）、あめだまのき、アルタボト

リス・モンテイロアエ、アンティデスマ・ウェノスム、ウィクストロエミ

ア・フィリレイフォリア、エウクレア・ディウィノルム、エケベルギア・

カペンシス、オクシアンツス・ザングエバリクス、オピリア・アメンタケ

ア、オリーブ、オールスパイス、オレア・ウッディアナ、カシューナッ

ツ、カッシネ・シュヴァインフルティアナ、キウイフルーツ、きばなきよ

うちくとう、きんきじゆ、ククミス・ディプサケウス、くさとべら、グル

ーイア・トリコカルパ、コッキニア・ミクロフィラ、コラロカルプス・エ

リプチクス、ごれんし、ざくろ、サラシア・エレガンス、ジャボチカバ、

スカエウォラ・プルミエリ、そらまめ、てりはぼく、てんじくいぬかん

こ、なつめやし、ナンセ、なんようざくら、にがうり、はてるまぎり、ハ

ルペフィルム・カッフルム、フィリキウム・デキピエンス、フェイジョ

ア、ブティア・エリオスパタ、ブティア・カピタタ、フラゲラリア・グイ

ネエンシス、フルエッゲア・ウィロサ、ブルケア・フェルギネア、ベルベ

リス・ホルスティー、ペンタロパロピリラ・ウンベルラタ、ボウレリア・

ペティオラリス、ポポー、ポリスファエリア・パルウィフォリア、マメー

リンゴ、モノドラ・グランディディエリ、ランプロタムヌス・ザングエバ

リクス、りゆうがん、ルディア・マウリティアナ、れいし、いちじく属植

物、インガ属植物、いんげん属植物、ヴァングエリア属植物、かき属植物

（付表第四十一に掲げるものを除く。）、カリッサ属植物、くるみ属植物、

くわ属植物、コッコロバ属植物、コーヒーノキ属植物、すぐり属植物、す

のき（こけもも）属植物、とけいそう属植物、ドビアーリス属植物、ドリ

ペテス属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、ばしよう属植物（成熟

していないバナナの生果実を除く。）、パパイヤ属植物（付表第一に掲げる

ものを除く。）、ばんじろう属植物、ぱんのき属植物、ばんれいし属植物、

ひいらぎとらのお属植物、びやくだん属植物、ふうちようぼく属植物、ふ

くぎ属植物、ぶどう属植物（付表第三、第五十四、第五十九及び第七十九

に掲げるものを除く。）、ふともも属植物、マチン属植物、マンゴウ属植物

（付表第二、第三十六、第四十三、第五十一及び第五十三に掲げるものを

除く。）、もちのき属植物、ももたまな属植物、ユーゲニア属植物、わた属

植物、あかてつ科植物、さぼてん科植物（イエローピタヤ及びヒロセレウ

ス・ポリリズスを除く。）、なす科植物（付表第三及び第四十二に掲げるも

のを除く。）、ばら科植物（付表第三及び第三十一に掲げるものを除く。）

及びみかん科植物（付表第四から第八まで、第三十九、第四十五、第五十

六、第六十五、第七十三及び第七十八に掲げるものを除く。）の生果実

Ｃｅｒａｔ

ｉｔｉｓ　

ｃａｐｉｔ

ａｔａ（チ

チュウカイ

ミバエ）

二　インド、インドネシア、カンボジア、シ

ンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華

人民共和国（香港を除く。以下この表におい

て同じ。）、ネパール、パキスタン、バングラ

デシュ、東ティモール、フィリピン、ブータ

ン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、

ミャンマー、ラオス、オマーン、アンゴラ、

ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、エリ

トリア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カ

メルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、

ケニア、コートジボワール、コモロ、コンゴ

共和国、コンゴ民主共和国、ザンビア、シエ

ラレオネ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニ

ア、セネガル、タンザニア、チャド、中央ア

フリカ共和国、トーゴ、ナイジェリア、ナミ

ビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルン

ジ、ベナン、ボツワナ、マイヨット、マダガ

スカル、マラウイ、マリ、南アフリカ共和国、

モザンビーク、モーリシャス、モーリタニア、

リベリア、ルワンダ、レユニオン、スリナム、

フランス領ギアナ、オーストラリア領クリス

マス島、パプアニューギニア、ハワイ諸島、

フランス領ポリネシア、ミクロネシア

かんきつ類（げつきつ、からたち属植物、きんかん属植物及びみかん（か

んきつ）属植物並びにこれらの交雑種をいう。以下同じ。）（付表第四、第

五、第十及び第五十八に掲げるものを除く。）、あかぎ、アキー、アザディ

ラクタ・エクセルサ、アフゼリア・クシロカルパ、アボカド（付表第八十

九に掲げるものを除く。）、あまめしば、アランギウム・キネンセ、アラン

ギウム・サルウィーフォリウム、アルタボトリス・シアメンシス、アルタ

ボトリス・モンテイロアエ、アルピニア・ムティカ、アレンガ・ウェスタ

ーハウティー、イカキナ・セネガレンシス、イクソラ・ジャワニカ、イク

ソラ・マクロティルサ、いちじく、いちじくぐわ、いぬびわ、イルビンギ

ア・ガボネンシス、イルビンギア・マラヤナ、いんどめてんぐ、うどんげ

のき、ウバリア・カマエ、ウバリア・グランディフロラ、エクスコエカリ

ア・アガロカ、エラエオカルプス・ハイグロフィルス、おうぎやし、おお

いたび、おおばいぬびわ、おおばらいちご、おきなわすずめうり、オクレ

イナウクレア・メインゲイイ、オピリア・アメンタケア、おらんだいち

ご、オリーブ、カカオノキ、カシューナッツ、がじゆまる、カッパリス・

セピアリア、カッパリス・トメントサ、からすうり、キオナンツス・パー

キンソニー、キサントフィルム・アモエヌム、キサントフィルム・フラウ

ェスケンス、キシメニア・アメリカナ、きばなきようちくとう、きゆう

り、きんきじゆ、ククルビタ・アルギロスペルマ、グネツム・グネモン、

グメリナ・エリプティカ、グメリナ・フィリッペンシス、グリコスミス・

ペンタフィラ、クリソバラヌス・イカコ、くろつぐ、くろみのおきなわす

ずめうり、ケドロスティス・ヒルテラ（付表第七十四に掲げるものを除

く。）、コッキニア・グランディス、こみのくろつぐ、コルディア・ミク

サ、コルディラ・ピンナータ、ごれんし、コロシントうり（付表第六十六

に掲げるものを除く。）、ざくろ、さとうやし、サバ・コモレンシス、サ

バ・セネガレンシス、サラカやし、さるかけみかん、サントール、シトロ

Ｂａｃｔｒ

ｏｃｅｒａ

　ｄｏｒｓ

ａｌｉｓ　

ｓｐｅｃｉ

ｅｓ　ｃｏ

ｍｐｌｅｘ

（ミカンコミ

バエ種群）
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フォーチュネラ・ミクロカルパ、しようべんのき、しろだも、すいか、ス

クレロカリア・ビレア、スコエフィア・フラグランス、せいようかぼちや

（付表第六十七に掲げるものを除く。）、セルティス・テトランドラ、たい

へいようぐるみ、たぶのき、ディレニア・オボバタ、デスモス・キネンシ

ス、テトラクトミア・マジュス、てりはぼく、てんじくいぬかんこ、てん

にんか、とうぐわ、とかどへちま（付表第七十五に掲げるものを除く。）、

トマト、トリファシア・トリフォリア、ナウクレア・オリエンタリス、な

がばのごれんし、なつめやし、なんようざくら、にがうり、ねぐろもも、

ねじれふさまめのき、ハエマトスタフィス・バーテリ、はくさんぼく、バ

ッカウレア・ラケモサ、バッカウレア・ラミフロラ、パパイヤ（付表第

一、第十一及び第十二に掲げるものを除く。）、はまいぬびわ、はまびわ、

パラミグニア・アンダマニカ、パリナリ・アナメンシス、ひようたんの

き、ひろはふさまめのき、びわ、びんろうじゆ、ファグラエア・ケイラニ

カ、ファグラエア・ラケモサ、フィクス・エリゴドン、フィクス・オット

ニーフォリア、フィクス・グロッスラリオイデス、フィクス・コンカティ

アン、フィクス・ヒスピダ、フィクス・ベンジャミナ、フィサリス・ミニ

マ、フェイジョア、フラクールティア・ルカム、ブレイニア・ラケモサ、

ブレオニア・キネンシス、ヘイネア・トリジュガ、へちま（付表第七十六

に掲げるものを除く。）、ペポかぼちや（付表第六十八に掲げるものを除

く。）、ベルノキ、ポリアルティア・ロンギフォリア、ホリガルナ・クルツ

ィー、まるばちしやのき、まるめろ、マンメア・シアメンシス、ミクソピ

ルム・スミラキフォリウム、ミクロコス・トメントサ、めじろほおずき、

メロン、ももたまな、モモルディカ・バルサミナ、やえやまあおき、やぶ

につけい、やまもも、ゆうがお（付表第六十九に掲げるものを除く。）、ら

んばい、ランブータン、りゆうがん（付表第七十七に掲げるものを除く。）

、りんご、れいし（付表第十三、第十四及び第七十一に掲げるものを除

く。）、レピサンテス・テトラフィラ、レピサンテス・ルビギノサ、わん

ぴ、あかたねのき属植物、かき属植物、カリッサ属植物、ぐみ属植物、コ

ーヒーノキ属植物、さくら属植物、とうがらし属植物、とけいそう属植

物、なし属植物、なす属植物、なつめ属植物（付表第六十三に掲げるもの

を除く。）、にんめんし属植物、ばしよう属植物（成熟していないバナナの

生果実を除く。）、ばんじろう属植物、ぱんのき属植物、ばんれいし属植

物、ひいらぎとらのお属植物、ヒロセレウス属植物（イエローピタヤ並び

に付表第五十二及び第五十五に掲げるものを除く。）、ふくぎ属植物（付表

第四十に掲げるものを除く。）、ぶどう属植物（付表第三十二及び第五十四

に掲げるものを除く。）、ふともも属植物、マンゴウ属植物（付表第十五か

ら第十七まで、第三十六、第四十八、第五十、第五十七及び第六十一に掲

げるものを除く。）、ユーゲニア属植物、ランサ属植物、リカニア属植物、

ロリニア属植物及びあかてつ科植物の生果実

三　オーストラリア（タスマニアを除く。）、

ニューカレドニア、パプアニューギニア、フ

ランス領ポリネシア

かんきつ類（付表第七に掲げるものを除く。）、あかたねのき、アセロラ、

アボカド（付表第六十四に掲げるものを除く。）、あんず、イエローピタ

ヤ、いちじく、イランイランノキ、いんどうおとりぎ、うどんげのき、え

ぞのへびいちご、エレモシトラス・グラウカ、エンディアンドラ・ウォル

フェイ、エンディアンドラ・ミクロネウラ、エンディアンドラ・ロンギペ

ディケラタ、オオバノマンゴスチン、おおみいぬかんこ、おきなわすずめ

うり、オクロシア・ムーレイ、オプンティア・フィクス―インディカ、お

らんだいちご、オリーブ、カシミロア・テトラメリア、カシューナッツ、

カスタノスポラ・アルファンディー、カナリウム・ウルガレ、カラリア・

ブラキアタ、ガルシニア・ウォレニー、キウイフルーツ、キシメニア・ア

メリカナ、きだちとうがらし、きばなきようちくとう、グリコスミス・ト

リフォリアタ、こだちとまと、ごれんし、さくらんぼ、ざくろ、サラシ

ア・キネンシス、サントール、しまほおずき、ジャボチカバ、シロサポ

テ、すもも、せいようかりん、セメカルプス・アウストラリエンシス、ダ

ウィドソニア・プルリエンス、てりはばんじろう、てりはぼく、とうがら

し、トマト、ナウクレア・オリエンタリス、ながばのごれんし、なつめや

し、パパイヤ、ぱらみつ、バリントニア・アジアティカ、バリントニア・

エドゥリス、バリントニア・カリプトラタ、ばんじろう、ぱんのき、び

わ、ファグラエア・グラシリペス、ファレリア・クレロデンドロン、フィ

クス・パンケリアナ、フェイジョア、プシディウム・アクタングルム、プ

シディウム・ギネンセ、プランコニア・カレヤ、プレイオギニウム・チモ

リエンセ、べにすもも、ポウロウマ・セクロピーフォリア、ポメティア・

ピンナタ、マクルラ・ポミフェラ、まるめろ、ミロバランすもも、メロド

ルム・ライヒハルティー、もも、やえやまあおき、ランブータン、りゆう

がん、れいし、わんぴ、アクロニチア属植物、かき属植物、きいちご属植

物、くわ属植物、コーヒーノキ属植物、すのき（こけもも）属植物、とけ

いそう属植物、なし属植物、なす属植物、なつめ属植物、にんめんし属植

物、ばしよう属植物（成熟していないバナナの生果実を除く。）、ばんれい

Ｂａｃｔｒ

ｏｃｅｒａ

　ｔｒｙｏ

ｎｉ（クイ

ンスランド

ミバエ）
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し属植物、ぶどう属植物（付表第五十九に掲げるものを除く。）、ふともも

属植物、マンゴウ属植物（付表第二に掲げるものを除く。）、ももたまな属

植物、ユーゲニア属植物、りんご属植物、ロリニア属植物及びあかてつ科

植物の生果実

四　インド、インドネシア、カンボジア、シ

ンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華

人民共和国、ネパール、パキスタン、バング

ラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブー

タン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシ

ア、ミャンマー、ラオス、アフガニスタン、

ウガンダ、エチオピア、カメルーン、ガンビ

ア、ギニア、ケニア、コートジボワール、コ

ンゴ共和国、コンゴ民主共和国、シエラレオ

ネ、スーダン、セーシェル、セネガル、ソマ

リア、タンザニア、トーゴ、ナイジェリア、

ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベ

ナン、マラウイ、マリ、南スーダン、モザン

ビーク、モーリシャス、レユニオン、オース

トラリア領クリスマス島、ソロモン、パプア

ニューギニア、ハワイ諸島、ミクロネシア

うり科植物（付表第十八に掲げるものを除く。）の生茎葉及び生果実並び

にアデニア・ホンダラ、アンノナ・セネガレンシス、いぬびわ、いぬほお

ずき、いんげんまめ、おおいたび、おおぶどうほおずき、カシューナッ

ツ、きだちとうがらし、きまめ、きんぎんなすび、くだものとけい、こだ

ちとまと、ごれんし、ささげ、スウィートオレンジ、ストリクノス・スピ

ノサ、ソラヌム・アエティオピクム、ソラヌム・アングイビ、ソラヌム・

セッシリフロルム、ソラヌム・トリロバツム、ソラヌム・マクロカルポ

ン、ソラヌム・リンナエアヌム、だいおうなすび、たまさんご、テトラス

ティグマ・レウコスタフィルム、とうがらし、トマト、なす、なつめ、パ

パイヤ（付表第一、第十一及び第十二に掲げるものを除く。）、ばんじろ

う、ふじまめ、ももたまな、やんばるなすび、ヒロセレウス属植物（イエ

ローピタヤ並びに付表第五十二及び第五十五に掲げるものを除く。）及び

マンゴウ属植物（付表第十五から第十七まで、第三十六、第四十八、第五

十、第五十七及び第六十一に掲げるものを除く。）の生果実

Ｂａｃｔｒ

ｏｃｅｒａ

　ｃｕｃｕ

ｒｂｉｔａ

ｅ（ウリミ

バエ）

五　インド、中華人民共和国、パキスタン、

アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラ

ン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、

欧州、アフリカ、アメリカ合衆国（ハワイ諸

島を除く。以下この表において同じ。）、カナ

ダ、アルゼンチン、ウルグアイ、コロンビア、

チリ、ブラジル、ペルー、ボリビア、メキシ

コ、オーストラリア、ニュージーランド

あんず、さくらんぼ（付表第十九から第二十一まで、第三十八及び第四十

四に掲げるものを除く。）、すもも（付表第三十七に掲げるものを除く。）、

まるめろ、もも（付表第二十二及び第二十三に掲げるものを除く。）、なし

属植物及びりんご属植物（付表第二十四、第二十五、第三十一及び第三十

四に掲げるものを除く。）の生果実並びにくるみ属植物の生果実及び核子

（付表第二十六に掲げるものを除く。）

Ｃｙｄｉａ

　ｐｏｍｏ

ｎｅｌｌａ

（ コ ド リ ン

ガ）

六　インド、インドネシア、カンボジア、シ

ンガポール、スリランカ、タイ、台湾、チャ

ゴス諸島、中華人民共和国、パキスタン、バ

ングラデシュ、東ティモール、フィリピン、

ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミ

ャンマー、モルディブ、ラオス、アフリカ、

アメリカ合衆国、ガイアナ、グアテマラ、西

インド諸島、ベネズエラ、ベリーズ、メキシ

コ、オーストラリア、オーストラリア領クリ

スマス島、ココス諸島、パプアニューギニア、

ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メ

ラネシア

おおばはまあさがお、あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属

植物の生茎葉及び生塊根等の地下部

Ｃｙｌａｓ

　ｆｏｒｍ

ｉｃａｒｉ

ｕｓ（アリ

モドキゾウ

ムシ）

七　中華人民共和国、アメリカ合衆国、ガイ

アナ、スリナム、西インド諸島、パラグアイ、

ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、

ペルー、ノーフォーク島、ハワイ諸島、ポリ

ネシア、ミクロネシア、メラネシア

あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊

根等の地下部

Ｅｕｓｃｅ

ｐｅｓ　ｐ

ｏｓｔｆａ

ｓｃｉａｔ

ｕｓ（イモ

ゾウムシ）

八　インド、ネパール、ブータン、トルコ、

欧州（アルバニア、キプロス、ギリシャ及び

ラトビアを除く。）、アルジェリア、チュニジ

ア、南アフリカ共和国、カナダ、ウルグアイ、

エクアドル、フォークランド諸島、ペルー、

ボリビア、ニュージーランド

なす科植物の生茎葉及び生塊茎等の地下部 Ｓｙｎｃｈ

ｙｔｒｉｕ

ｍ　ｅｎｄ

ｏｂｉｏｔ

ｉ ｃ ｕ ｍ

（ジャガイモ

がんしゆ病

菌）

九　中華人民共和国、イラク、イラン、トル

コ、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリ

ア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国（グ

レート・ブリテン及び北アイルランドに限る。

以下この表において同じ。）、エストニア、オ

ーストリア、オランダ、カザフスタン、北マ

ケドニア共和国、ギリシャ、キルギス、クロ

アチア、コソボ、ジョージア、スイス、スペ

イン、スロバキア、スロベニア、セルビア、

タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、

ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラル

ーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、

あざみ属植物、もうずいか属植物及びなす科植物の生茎葉 Ｌｅｐｔｉ

ｎｏｔａｒ

ｓａ　ｄｅ

ｃｅｍｌｉ

ｎｅａｔａ

（コロラドハ

ムシ）
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ポーランド、ポルトガル、モルドバ、モンテ

ネグロ、リトアニア、ルクセンブルク、ルー

マニア、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、

メキシコ

十　インド、インドネシア、スリランカ、パ

キスタン、フィリピン、イスラエル、イラン、

トルコ、レバノン、アイスランド、アイルラ

ンド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタ

リア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、

エストニア、オーストリア、オランダ、カザ

フスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、

クロアチア、ジョージア、スイス、スウェー

デン、スペイン、スロバキア、スロベニア、

タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、

トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、

フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラ

ルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビ

ナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モル

ドバ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブル

ク、ロシア、アルジェリア、ウガンダ、エジ

プト、カナリア諸島、ケニア、南アフリカ共

和国、ルワンダ、アメリカ合衆国、カナダ、

アルゼンチン、エルサルバドル、グアテマラ、

コスタリカ、チリ、ニカラグア、パナマ、ベ

ネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホ

ンジュラス、メキシコ、オーストラリア、ニ

ュージーランド

あかざ属植物及びなす科植物（付表第四十六に掲げるものを除く。）の生

塊茎等の地下部

Ｇｌｏｂｏ

ｄｅｒａ　

ｒｏｓｔｏ

ｃｈｉｅｎ

ｓｉｓ（ジ

ャガイモシ

ストセンチ

ュウ）

十一　インド、パキスタン、トルコ、アイス

ランド、アイルランド、アゼルバイジャン、

アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベ

キスタン、英国、エストニア、オーストリア、

オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシ

ャ、キルギス、ジョージア、スイス、スウェ

ーデン、スペイン、スロベニア、タジキスタ

ン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメ

ニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フィン

ランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、

ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポー

ランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、ラ

トビア、リトアニア、ロシア、アルジェリア、

カナリア諸島、ケニア、モロッコ、アメリカ

合衆国、カナダ、エクアドル、コスタリカ、

コロンビア、チリ、パナマ、フォークランド

諸島、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ニュ

ージーランド

なす科植物（付表第四十六に掲げるものを除く。）の生塊茎等の地下部 Ｇｌｏｂｏ

ｄｅｒａ　

ｐａｌｌｉ

ｄａ（ジャ

ガイモシロ

シストセン

チュウ）

十二　ミャンマー、アラブ首長国連邦、イエ

メン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、

トルコ、ヨルダン、レバノン、欧州（オラン

ダ及びキプロスを除く。）、アルジェリア、エ

ジプト、チュニジア、南アフリカ共和国、モ

ロッコ、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、

アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、

キューバ、グアテマラ、コスタリカ、ジャマ

イカ、ドミニカ共和国、ニカラグア、ハイチ、

プエルトリコ、ブラジル、ベネズエラ、ホン

ジュラス、メキシコ、オーストラリア（タス

マニアを除く。）

なす科植物（付表第二十七、第三十、第四十二、第四十七及び第六十二に

掲げるものを除く。）の生茎葉及び生果実

Ｐｅｒｏｎ

ｏｓｐｏｒ

ａ　ｔａｂ

ａｃｉｎａ

（タバコべと

病菌）

十三　アメリカ合衆国、ハワイ諸島 アボカド、アルファルファ、いんげんまめ、インディゴフェラ・ヒルス

タ、おくら、きだちとうがらし、こしよう、さつまいも、さとうきび、す

いか、だいこん、だいず、テーダまつ、とうがらし、とうもろこし、トマ

ト、にがうり、パインアップル、ピヌス・エリオッティ、ペポかぼちや、

メロン、らつかせい（さやのない種子を除く。）、リーキ、れいし、アンス

リューム属植物（付表第四十九に掲げるものを除く。）、バショウ属植物、

ふだんそう属植物及びみかん科植物の生植物の地下部

Ｒａｄｏｐ

ｈｏｌｕｓ

　ｃｉｔｒ

ｏｐｈｉｌ

ｕｓ（カン

キツネモグ

リセンチュ

ウ）
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十四　イスラエル、イラク、シリア、トルコ、

レバノン、欧州、アルジェリア、チュニジア、

モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、ニュー

ジーランド

おおむぎ属植物、こむぎ属植物、らいこむぎ属植物及びらいむぎ属植物の

茎葉（つと、こもその他これらに準ずる加工品を含む。付表第二十八及び

第三十三において「むぎわら」という。）並びにかもじぐさ属植物の茎葉

（付表第二十八及び第三十三に掲げるものを除く。）

Ｍａｙｅｔ

ｉｏｌａ　

ｄｅｓｔｒ

ｕｃｔｏｒ

（ヘシアンバ

エ）

十五　朝鮮半島及び台湾を除く諸外国 いね、いねわら（かます、むしろその他これらに準ずる加工品を含む。以

下同じ。）（付表第二十九に掲げるものを除く。）、もみ及びもみがら

Ｂａｌａｎ

ｓｉａ　ｏ

ｒｙｚａｅ

－ｓａｔｉ

ｖａｅ（イ

ネミイラ穂

病菌）

Ｄｉｔｙｌ

ｅｎｃｈｕ

ｓ　ａｎｇ

ｕｓｔｕｓ

（イネクキセ

ンチュウ）

Ｘａｎｔｈ

ｏｍｏｎａ

ｓ　ｏｒｙ

ｚａｅ　ｐ

ｖ．　ｏｒｙ

ｚｉｃｏｌ

ａ（イネ条

斑細菌病菌）

その他の日

本に産しな

い各種の検

疫有害動植

物

十六　大韓民国、中華人民共和国、イスラエ

ル、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レ

バノン、アイルランド、アルバニア、アルメ

ニア、イタリア、ウクライナ、英国、オース

トリア、オランダ、カザフスタン、北マケド

ニア共和国、キプロス、ギリシャ、キルギス、

クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、

スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロ

ベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ド

イツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンラン

ド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベ

ルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーラ

ンド、ポルトガル、モルドバ、モンテネグロ、

ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、

ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア、アル

ジェリア、エジプト、チュニジア、モロッコ、

アメリカ合衆国、カナダ、グアテマラ、バミ

ューダ諸島、メキシコ、ニュージーランド

かりん、しじみばな、せいようかりん、びわ、まるめろ、ロサ・カニナ、

アロニア属植物、かなめもち属植物、クラタエゴメスピルス属植物、ざい

ふりぼく属植物、さんざし属植物、しやりんとう属植物、しやりんばい属

植物、ストランウァエシア属植物、てんのうめ属植物、ディコトマンサス

属植物、ときわさんざし属植物、ドキニア属植物、なし属植物、ななかま

ど属植物、ヘテロメレス属植物、ペラフィラム属植物、ぼけ属植物及びり

んご属植物（付表第二十四、第二十五及び第三十一に掲げるものを除く。）

の生植物（種子を除き、生果実、花及び花粉を含む。）

Ｅｒｗｉｎ

ｉａ　ａｍ

ｙｌｏｖｏ

ｒａ（火傷

病菌）

十七　インド、インドネシア、カンボジア、

スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、

ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東

ティモール、フィリピン、ブータン、ベトナ

ム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、イエ

メン、イラン、オマーン、サウジアラビア、

アフリカ、アメリカ合衆国、アメリカ領バー

ジン諸島、アルゼンチン、エルサルバドル、

キューバ、グアテマラ、グアドループ、コス

タリカ、コロンビア、ジャマイカ、ドミニカ、

ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニ

カラグア、パナマ、パラグアイ、バルバドス、

プエルトリコ、ベネズエラ、ベリーズ、ホン

ジュラス、マルティニーク、メキシコ、ブラ

ジル、パプアニューギニア

アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデン

デュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロン

シラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲ

コウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシ

カ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ及びさるかけみかん属植物

の生植物（種子及び果実を除く。）

Ｃａｎｄｉ

ｄａｔｕｓ

　Ｌｉｂｅ

ｒｉｂａｃ

ｔｅｒ　ａ

ｆｒｉｃａ

ｎｕｓ（カ

ンキツグリ

ーニング病

菌アフリカ

型）

Ｃａｎｄｉ

ｄａｔｕｓ

　Ｌｉｂｅ

ｒｉｂａｃ

ｔｅｒ　ａ

ｍｅｒｉｃ
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ａ ｎ ｕ ｓ

（カンキツグ

リーニング

病菌アメリ

カ型）

Ｃａｎｄｉ

ｄａｔｕｓ

　Ｌｉｂｅ

ｒｉｂａｃ

ｔｅｒ　ａ

ｓｉａｔｉ

ｃｕｓ（カ

ンキツグリ

ーニング病

菌アジア型）

十八　アルゼンチン、ウルグアイ、エクアド

ル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマラ、

コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニ

ダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、パラ

グアイ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネ

ズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホン

ジュラス、メキシコ

あかてつ、アビウ、あんず、イエローピタヤ（付表第八十五に掲げるもの

を除く。）、いちじく、カンポマネシア・キサントカルパ、キウイフルー

ツ、くだものとけい、クリソフィルム・ゴノカルプム、こだちとまと、ご

れんし、さくらんぼ、ざくろ、サポジラ、ジジフス・ジョアゼイロ、ズエ

ラニア・グイドニア、すもも、せいようなし、パパイヤ（付表第八十四に

掲げるものを除く。）、びわ、フェイジョア、まるきんかん、マンゴウ（付

表第四十三、第五十一、第五十三及び第八十七に掲げるものを除く。）、も

も、ももたまな、かき属植物、きいちご属植物（付表第八十二に掲げるも

のを除く。）、コーヒーノキ属植物、すのき（こけもも）属植物（付表第八

十三に掲げるものを除く。）、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばん

れいし属植物、ぶどう属植物（付表第七十九及び第八十に掲げるものを除

く。）、ふともも属植物、みかん属植物（ライム及びレモン並びに付表第三

十九、第六十五及び第八十一に掲げるものを除く。）、ユーゲニア属植物及

びりんご属植物の生果実

Ａｎａｓｔ

ｒｅｐｈａ

　ｆｒａｔ

ｅｒｃｕｌ

ｕｓ（ミナ

ミアメリカ

ミバエ）

十九　アルゼンチン、エクアドル、コロンビ

ア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズ

エラ、ペルー、ボリビア

すいか、ゆうがお、かぼちや属植物及びきゆうり属植物の生果実 Ａｎａｓｔ

ｒｅｐｈａ

　ｇｒａｎ

ｄｉｓ

二十　エルサルバドル、グアテマラ、コスタ

リカ、ニカラグア、パナマ、ベリーズ、ホン

ジュラス、メキシコ

カシューナッツ、くだものとけい、ざくろ、せいようなし、フェイジョ

ア、ふともも、マメーサポテ、マメーリンゴ、まるめろ、マンゴウ（付表

第八十七に掲げるものを除く。）、もも、モンビン、ロコトとうがらし、か

き属植物、カシミロア属植物、コーヒーノキ属植物、ばんじろう属植物、

ばんれいし属植物及びみかん属植物（ライム及びレモン並びに付表第八十

六に掲げるものを除く。）の生果実

Ａｎａｓｔ

ｒｅｐｈａ

　ｌｕｄｅ

ｎｓ（メキ

シコミバエ）

二十一　エクアドル、エルサルバドル、ガイ

アナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、

スリナム、ニカラグア、西インド諸島、パナ

マ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ベ

リーズ、ペルー、ホンジュラス、メキシコ

アセロラ、アーモンド、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すもも、せ

いようなし、びわ、マヤナッツ、マンゴウ（付表第四十三、第五十一、第

五十三及び第八十七に掲げるものを除く。）、あかてつ属植物、かき属植

物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ふともも属植物及びユーゲニ

ア属植物の生果実

Ａｎａｓｔ

ｒｅｐｈａ

　ｏｂｌｉ

ｑｕａ（ニ

シインドミ

バエ）

二十二　アメリカ合衆国（フロリダ州に限る

。）、西インド諸島、フランス領ギアナ

アキー、アセロラ、クリソバラヌス・イカコ、ごれんし、サポジラ、ジャ

ボチカバ、すいしようがき、すもも、ながきんかん、びわ、マンゴウ、も

も、ももたまな、りんご、かき属植物、なし属植物、にんめんし属植物、

ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、みかん属植物

（ライム及びレモンを除く。）及びユーゲニア属植物の生果実（付表第八十

八に掲げるものを除く。）

Ａｎａｓｔ

ｒｅｐｈａ

　ｓｕｓｐ

ｅ ｎ ｓ ａ

（カリブミバ

エ）

二十三　エクアドル、エルサルバドル、オラ

ンダ領アンティル、ガイアナ、グアテマラ、

コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニ

ダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、パラ

グアイ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネ

ズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホン

ジュラス、メキシコ

アセロラ、アビウ、アラビアコーヒー、インガ・エドゥリス、インガ・ベ

ルティナ、カシューナッツ、カリオカル・グラブルム、カリコルプス・モ

リツジアヌス、カンポマネシア・コルニフォリア、くだものとけい、コウ

マ・ウティリス、コガネモンビン、こすたりかばんじろう、ごれんし、す

いしようがき、スウィートオレンジ（付表第八十六に掲げるものを除く。）

、スポンディアス・ドゥルキス、たちばなあでく、ディオスピロス・ディ

ジナ、てりはばんじろう、ナンセ、バカバやし、パパイヤ、パラハンコル

ニア・アマパ、ぱらみつ、ばんじろう、プシディウム・アクタングルム、

プシディウム・グイネエンセ、プシディウム・ケンネディアヌム、プシデ

ィウム・サルトリアヌム、プシディウム・ラルオッテアヌム、ベルキア・

グロッスラリオイデス、ベルキア・ディコトマ、ベルキア・ペンタメラ、

ポウテリア・トルタ、まれいふともも、マンゴウ（付表第四十三、第五十

一、第五十三及び第八十七に掲げるものを除く。）、モンビン、ユーゲニ

Ａｎａｓｔ

ｒｅｐｈａ

　ｓｔｒｉ

ａｔａ
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ア・スティピタタ、ユーゲニア・リグストリナ、ユーゲニア・ルスクナテ

ィアナ、れんぶ及びロリニア・ムコサの生果実

付表

一　ハワイ諸島から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるソロ種のパパイヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適

合しているもの

二　オーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合し

ているもの

三　オランダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるおらんだいちご、とうがらし、トマト、なす及びぶどうの生果実であ

つて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

四　南アフリカ共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロ

テア種のスウィートオレンジ、レモン、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合

しているもの

五　エスワティニから発送され、南アフリカ共和国を経由し、かつ、他の地域を経由しないで輸入されるバレンシア種、ワシントンネ

ーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実であつて農林水産大

臣が定める基準に適合しているもの

六　イスラエルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるシャムテ種及びバレンシア種のスウィートオレンジ、グレープフル

ーツ、スウィーティ、ポメロ、レモン並びにオアの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

七　オーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるカンキツ属植物の生果実であつて農林水産大臣が定める基準に

適合しているもの

八　スペインから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるレモン、クレメンティン並びにネーブル種、バレンシア種及びサルス

ティアーナ種のスウィートオレンジの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

九　削除

十　台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるポンカン、タンカン、リュウチン種のスウィートオレンジ及びポメロの生

果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

十一　台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるソロ種及び台農二号種のパパイヤの生果実であつて農林水産大臣が定め

る基準に適合しているもの

十二　フィリピンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるソロ種のパパイヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に

適合しているもの

十三　台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるれいしの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

十四　中華人民共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるれいしの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合し

ているもの

十五　フィリピンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマニラスーパー種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定

める基準に適合しているもの

十六　台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアーヴィン種、カイト種及びハーディン種のマンゴウの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

十七　タイから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるキオウサウェイ種、チョークアナン種、ナンカンワン種、ナンドクマイ

種、ピムセンダン種、マハチャノ種及びラッド種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

十八　中華人民共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるかぼちや及びメロンの生果実であつて農林水産大臣が定める

基準に適合しているもの

十九　アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適

合しているもの

二十　カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合してい

るもの

二十一　ニュージーランドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準

に適合しているもの

二十二　アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるネクタリンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に

適合しているもの

二十三　ニュージーランドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるファイアブライト種、ファンタジア種及びレッドゴール

ド種のネクタリンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

二十四　ニュージーランドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適

合しているもの

二十五　アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合

しているもの

二十六　アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるくるみの核子であつて農林水産大臣が定める基準に適合し

ているもの

二十七　カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実

二十八　アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入される乾草に混入したむぎわら及びかもじぐさ属植物の茎葉であ

つて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

二十九　中華人民共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるいねわらであつて農林水産大臣の定める基準に適合してい

るもの

三十　アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実

三十一　フランスから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるゴールデンデリシャス種のりんごの生果実であつて農林水産大臣

が定める基準に適合しているもの

三十二　台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入される巨峰種及びイタリア種のぶどうの生果実であつて農林水産大臣が定め

る基準に適合しているもの

三十三　カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるむぎわら及びかもじぐさ属植物の茎葉であつて農林水産大臣が定め

る基準に適合しているもの
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三十四　オーストラリアのタスマニアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりんごの生果実であつて農林水産大臣が定め

る基準に適合しているもの

三十五　削除

三十六　ハワイ諸島から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるケイト種及びヘイデン種のマンゴウの生果実であつて農林水産

大臣が定める基準に適合しているもの

三十七　アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるせいようすもも及びにほんすももの生果実であつて農林水

産大臣が定める基準に適合しているもの

三十八　チリから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合してい

るもの

三十九　アルゼンチンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるグレープフルーツ、スウィートオレンジ（バレンシア種、サ

ルスティアーナ種、ラネラーテ種及びワシントンネーブル種のものに限る。）、レモン、エレンデール、クレメンティン、ノバ及びマ

ーコットの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

四十　タイから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンゴスチンの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合してい

るもの

四十一　イスラエルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトライアンフ種のかきの生果実であつて農林水産大臣が定める

基準に適合しているもの

四十二　ベルギーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合してい

るもの

四十三　ブラジルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるケント種及びトミーアトキンス種のマンゴウの生果実であつて農

林水産大臣が定める基準に適合しているもの

四十四　オーストラリアのタスマニアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が

定める基準に適合しているもの

四十五　イタリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるタロッコ種、サンギネロ種及びモロ種のスウィートオレンジの生

果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

四十六　アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるばれいしよの生塊茎であつて農林水産大臣が定める基準に

適合しているもの

四十七　メキシコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実

四十八　インドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアルフォンソ種、ケサー種、チョウサ種、バンガンパリ種、マリカ

種及びラングラ種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

四十九　ハワイ諸島から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアンスリューム属植物の生植物の地下部であつて農林水産大臣

が定める基準に適合しているもの

五十　マレーシアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハルマニス種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める

基準に適合しているもの

五十一　コロンビアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトミーアトキンス種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣

が定める基準に適合しているもの

五十二　ベトナムから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるヒロセレウス・ウンダーツス及びヒロセレウス・ウンダーツスと

ヒロセレウス・コスタリケンシスとの交雑種の生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

五十三　ペルーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるケント種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に

適合しているもの

五十四　南アフリカ共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるバーリンカ種のぶどうの生果実であつて農林水産大臣が

定める基準に適合しているもの

五十五　台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるヒロセレウス属植物（ヒロセレウス・ウンダーツス、ヒロセレウス・

コスタリケンシス及びヒロセレウス・ポリリズス並びにこれらの交雑種に限る。）の生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適

合しているもの

五十六　トルコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるオレンジその他のシトラス・シネンシス、マンダリンとオレンジと

の交雑種その他のシトラス・レティクラタとシトラス・シネンシスとの交雑種、レモンその他のシトラス・リモン、グレープフルー

ツその他のシトラス・パラディシ及びマンダリンその他のシトラス・レティクラタの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適

合しているもの

五十七　パキスタンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるシンドリ種及びチョウサ種のマンゴウの生果実であつて農林水

産大臣が定める基準に適合しているもの

五十八　タイから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトーンディー種のポメロの生果実であつて農林水産大臣が定める基準

に適合しているもの

五十九　オーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるぶどう（ウィティス・ウィニフェラに限る。）の生果実で

あつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

六十　ペルーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合

しているもの

六十一　ベトナムから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるカッチュー種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める

基準に適合しているもの

六十二　カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるとうがらしの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合して

いるもの

六十三　台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるいんどなつめの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合して

いるもの

六十四　オーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実であつて農林水産大臣が定める

基準に適合しているもの

六十五　ペルーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるうんしゆうみかんの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適

合しているもの

六十六　アフリカを除く地域から発送され、アフリカを経由しないで輸入されるコロシントうりの生果実
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六十七　アフリカを除く地域から発送され、アフリカを経由しないで輸入されるせいようかぼちやの生果実

六十八　アフリカを除く地域から発送され、アフリカを経由しないで輸入されるペポかぼちやの生果実

六十九　アフリカを除く地域から発送され、アフリカを経由しないで輸入されるゆうがおの生果実

七十　コロンビアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に

適合しているもの

七十一　ベトナムから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるティエウ種のれいしの生果実であつて農林水産大臣が定める基準

に適合しているもの

七十二　イスラエルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実であつて農林水産大臣が定める基準

に適合しているもの

七十三　エジプトから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるオレンジその他のシトラス・シネンシス、マンダリンとオレンジ

との交雑種その他のシトラス・レティクラタとシトラス・シネンシスとの交雑種、レモンその他のシトラス・リモン、グレープフル

ーツその他のシトラス・パラディシ、マンダリンその他のシトラス・レティクラタ及びクレメンティンその他のシトラス・クレメン

ティナの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

七十四　アフリカを除く地域から発送され、アフリカを経由しないで輸入されるケドロスティス・ヒルテラの生果実

七十五　アフリカを除く地域から発送され、アフリカを経由しないで輸入されるとかどへちまの生果実

七十六　アフリカを除く地域から発送され、アフリカを経由しないで輸入されるへちまの生果実

七十七　ベトナムから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりゆうがんの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合し

ているもの

七十八　モロッコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンダリンその他のシトラス・レティクラタ及びクレメンティン

その他のシトラス・クレメンティナの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

七十九　ペルーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるぶどう（ウィティス・ウィニフェラに限る。）の生果実であつて農

林水産大臣が定める基準に適合しているもの

八十　メキシコから発送され、別表二の十八の項に掲げる地域を経由しないで輸入されるぶどう属植物の生果実

八十一　メキシコから発送され、別表二の十八の項に掲げる地域を経由しないで輸入されるみかん属植物の生果実

八十二　メキシコから発送され、別表二の十八の項に掲げる地域を経由しないで輸入されるきいちご属植物の生果実

八十三　メキシコから発送され、別表二の十八の項に掲げる地域を経由しないで輸入されるすのき（こけもも）属植物の生果実

八十四　メキシコから発送され、別表二の十八の項に掲げる地域を経由しないで輸入されるパパイヤの生果実

八十五　コロンビアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるイエローピタヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に

適合しているもの

八十六　メキシコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるグレープフルーツ、スウィートオレンジ、マンダリン及びミネオ

ラの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

八十七　メキシコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合して

いるもの

八十八　アメリカ合衆国のフロリダ州から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアキー、アセロラ、クリソバラヌス・イカ

コ、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すいしようがき、すもも、ながきんかん、マンゴウ、もも、ももたまな、りんご、かき属

植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、みかん属植物（ライム及びレモンを除く。）及

びユーゲニア属植物の生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

八十九　南アフリカ共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実であつて農林水産大臣が定め

る基準に適合しているもの

別表二の二（第九条関係）

地域 植物 基準

一　アメリカ合衆国（ハワイ諸

島を除く。以下この表において

同じ。）、カナダ、エクアドル、

エルサルバドル、グアテマラ、

コロンビア、ニカラグア、ペル

ー、ホンジュラス、メキシコ、

ニュージーランド、ノーフォー

ク島

アルファルファ、おおせんなり、さつまいも、しろば

なようしゆちようせんあさがお、せいようひるがお、

そらまめ、こだちとまと、たばこ、てんさい、とうも

ろこし、トマト、においひば、はつかだいこん、ひま

わり、レタス、くこ属植物、とうがらし属植物、なす

属植物及びほおずき属植物の生茎葉及び生果実

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、Ｂａ

ｃｔｅｒｉｃｅｒａ　ｃｏｃｋｅｒｅｌｌｉ

を発見するために適切と認められる方法によ

る検査が行われ、かつ、Ｂａｃｔｅｒｉｃｅ

ｒａ　ｃｏｃｋｅｒｅｌｌｉに侵されていな

いこと（Ｂａｃｔｅｒｉｃｅｒａ　ｃｏｃｋ

ｅｒｅｌｌｉについて消毒を行つた場合は、

その旨を含む。）が特記されていること。

二　インド、中華人民共和国

（香港を除く。以下この表におい

て同じ。）、ネパール、モンゴル、

アフガニスタン、イスラエル、

イラン、トルコ、レバノン、ア

ゼルバイジャン、アルメニア、

イタリア、ウズベキスタン、オ

ーストリア、オランダ、カザフ

スタン、ジョージア、スイス、

スウェーデン、スペイン、スロ

バキア、スロベニア、セルビア、

タジキスタン、チェコ、ドイツ、

ノルウェー、ハンガリー、フィ

エリシムム・ケイラントイデス、おらんだぜり、ぐん

ばいなずな、しろざ、しろばなようしゆちようせんあ

さがお、せいようとげあざみ、せいようのだいこん、

せいようひるがお、たまねぎ、てんさい、なずな、に

んじん、のぼろぎく、はつかだいこん、ぶたくさ、あ

ぶらな属植物及びなす属植物の生茎葉

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、Ｂａ

ｃｔｅｒｉｃｅｒａ　ｎｉｇｒｉｃｏｒｎｉ

ｓを発見するために適切と認められる方法に

よる検査が行われ、かつ、Ｂａｃｔｅｒｉｃ

ｅｒａ　ｎｉｇｒｉｃｏｒｎｉｓに侵されて

いないこと（Ｂａｃｔｅｒｉｃｅｒａ　ｎｉ

ｇｒｉｃｏｒｎｉｓについて消毒を行つた場
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ンランド、フランス、ブルガリ

ア、ベルギー、ポーランド、リ

トアニア、ルーマニア、ロシア、

アルジェリア、チュニジア、モ

ロッコ

合は、その旨を含む。）が特記されているこ

と。

三　アメリカ合衆国、カナダ、

エルサルバドル、グアテマラ、

ニカラグア、メキシコ、グアム

いんげんまめ、キノア、さつまいも、すいか、だいず、

トマト、なす、ばれいしよ、らつかせい、かぼちや属

植物及びきゆうり属植物の生植物（種子及び果実を除

く。）であつて栽培の用に供するもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、Ｄｉ

ａｂｒｏｔｉｃａ　ｕｎｄｅｃｉｍｐｕｎｃ

ｔａｔａ（ジュウイチホシウリハムシ）を発

見するために適切と認められる方法による検

査が行われ、かつ、Ｄｉａｂｒｏｔｉｃａ　

ｕｎｄｅｃｉｍｐｕｎｃｔａｔａ（ジュウイ

チホシウリハムシ）に侵されていないことが

特記されていること。

四　ポルトガル、南アフリカ共

和国、アメリカ合衆国、アルゼ

ンチン、ウルグアイ、チリ、ブ

ラジル、ペルー、オーストラリ

ア、ニュージーランド

アルファルファ、おらんだいちご、さつまいも、たま

ねぎ、ばれいしよ、ムクナ・プルリエンス、もも、ら

つかせい、きいちご属植物、しやじくそう属植物、ぶ

どう属植物及びやなぎ属植物の生植物（種子及び果実

を除く。）であつて栽培の用に供するもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、Ｎａ

ｕｐａｃｔｕｓ　ｌｅｕｃｏｌｏｍａ（シロ

ヘリクチブトゾウムシ）を発見するために適

切と認められる方法による検査が行われ、か

つ、Ｎａｕｐａｃｔｕｓ　ｌｅｕｃｏｌｏｍ

ａ（シロヘリクチブトゾウムシ）に侵されて

いないことが特記されていること。

五　アイルランド、イタリア、

英国（グレート・ブリテン及び

北アイルランドに限る。以下こ

の表において同じ。）、エストニ

ア、オーストリア、北マケドニ

ア共和国、クロアチア、コソボ、

スイス、スウェーデン、スロバ

キア、スロベニア、セルビア、

チェコ、デンマーク、ドイツ、

ノルウェー、ハンガリー、フィ

ンランド、フランス、ブルガリ

ア、ベラルーシ、ベルギー、ボ

スニア・ヘルツェゴビナ、ポー

ランド、モルドバ、モンテネグ

ロ、ラトビア、リトアニア、ル

クセンブルク、ルーマニア、ロ

シア、アメリカ合衆国、カナダ、

ニュージーランド

おおみのつるこけもも、せいようはつか、ひまわり、

べいまつ、ヨーロッパきいちご、いちい属植物、おら

んだいちご属植物、からまつ属植物、くろべ属植物、

つが属植物、とうひ属植物、にしきぎ属植物、はしば

み属植物、ふだんそう属植物、まつ属植物及びもみ属

植物の生植物（種子及び果実を除く。）であつて栽培の

用に供するもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、Ｏｔ

ｉｏｒｈｙｎｃｈｕｓ　ｏｖａｔｕｓ（イチ

ゴクチブトゾウムシ）を発見するために適切

と認められる方法による検査が行われ、かつ、

Ｏｔｉｏｒｈｙｎｃｈｕｓ　ｏｖａｔｕｓ

（イチゴクチブトゾウムシ）に侵されていない

ことが特記されていること。

六　インド、インドネシア、カ

ンボジア、シンガポール、スリ

ランカ、タイ、中華人民共和国、

ネパール、パキスタン、バング

ラデシュ、フィリピン、ブータ

ン、ベトナム、香港、マレーシ

ア、ミャンマー、モルディブ、

ラオス、アラブ首長国連邦、イ

エメン、イラン、オマーン、ウ

ガンダ、エスワティニ、ケニア、

ジンバブエ、セーシェル、タン

ザニア、南アフリカ共和国、ア

メリカ合衆国、バミューダ諸島、

アルゼンチン、エクアドル、エ

ルサルバドル、ガイアナ、グア

テマラ、コスタリカ、コロンビ

ア、スリナム、ニカラグア、西

インド諸島、パナマ、ブラジル、

フランス領ギアナ、ベネズエラ、

アボカド、カシューナッツ、カヤ・イボレンシス、く

だものとけい、げつけいじゆ、ココやし、ごれんし、

ざくろ、サポジラ、しようが、パパイヤ、ばんじろう、

ブクスス・センペルウィレンス、まるめろ、マンゴウ、

れいし、くわ属植物、ケストルム属植物、げつきつ属

植物、コーヒーノキ属植物、なし属植物、はこやなぎ

属植物、ばしよう属植物、ばら属植物、ばんれいし属

植物、ぶどう属植物、ふよう属植物、プルメリア属植

物、みかん属植物及びユーゲニア属植物の生植物（種

子、果実及び地下部を除く。）であつて栽培の用に供す

るもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、栽培

地においてＡｌｅｕｒｏｃａｎｔｈｕｓ　ｗ

ｏｇｌｕｍｉ（ミカンクロトゲコナジラミ）

を発見するために適切と認められる方法によ

る検査が行われ、かつ、Ａｌｅｕｒｏｃａｎ

ｔｈｕｓ　ｗｏｇｌｕｍｉ（ミカンクロトゲ

コナジラミ）に侵されていないことが特記さ

れていること。
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ベリーズ、メキシコ、オースト

ラリア領クリスマス島、パプア

ニューギニア、ハワイ諸島

七　インド、台湾、中華人民共

和国、ネパール、パキスタン、

バングラデシュ、ミャンマー、

アフガニスタン、アラブ首長国

連邦、イエメン、イスラエル、

イラク、イラン、カタール、サ

ウジアラビア、シリア、トルコ、

ヨルダン、アゼルバイジャン、

アルバニア、アルメニア、イタ

リア、ウクライナ、ウズベキス

タン、英国、英領チャネル諸島、

オーストリア、オランダ、カザ

フスタン、北マケドニア共和国、

キプロス、ギリシャ、キルギス、

クロアチア、コソボ、ジョージ

ア、スイス、スペイン、スロバ

キア、スロベニア、セルビア、

タジキスタン、チェコ、ドイツ、

トルクメニスタン、ノルウェー、

ハンガリー、フランス、ブルガ

リア、ベルギー、ボスニア・ヘ

ルツェゴビナ、ポルトガル、マ

ルタ、モルドバ、モンテネグロ、

リトアニア、ルーマニア、ロシ

ア、アフリカ、アルゼンチン、

ウルグアイ、エクアドル、コス

タリカ、コロンビア、チリ、ハ

イチ、パナマ、パラグアイ、ブ

ラジル、ベネズエラ、ペルー、

ボリビア

いんげんまめ、きだちたばこ、しまほおずき、しろば

なようしゆちようせんあさがお、たばこ、つのみちよ

うせんあさがお、とうがらし、トマト、はこべほおず

き、くこ属植物及びなす属植物の生茎葉並びにしまほ

おずき及びトマトの生果実

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、栽培

地においてＴｕｔａ　ａｂｓｏｌｕｔａ（ト

マトキバガ）を発見するために適切と認めら

れる方法による検査が行われ、かつ、Ｔｕｔ

ａ　ａｂｓｏｌｕｔａ（トマトキバガ）に侵

されていないことが特記されていること。

八　トルコ、オランダ、スウェ

ーデン、ドイツ、フランス、ベ

ルギー、ポルトガル、南アフリ

カ共和国、アメリカ合衆国、ア

ルゼンチン、メキシコ

エリカ・キネレア、きくごぼう、キミキフガ・ラケモ

サ、てんさい、どいつあやめ、トマト、にんじん、ば

れいしよ、ポテンティラ・フルティコサ、ヨーロッパ

しらかんば、ロニケラ・クシロステウム、かえで属植

物及びこまくさ属植物の生植物の地下部であつて栽培

の用に供し得るもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、栽培

地においてＭｅｌｏｉｄｏｇｙｎｅ　ｃｈｉ

ｔｗｏｏｄｉ（コロンビアネコブセンチュウ）

を発見するために適切と認められる方法によ

る検査が行われ、かつ、Ｍｅｌｏｉｄｏｇｙ

ｎｅ　ｃｈｉｔｗｏｏｄｉ（コロンビアネコ

ブセンチュウ）に侵されていないことが特記

されていること。

九　大韓民国、パキスタン、イ

スラエル、イラク、イラン、シ

リア、トルコ、ヨルダン、アイ

ルランド、アゼルバイジャン、

アルバニア、アルメニア、イタ

リア、ウクライナ、ウズベキス

タン、英国、エストニア、オー

ストリア、オランダ、カザフス

タン、北マケドニア共和国、ギ

リシャ、キルギス、クロアチア、

コソボ、ジョージア、スイス、

スウェーデン、スペイン、スロ

バキア、スロベニア、セルビア、

タジキスタン、チェコ、デンマ

ーク、ドイツ、トルクメニスタ

ン、ハンガリー、フィンランド、

フランス、ブルガリア、ベラル

ーシ、ベルギー、ポーランド、

ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポ

ルトガル、モルドバ、モンテネ

グロ、ラトビア、リトアニア、

しよくようだいおう、トマト、ほうれんそう、あぶら

な属植物及びふだんそう属植物の生植物の地下部であ

つて栽培の用に供し得るもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、栽培

地においてＨｅｔｅｒｏｄｅｒａ　ｓｃｈａ

ｃｈｔｉｉ（テンサイシストセンチュウ）を

発見するために適切と認められる方法による

検査が行われ、かつ、Ｈｅｔｅｒｏｄｅｒａ

　ｓｃｈａｃｈｔｉｉ（テンサイシストセン

チュウ）に侵されていないことが特記されて

いること。
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ルーマニア、ロシア、エジプト、

カーボベルデ、カナリア諸島、

ガンビア、セネガル、南アフリ

カ共和国、モロッコ、リビア、

アメリカ合衆国、カナダ、チリ、

ペルー、メキシコ、オーストラ

リア、ニュージーランド、ハワ

イ諸島

十　インドネシア、英国、オラ

ンダ、スイス、フランス、ベル

ギー、オーストラリア、ニュー

ジーランド

アスパラガス、いろはもみじ、おらんだいちご、きく

ごぼう、きんぐさり、てんさい、トマト、にんじん、

ばれいしよ、ゆきげゆり、ようしゆとりかぶと、ヨー

ロッパしらかんば、リーキ、ロニケラ・クシロステウ

ム及びこまくさ属植物の生植物の地下部であつて栽培

の用に供し得るもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、栽培

地においてＭｅｌｏｉｄｏｇｙｎｅ　ｆａｌ

ｌａｘ（ニセコロンビアネコブセンチュウ）

を発見するために適切と認められる方法によ

る検査が行われ、かつ、Ｍｅｌｏｉｄｏｇｙ

ｎｅ　ｆａｌｌａｘ（ニセコロンビアネコブ

センチュウ）に侵されていないことが特記さ

れていること。

十一　インド、アゼルバイジャ

ン、アルメニア、ウクライナ、

ウズベキスタン、英国、エスト

ニア、オランダ、カザフスタン、

キルギス、ジョージア、タジキ

スタン、トルクメニスタン、フ

ィンランド、ベラルーシ、モル

ドバ、ラトビア、リトアニア、

ロシア、アメリカ合衆国、アル

ゼンチン、エクアドル、チリ、

ペルー、ボリビア、メキシコ

アトリプレクス・コンフェルティフォリア、いんげん

まめ、オプンティア・トルティスピナ、オプンティ

ア・フラギリス、おらんだふうろ、きゆうり、サルソ

ラ・カリ、しろざ、すべりひゆ、だいこん、てんにん

ぎく、とうがらし、トマト、はまびし、ばらもんじん、

ばれいしよ、ペポかぼちや、ほうきぎ、ほうれんそう、

マミラリア・ビビパラ、あぶらな属植物及びふだんそ

う属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得

るもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、栽培

地においてＮａｃｏｂｂｕｓ　ａｂｅｒｒａ

ｎｓ（ニセネコブセンチュウ）を発見するた

めに適切と認められる方法による検査が行わ

れ、かつ、Ｎａｃｏｂｂｕｓ　ａｂｅｒｒａ

ｎｓ（ニセネコブセンチュウ）に侵されてい

ないことが特記されていること。

十二　インド、インドネシア、

シンガポール、スリランカ、タ

イ、中華人民共和国、パキスタ

ン、バングラデシュ、フィリピ

ン、ベトナム、香港、マレーシ

ア、オマーン、英国、オランダ、

デンマーク、ドイツ、フランス、

ベルギー、ポーランド、ウガン

ダ、エジプト、エチオピア、ガ

ーナ、ガボン、カメルーン、ギ

ニア、ケニア、コートジボワー

ル、コンゴ民主共和国、ザンビ

ア、ジンバブエ、スーダン、セ

ネガル、ソマリア、タンザニア、

ナイジェリア、マダガスカル、

マラウイ、南アフリカ共和国、

南スーダン、モザンビーク、レ

ユニオン、アメリカ合衆国、カ

ナダ、エクアドル、エルサルバ

ドル、キューバ、グアテマラ、

グアドループ、グレナダ、コス

タリカ、コロンビア、ジャマイ

カ、スリナム、セントビンセン

ト、セントルシア、ドミニカ、

ドミニカ共和国、トリニダー

ド・トバゴ、ニカラグア、パナ

マ、プエルトリコ、ブラジル、

ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、

マルティニーク、メキシコ、ア

メリカ領サモア、オーストラリ

ア、サモア、トンガ、ニウエ、

ニューカレドニア、ノーフォー

アボカド、うこん、エピプレムヌム・アウレウム、お

くら、キルトスペルマ・シャミッソーニス、クプレッ

スス・マクロカルパ、ケロシア・ニティダ、ココやし、

さといも、さとうきび、しようが、しよくようかんな、

だいしよ、ちや、とうもろこし、トマト、なす、ばれ

いしよ、ばんれいし、びんろうじゆ、めきしこいとす

ぎ、らつかせい（さやのない種子を除く。）、カラテア

属植物、くずうこん属植物、コーヒーノキ属植物、こ

しよう属植物、ばしよう属植物、フィロデンドロン属

植物、ブセファランドラ属植物、ふだんそう属植物及

びほうらいしよう属植物の生植物の地下部であつて栽

培の用に供し得るもの並びにアヌビアス属植物及びア

ンスリューム属植物の生植物（種子及び果実を除く。）

であつて栽培の用に供するもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、栽培

地においてＲａｄｏｐｈｏｌｕｓ　ｓｉｍｉ

ｌｉｓ（バナナネモグリセンチュウ）を発見

するために適切と認められる方法による検査

が行われ、かつ、Ｒａｄｏｐｈｏｌｕｓ　ｓ

ｉｍｉｌｉｓ（バナナネモグリセンチュウ）

に侵されていないことが特記されていること。

48



ク島、パプアニューギニア、ハ

ワイ諸島、フィジー

十三　インド、スリランカ、タ

イ、台湾、中華人民共和国、ベ

トナム、スイス、ポルトガル、

エジプト、ケニア、コートジボ

ワール、セネガル、トーゴ、ナ

イジェリア、ニジェール、ブル

キナファソ、ベナン、マラウイ、

南アフリカ共和国、モザンビー

ク、アメリカ合衆国、グアテマ

ラ、コスタリカ、西インド諸島、

ブラジル、ベネズエラ、メキシ

コ、オーストラリア

あきにれ、あさ、アセロラ、あぶらつばき、アラビア

コーヒー、アンゲロニア・アングスティフォリア、え

のきぐさ、エラエオカルプス・デキピエンス、エンテ

ロロビウム・コントルティシリクウム、オエケクラデ

ス・マクラタ、オルモシア・ホシエイ、がじゆまる、

カリステモン・ウィミナリス、キャッサバ、きゆうり、

きんぎよそう、くずうこん、くちなし、クレロデンド

ルム・ウガンデンセ、くろみぐわ、くわくさ、けいと

う、けぶかわた、ケレウス・ヒルドマンニアヌス、こ

せんだんぐさ、ささげ、さつまいも、さんたんか、し

まつなそ、しまほおずき、しようが、しようじようそ

う、しようじようぼく、じよおうやし、シロギニアヤ

ム、しろこやまもも、すいか、ステノケレウス・クエ

レタロエンシス、せいようきらんそう、せんそう、ソ

ラヌム・マクロカルポン、ソランドラ・マクシマ、だ

いず、たばこ、たまさんご、だんどぼろぎく、つるむ

らさき、ティボウキナ・エレガンス、てりみのいぬほ

おずき、てんさい、とうがらし、とうぐわ、トマト、

なす、なつめ、なんごくいぬほおずき、にしきじそ、

にんじん、パウロウニア・エロンガタ、バオバブ、は

なまき、ぱらみつ、ばれいしよ、ばんじろう、ひめの

うぜんかずら、ビルソニマ・キドニーフォリア、へち

ま、ペポかぼちや、ペリラ・フルテスケンス、めぼう

き、モルス・セルティディフォリア、ユーフォルビ

ア・ティルカリ、ユーフォルビア・トリゴナ、ユーフ

ォルビア・プニケア、ユーフォルビア・プロストラタ、

ばしよう属植物、ヒロセレウス属植物、やぶらん属植

物及びランプランツス属植物の生植物の地下部であつ

て栽培の用に供し得るもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、栽培

地においてＭｅｌｏｉｄｏｇｙｎｅ　ｅｎｔ

ｅｒｏｌｏｂｉｉを発見するために適切と認

められる方法による検査が行われ、かつ、Ｍ

ｅｌｏｉｄｏｇｙｎｅ　ｅｎｔｅｒｏｌｏｂ

ｉｉに侵されていないことが特記されている

こと。

十四　インド、パキスタン、イ

スラエル、トルコ、レバノン、

アイルランド、イタリア、ウク

ライナ、英国、オーストリア、

オランダ、キプロス、ギリシャ、

スイス、スペイン、スロバキア、

セルビア、チェコ、ドイツ、ノ

ルウェー、ハンガリー、フラン

ス、ブルガリア、ポルトガル、

モルドバ、ルーマニア、アルジ

ェリア、南アフリカ共和国、リ

ビア、アメリカ合衆国、カナダ、

チリ、ブラジル、ベネズエラ、

メキシコ、オーストラリア、ニ

ュージーランド

アエスクルス・カリフォルニカ、あかつゆ、アルクト

スタフィロス・スタンフォーディアナ、いちじく、う

んなんおうばい、オリーブ、かき、キッスス・ヒポグ

ラウカ、くさぼけ、グメリナ・ライヒハルディ、こし

ようぼく、こばのしなのき、こぶかえで、ざくろ、サ

リックス・カプレア、サリックス・マクロナタ、サリ

ックス・ラシオレピス、しまとべら、ショワジア・テ

ルナタ、シンフォリカルポス・オルビクラツス、せい

ようきづた、せいようきようちくとう、せいようしで、

せいようとねりこ、せいようなし、せいようにわとこ、

せいようはこやなぎ、せいようはしばみ、せいようは

るにれ、ソルブス・アリア、テレピンノキ、なつぼだ

いじゆ、ピスタキア・レンティスクス、ピスタシオノ

キ、ひろはかえで、びわ、ふさあかしあ、ぺるしやぐ

るみ、ベルベリス・ダーウィニー、まるめろ、むらさ

きはしどい、もみじばすずかけのき、ようしゆいぼた、

ヨーロッパななかまど、ヨーロッパぶな、ランタナ、

レモン、ロニケラ・アルピゲナ、ロニケラ・クシロス

テウム、がまずみ属植物、ぎよりゆう属植物、くろう

めもどき属植物、ケアノツス属植物、こなら属植物、

さくら属植物、さんざし属植物、しやりんとう属植物、

すぐり属植物、ばら属植物、ひとつばえにしだ属植物、

ぶどう属植物、みずき属植物及びりんご属植物の生植

物（種子及び果実を除く。）であつて栽培の用に供する

もの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、栽培

地においてＥｕｔｙｐａ　ｌａｔａを発見す

るために適切と認められる方法による検査が

行われ、かつ、Ｅｕｔｙｐａ　ｌａｔａに侵

されていないことが特記されていること。

十五　インド、インドネシア、

台湾、中華人民共和国、フィリ

ピン、ブータン、香港、ロシア、

アンゴラ、ウガンダ、エスワテ

ィニ、ガーナ、ケニア、ザンビ

ア、ジンバブエ、チュニジア、

ナイジェリア、ナミビア、ベナ

ン、南アフリカ共和国、モザン

ビーク、アメリカ合衆国、アル

ゼンチン、ウルグアイ、キュー

からたち、シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、き

んかん属植物及びみかん属植物の生植物（種子及び果

実を除く。）であつて栽培の用に供し得るもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、栽培

地においてＰｈｙｌｌｏｓｔｉｃｔａ　ｃｉ

ｔｒｉｃａｒｐａを発見するために適切と認

められる方法による検査が行われ、かつ、Ｐ

ｈｙｌｌｏｓｔｉｃｔａ　ｃｉｔｒｉｃａｒ

49



バ、ブラジル、オーストラリア、

バヌアツ

ｐａに侵されていないことが特記されている

こと。

十六　アイルランド、英国、チ

リ、ニュージーランド

あめりかいわなんてん、ウァッキニウム・ミルティル

ス、せいようきづた、せいようとちのき、せいようば

くちのき、せいようひいらぎ、せこいあおすぎ、チェ

リモヤ、ポドカルプス・サリグヌス、モンテレーまつ、

ヨーロッパぐり、ロマティア・ミリコイデス、あせび

属植物、おがたまのき属植物、ゲウイナ属植物、こな

ら属植物、つつじ属植物、ドリミス属植物、ひいらぎ

なんてん属植物、ぶな属植物、もくれん属植物及びゆ

りのき属植物の生植物（種子及び果実を除く。）であつ

て栽培の用に供するもの並びにこれらの植物の葉、枝、

樹皮その他の部分（種子及び果実を除く。）及びこれら

の植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物その他の

生物により分解されて生じた有機物であつて、植物の

植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の用

に供するもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、次の

いずれかの措置が行われ、かつ、Ｐｈｙｔｏ

ｐｈｔｈｏｒａ　ｋｅｒｎｏｖｉａｅに侵さ

れていないことが特記されていること。

一　生植物については、栽培地においてＰｈ

ｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ　ｋｅｒｎｏｖｉａｅ

を発見するために適切と認められる方法によ

る検査が行われること。

二　生植物以外については、摂氏七十一度以

上で七十五分以上又はこれと同等以上の効果

を有すると認められる条件で熱処理が行われ

ること。

十七　ベトナム、アイルランド、

イタリア、英国、英領チャネル

諸島、オランダ、ギリシャ、ス

イス、スペイン、スロベニア、

セルビア、デンマーク、ドイツ、

ノルウェー、フィンランド、フ

ランス、ベルギー、ポーランド、

ポルトガル、リトアニア、ルク

センブルク、アメリカ合衆国、

カナダ

とさみずき、ノトリトカルプス・デンシフロルス、ヒ

ドランゲア・シーマニアイ、ひめつるにちにちそう、

ロフォステモン・コンフェルツス、アジアンタム属植

物、あせび属植物、あめりかいかりそう属植物、アル

クトスタフィロス属植物、アルブツス属植物、いすの

き属植物、いちい属植物、いわなんてん属植物、うめ

がさそう属植物、うるし属植物、ウンベルラリア属植

物、エリカ属植物、おがたまのき属植物、おしだ属植

物、オリーブ属植物、かえで属植物、かなめもち属植

物、かばのき属植物、がまずみ属植物、かや属植物、

からまつ属植物、ガリア属植物、カルナ属植物、カル

ミア属植物、がんこうらん属植物、きいちご属植物、

キスツス属植物、きづた属植物、きようちくとう属植

物、くすのき属植物、くましで属植物、くり属植物、

グリセリーニア属植物、クレマティス属植物、くろう

めもどき属植物、くろばなろうばい属植物、ケアノツ

ス属植物、ゲウイナ属植物、げつけいじゆ属植物、ケ

ラトニア属植物、こなら属植物、さくら属植物、しい

属植物、しおで属植物、しなのき属植物、しやりんと

う属植物、ショワジア属植物、しらたまのき属植物、

シンフォリカルポス属植物、すいかずら属植物、すぐ

り属植物、すのき（こけもも）属植物、セコイア属植

物、ゼノビア属植物、つが属植物、つつじ属植物、つ

ばき属植物、つばめおもと属植物、つまとりそう属植

物、ていかかずら属植物、とうひ属植物、とがさわら

属植物、ときわさんざし属植物、ときわまんさく属植

物、とちのき属植物、とねりこ属植物、とねりばはぜ

のき属植物、とべら属植物、ドリミス属植物、なんき

よくぶな属植物、にしきぎ属植物、にれ属植物、にわ

とこ属植物、はこやなぎ属植物、はしどい属植物、は

しばみ属植物、はなずおう属植物、ばら属植物、パラ

クメリア属植物、パロッティア属植物、はんのき属植

物、ばんれいし属植物、ひいらぎなんてん属植物、ひ

のき属植物、ひめしやくなげ属植物、ひめつばき属植

物、フィソカルプス属植物、フクシア属植物、ぶな属

植物、ヘテロメレス属植物、まいづるそう属植物、ま

つ属植物、まてばしい属植物、まんさく属植物、みず

き属植物、めぎ属植物、もくせい属植物、もくれん属

植物、もくれんもどき属植物、もちのき属植物、もみ

属植物、やなぎ属植物、やぶこうじ属植物、やぶにん

じん属植物、ユーカリノキ属植物、ゆずりは属植物、

ゆりのき属植物、りんご属植物及びりんねそう属植物

の生植物（種子及び果実を除く。）であつて栽培の用に

供するもの並びにこれらの植物の葉、枝、樹皮その他

の部分（種子及び果実を除く。）及びこれらの植物の

葉、枝、樹皮その他の部分が微生物その他の生物によ

り分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、次の

いずれかの措置が行われ、かつ、Ｐｈｙｔｏ

ｐｈｔｈｏｒａ　ｒａｍｏｒｕｍに侵されて

いないことが特記されていること。

一　生植物については、栽培地においてＰｈ

ｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ　ｒａｍｏｒｕｍを発

見するために適切と認められる方法による検

査が行われること。

二　生植物以外については、摂氏七十一度以

上で七十五分以上又はこれと同等以上の効果

を有すると認められる条件で熱処理が行われ

ること。
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用又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供する

もの

十八　イラン、トルコ、アイル

ランド、アルバニア、イタリア、

ウクライナ、オーストリア、オ

ランダ、北マケドニア共和国、

ギリシャ、クロアチア、スイス、

スペイン、スロバキア、スロベ

ニア、セルビア、チェコ、デン

マーク、ドイツ、ノルウェー、

ブルガリア、ベルギー、ポーラ

ンド、ポルトガル、ルーマニア、

ロシア

ゼルコウァ・カルピニフォリア及びにれ属植物の生植

物（種子及び果実を除く。）及び木材

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、Ｏｐ

ｈｉｏｓｔｏｍａ　ｎｏｖｏ－ｕｌｍｉ　ｓ

ｕｂｓｐ．　ｎｏｖｏ－ｕｌｍｉを発見するた

めに適切と認められる方法による検査が行わ

れ、かつ、Ｏｐｈｉｏｓｔｏｍａ　ｎｏｖｏ

－ｕｌｍｉ　ｓｕｂｓｐ．　ｎｏｖｏ－ｕｌｍ

ｉに侵されていないことが特記されているこ

と。

十九　インド、インドネシア、

タイ、大韓民国、台湾、中華人

民共和国、イスラエル、トルコ、

イタリア、ギリシャ、セルビア、

ハンガリー、ナイジェリア、南

アフリカ共和国、アメリカ合衆

国、コスタリカ、ブラジル、オ

ーストラリア、北マリアナ諸島、

グアム

きゆうり、すいか、せいようかぼちや、せいようかぼ

ちや及びにほんかぼちやの交雑種、とうがん、にがう

り、にほんかぼちや、ペポかぼちや、メロン並びにゆ

うがおの生植物（果実を除き、種子を含む。）であつて

栽培の用に供するもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、次の

いずれかの措置が行われ、かつ、Ａｃｉｄｏ

ｖｏｒａｘ　ａｖｅｎａｅ　ｓｕｂｓｐ．　ｃ

ｉｔｒｕｌｌｉ（スイカ果実汚斑細菌病菌）

に侵されていないことが特記されていること。

一　栽培地においてＡｃｉｄｏｖｏｒａｘ　

ａｖｅｎａｅ　ｓｕｂｓｐ．　ｃｉｔｒｕｌｌ

ｉ（スイカ果実汚斑細菌病菌）を発見するた

めに適切と認められる方法による検査が行わ

れていること。

二　核酸の塩基配列を検出するために適切と

認められる方法による検査が行われているこ

と。

二十　イスラエル、トルコ、イ

タリア、英国、エストニア、オ

ーストリア、ギリシャ、スウェ

ーデン、スペイン、セルビア、

ドイツ、ノルウェー、フィンラ

ンド、フランス、ベルギー、ポ

ルトガル、カナリア諸島、チュ

ニジア、モロッコ、アメリカ合

衆国、エクアドル、エルサルバ

ドル、グアテマラ、ニカラグア、

ホンジュラス、メキシコ、ニュ

ージーランド、ノーフォーク島

あめりかぼうふう、ウルチカ・ディオイカ、エゴポデ

ィウム・ポダグラリア、おおいぬたで、おおぶどうほ

おずき、おらんだぜり、きだちとうがらし、こだちと

まと、しまほおずき、しやく、しろざ、セロリー、ソ

ラヌム・ウンベリフェルム、ソラヌム・エラエアグニ

フォリウム、ソラヌム・ドゥルカマラ、たばこ、チャ

ービル、とうがらし、トマト、ながばくこ、なす、に

んじん、ばれいしよ、ファロピア・コンウォルウルス、

ヘラクレウム・スフォンディリウム及びやえむぐら属

植物の生植物（種子及び果実を除く。）であつて栽培の

用に供するもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、核酸

の塩基配列を検出するために適切と認められ

る方法による検査が行われ、かつ、Ｃａｎｄ

ｉｄａｔｕｓ　Ｌｉｂｅｒｉｂａｃｔｅｒ　

ｓｏｌａｎａｃｅａｒｕｍに侵されていない

ことが特記されていること。

二十一　大韓民国、中華人民共

和国、トルコ、イタリア、ギリ

シャ、スペイン、スロベニア、

フランス、ポルトガル、アルゼ

ンチン、チリ、オーストラリア、

ニュージーランド

えのころぐさ、キウイフルーツ、きり、さるなし、し

まさるなし、ながえつるのげいとう及びみやままたた

びの生植物（種子及び果実を除き、花粉を含む。）であ

つて栽培の用に供するもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、次の

いずれかの措置が行われ、かつ、Ｐｓｅｕｄ

ｏｍｏｎａｓ　ｓｙｒｉｎｇａｅ　ｐｖ．　ａ

ｃｔｉｎｉｄｉａｅ　ｂｉｏｖａｒ３に侵さ

れていないことが特記されていること。

一　花粉については、輸出国の政府機関が指

定するＰｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｓｙｒｉｎ

ｇａｅ　ｐｖ．　ａｃｔｉｎｉｄｉａｅ　ｂｉ

ｏｖａｒ３が発生していない生産園地におい

て生産され、かつ、核酸の塩基配列を検出す

るために適切と認められる方法による検査が

行われること。

二　花粉以外の生植物については、Ｐｓｅｕ

ｄｏｍｏｎａｓ　ｓｙｒｉｎｇａｅ　ｐｖ．　

ａｃｔｉｎｉｄｉａｅ　ｂｉｏｖａｒ３が発

生していない状態が維持されている地域とし

51



て輸出国の政府機関が指定する地域において

生産されること。

二十二　パキスタン、マレーシ

ア、アラブ首長国連邦、イエメ

ン、イスラエル、イラク、イラ

ン、オマーン、サウジアラビア、

シリア、トルコ、ヨルダン、レ

バノン、イタリア、キプロス、

スペイン、フランス、アルジェ

リア、エジプト、スーダン、ソ

マリア、チュニジア、モロッコ、

リビア、アメリカ合衆国、ベネ

ズエラ、メキシコ、ニュージー

ランド

ごま、せいようわさび、セロリー、にちにちそう、に

んじん、からたち属植物、きんかん属植物及びみかん

属植物の生植物（種子及び果実を除く。）であつて栽培

の用に供するもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、適切

な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出

するために適切と認められる方法による検査

が行われ、かつ、Ｓｐｉｒｏｐｌａｓｍａ　

ｃｉｔｒｉに侵されていないことが特記され

ていること。

二十三　台湾、イスラエル、イ

ラン、イタリア、スペイン、フ

ランス、ポルトガル、アメリカ

合衆国、カナダ、アルゼンチン、

エクアドル、コスタリカ、パラ

グアイ、ブラジル、ベネズエラ、

メキシコ

アガティス・アウストラリス、アスパラガス・アクテ

ィフォリウス、アデノカルプス・ラインジイ、アボカ

ド、あめりかえのき、あめりかさいかち、あめりかの

うぜんかずら、あめりかのきび、あめりかふじ、あめ

りかむらさきしきぶ、あめりかやまぼうし、ありたそ

う、アルテルナンテラ・テネラ、アルヌス・ロンビフ

ォリア、アルビジア・ユリブリッシン、アルブツス・

ウネド、アレクトリオン・エクスケルスス、イウァ・

アンヌア、いたどり、いちじく、いちよう、いぬびえ、

いわだれそう、ウィキア・ルドウィキアナ、ウィブル

ヌム・ティヌス、うらじろあかめがしわ、エキウム・

プランタギネウム、エスカロニア・モンテビデンシス、

えぞのへびいちご、エリオケファルス・アフリカヌス、

エリカ・キネレア、エレモフィラ・マクラタ、エンケ

リア・ファリノサ、おおあざみ、おきなわすずめうり、

おとめふうろ、おひしば、オリガヌム・マヨラナ、か

き、ガザニア・リゲンス、かじのき、かなむぐら、カ

マエクリスタ・ファスキクラタ、からすむぎ、からた

ち、カリプトカルプス・ビアリスタツス、カロケファ

ルス・ブラウニー、きぬげちちこぐさ、ぎよりゆうも

どき、きんごじか、ぎんばいか、グレヴィレア・ユニ

ペリナ、クロトン・セティゲルス、クロリス・ハロフ

ィラ、げつけいじゆ、コエロラキス・キリンドリカ、

ごくらくちようか、こしようぼく、こせんだんぐさ、

こだちあさがお、こぬかぐさ、こはこべ、コリノカル

プス・ラエウィガツス、コロニラ・ヴァレンティナ、

さるおがせもどき、サルソラ・ツラグス、シジギウ

ム・パニクラツム、シシンブリウム・イリオ、ジャカ

ランダ・ミモシフォリア、しろがねよし、しろざ、し

んくりのいが、シンフィオトリクム・ディウァリカツ

ム、すずめのかたびら、すべりひゆ、スペルマコセ・

ラティフォリア、せいばんもろこし、せいようきづた、

せいようきようちくとう、せいようたんぽぽ、せいよ

うめしだ、セタリア・マグナ、ソフォラ・セクンディ

フロラ、だいこん、たちじやこうそう、ダツラ・ライ

ティイ、たわだぎく、チタルパ・タシュケンテンシス、

つるうめもどき、つるめひしば、ディットリキア・ウ

ィスコサ、テウクリウム・カピタツム、テーダまつ、

どくにんじん、とげちしや、なずな、なつつばき、な

はかのこそう、なんてん、ネプツニア・ルテア、のり

うつぎ、はいきんぽうげ、はうちわのき、はぜらん、

パッシフロラ・フォエティダ、バーベナ・リトラリス、

パラゴムノキ、はりえんじゆ、はりまつり、パルテニ

ウム・ヒステロフォルス、ハロラギス・エレクタ、ピ

スタシオノキ、ヒポカエリス・ブラシリエンシス、ひ

めいらくさ、ファグナロン・サクサチレ、ファラリ

ス・アングスタ、フクシア・マゲラニカ、ふくわばも

くげんじ、プテリディウム・アクイリヌム、ぶな、フ

ラングラ・アルヌス、ヘテロテカ・グランディフロラ、

ヘテロメレス・アルブティフォリア、ほそばめはじき、

ホホバ、マーガレット、マルウァ・パルウィフロラ、

マルビウム・ウルガレ、まんねんろう、みなとあかざ、

むぎくさ、むくろじ、むらさきはしどい、めぎ、メリ

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、適切

な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出

するために適切と認められる方法による検査

が行われ、かつ、Ｘｙｌｅｌｌａ　ｆａｓｔ

ｉｄｉｏｓａに侵されていないことが特記さ

れていること。
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キツス・ラミフロルス、メリコペ・テルナタ、メリ

タ・シンクライリー、メリッサ・オッフィキナリス、

メレミア・マクロカリクス、モディオラ・カロリニア

ナ、もみじばふう、モンティアストルム・リネアレ、

モンティア・リネアリス、やつで、やぶちよろぎ、ユ

ーゲニア・ミルティフォリア、ユニペルス・アシェイ、

ゆりのき、ラヴァテラ・クレティカ、ラティビダ・コ

ルムナリス、ルドヴィギア・グランディフロラ、レタ

マ、あかしあ属植物、あきのきりんそう属植物、アニ

サンサ属植物、あぶらな属植物、アルクトスタフィロ

ス属植物、アンティリス属植物、いぬたで属植物、い

ぼたのき属植物、ヴァーノニア属植物、ウエストリン

ギア属植物、うまごやし属植物、うるし属植物、ウロ

クロア属植物、エウリオプス属植物、えにしだ属植物、

エリオゴヌム属植物、エリシムム属植物、おおきせわ

た属植物、おおばこ属植物、おおふともも属植物、オ

ステオスペルムム属植物、おとぎりそう属植物、おな

もみ属植物、おらんだふうろ属植物、オリーブ属植物、

かえで属植物、カッシア属植物、カマエシケ属植物、

かやつりぐさ属植物、カリコトメ属植物、きいちご属

植物、ぎしぎし属植物、きだちるりそう属植物、きび

属植物、ぎようぎしば属植物、きんかん属植物、ぐみ

属植物、くるみ属植物、クレマティス属植物、くろう

めもどき属植物、くわ属植物、くわがたそう属植物、

ごじあおい属植物、こなら属植物、コニザ属植物、コ

ーヒーノキ属植物、コプロスマ属植物、コロキア属植

物、コロノプス属植物、さくら属植物、サッサフラス

属植物、サルウィア属植物、さるすべり属植物、サン

トリナ属植物、しながわはぎ属植物、しやじくそう属

植物、すいかずら属植物、すげ属植物、すずかけのき

属植物、すずめのちやひき属植物、すずめのひえ属植

物、すのき（こけもも）属植物、ストレプトカルパス

属植物、スパルティウム属植物、せいようひるがお属

植物、セネキオ属植物、センナ属植物、せんねんぼく

属植物、ちからしば属植物、つた属植物、つゆくさ属

植物、つるにちにちそう属植物、ディモルフォテカ属

植物、とうだいぐさ属植物、どくむぎ属植物、とちの

き属植物、とねりこ属植物、とべら属植物、なし属植

物、なす属植物、なつめやし属植物、にくきび属植物、

にちにちそう属植物、にれ属植物、にわとこ属植物、

のげし属植物、のぶどう属植物、はしかぐさもどき属

植物、バッカリス属植物、はなずおう属植物、はまあ

かざ属植物、はまごう属植物、ばら属植物、はりえに

しだ属植物、ばんじろう属植物、ひとつばえにしだ属

植物、ひとつばたご属植物、ひまわり属植物、ひめは

ぎ属植物、ひゆ属植物、フィリレア属植物、フォルミ

ウム属植物、ぶたくさ属植物、ぶどう属植物、ふよう

属植物、ブラキグロッティス属植物、ペカン属植物、

ヘーベ属植物、ペラルゴニューム属植物、ヘリクリス

ム属植物、ヘンルーダ属植物、まつむしそう属植物、

まめぐんばいなずな属植物、ミオポルム属植物、みか

ん属植物、みちやなぎ属植物、むかしよもぎ属植物、

メガシルスス属植物、めひしば属植物、もくれん属植

物、もちのき属植物、やなぎ属植物、ユーカリノキ属

植物、よもぎ属植物、ラウァンドゥラ属植物、ルピヌ

ス属植物及びわすれぐさ属植物の生植物（種子及び果

実を除く。）であつて栽培の用に供するもの

二十四　インド、中華人民共和

国、パキスタン、バングラデシ

ュ、アフガニスタン、イスラエ

ル、イラン、トルコ、イタリア、

ウクライナ、英国、オーストリ

ア、オランダ、カザフスタン、

ギリシャ、クロアチア、スペイ

ン、スロベニア、チェコ、ドイ

ツ、フランス、ベラルーシ、ベ

ルギー、ポーランド、マルタ、

いぬほおずき、せんなりほおずき、とうがらし、トマ

ト、はりなすび、ばれいしよ及びペチュニア属植物の

種子であつて栽培の用に供するもの並びにアトリプレ

クス・セミルナリス、アボカド、いぬほおずき、おお

せんなり、こだちとまと、コニザ・ボナリエンシス、

しまほおずき、ストレプトソレン・ジェイムソニー、

せんなりほおずき、ソラヌム・アングイビ、ソラヌ

ム・コアグランス、ソラヌム・ダシフィルム、ソラヌ

ム・ラントネッティー、たまさんご、つるはななす、

とうがらし、トマト、パラゴムノキ、はりなすび、ば

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、核酸

の塩基配列を検出するために適切と認められ

る方法による検査が行われ、かつ、Ｐｏｔａ

ｔｏ　ｓｐｉｎｄｌｅ　ｔｕｂｅｒ　ｖｉｒ
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モンテネグロ、ロシア、ウガン

ダ、エジプト、ガーナ、ケニア、

ナイジェリア、アメリカ合衆国、

コスタリカ、ドミニカ共和国、

ベネズエラ、ペルー、メキシコ、

オーストラリア、ニュージーラ

ンド

れいしよ、ペピーノ、ラゴディア・エレマエア、カリ

ブラコア属植物、ケストルム属植物、ストレプトグロ

ッサ属植物、ダツラ属植物、ダリア属植物、ブルグマ

ンシア属植物及びペチュニア属植物の生植物（種子及

び果実を除く。）であつて栽培の用に供し得るもの

ｏｉｄ（ジャガイモやせいもウイロイド）に

侵されていないことが特記されていること。

二十五　中華人民共和国、イス

ラエル、シリア、トルコ、アイ

ルランド、イタリア、英国、オ

ーストリア、オランダ、キプロ

ス、ギリシャ、スイス、スウェ

ーデン、スペイン、チェコ、デ

ンマーク、ドイツ、ハンガリー、

フランス、ブルガリア、ベルギ

ー、ポーランド、リトアニア、

カナリア諸島、南アフリカ共和

国、モロッコ、アメリカ合衆国、

カナダ、エクアドル、チリ、ペ

ルー、メキシコ、ニュージーラ

ンド

トマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにあ

らげしゆんぎく、いぬほおずき、エキウム・クレティ

クム、エキウム・フミレ、きだちたばこ、けちようせ

んあさがお、コニザ・アルビダ、シシンブリウム・イ

リオ、せいようたんぽぽ、ディプロタクシス・エルコ

イデス、トマト、バッシア・スコパリア、ばれいしよ、

ピプタテルム・ムルティフロルム、ひろはひるがお、

ペピーノ、ほんきんせんか、みなとあかざ、めぼうき、

モリカンディア・アルウェンシス、ようしゆきだちる

りそう、リコペルシコン・クメリエレウスキー、リコ

ペルシコン・パルウィフロルム、おおばこ属植物、オ

ノポルドゥム属植物、ぎしぎし属植物、コロノプス属

植物、せいようひるがお属植物、ぜにあおい属植物、

のげし属植物及びひゆ属植物の生植物（種子及び果実

を除く。）であつて栽培の用に供し得るもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、適切

な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出

するために適切と認められる方法による検査

が行われ、かつ、Ｐｅｐｉｎｏ　ｍｏｓａｉ

ｃ　ｖｉｒｕｓに侵されていないことが特記

されていること。

二十六　タイ、ベトナム、イタ

リア、英国、デンマーク、ドイ

ツ、フランス、マリ、アメリカ

合衆国、カナダ、コスタリカ

とうがらし及びトマトの種子であつて栽培の用に供す

るもの並びにグロキシニア（シーマニア）・ギムノスト

マ、グロキシニア（シーマニア）・ネマタントデス、グ

ロキシニア（シーマニア）・プルプラスケンス、コルム

ネア・エリトロファエア、ソラヌム・ストラモニーフ

ォリウム、とうがらし、トマト、ネマタンツス・ウェ

ッツテイニ、ブルンフェルシア・ウンドゥラタの生植

物（種子及び果実を除く。）であつて栽培の用に供し得

るもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、核酸

の塩基配列を検出するために適切と認められ

る方法による検査が行われ、かつ、Ｃｏｌｕ

ｍｎｅａ　ｌａｔｅｎｔ　ｖｉｒｏｉｄに侵

されていないことが特記されていること。

二十七　インド、インドネシア、

スリランカ、パキスタン、エジ

プト、カメルーン、スーダン、

モロッコ、アメリカ合衆国、ガ

イアナ、キューバ、ジャマイカ、

トリニダード・トバゴ、プエル

トリコ、ベネズエラ、ペルー、

メキシコ、ハワイ諸島

あかつゆ、アボカド、しろこやまもも、いちじく属植

物、カリッサ属植物、きようちくとう属植物、なし属

植物、にれ属植物、まきばぶらしのき属植物、みかん

属植物、もちのき属植物、ユーカリノキ属植物及びり

んご属植物の生植物（種子及び果実を除く。）であつて

栽培の用に供するもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、栽培

地においてＳｐｈａｅｒｏｐｓｉｓ　ｔｕｍ

ｅｆａｃｉｅｎｓ（カンキツ類てんぐ巣病菌）

を発見するために適切と認められる方法によ

る検査が行われ、かつ、Ｓｐｈａｅｒｏｐｓ

ｉｓ　ｔｕｍｅｆａｃｉｅｎｓ（カンキツ類

てんぐ巣病菌）に侵されていないことが特記

されていること。

二十八　インドネシア、イスラ

エル、イタリア、オーストリア、

オランダ、クロアチア、スロベ

ニア、ドイツ、フィンランド、

フランス、ベルギー、ポーラン

ド、ガーナ、コートジボワール、

セネガル、チュニジア

トマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにス

トレプトソレン・ジェイムソニー、ソラヌム・ラント

ネッティー、たまさんご、つるはななす、トマト、ケ

ストルム属植物及びブルグマンシア属植物の生植物

（種子及び果実を除く。）であつて栽培の用に供し得る

もの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、核酸

の塩基配列を検出するために適切と認められ

る方法による検査が行われ、かつ、Ｔｏｍａ

ｔｏ　ａｐｉｃａｌ　ｓｔｕｎｔ　ｖｉｒｏ

ｉｄに侵されていないことが特記されている

こと。

二十九　インド、英国、スロベ

ニア、チェコ、フィンランド、

フランス、アメリカ合衆国、メ

キシコ、ハワイ諸島

トマト、なす及びペチュニア属植物の種子であつて栽

培の用に供するもの並びにとべら、トマト、なす、ひ

めつるにちにちそう、カリブラコア属植物、バーベナ

属植物及びペチュニア属植物の生植物（種子及び果実

を除く。）であつて栽培の用に供し得るもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、核酸

の塩基配列を検出するために適切と認められ

る方法による検査が行われ、かつ、Ｔｏｍａ

ｔｏ　ｃｈｌｏｒｏｔｉｃ　ｄｗａｒｆ　ｖ
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ｉｒｏｉｄ（トマト退緑萎縮ウイロイド）に

侵されていないことが特記されていること。

三十　タイ、ベトナム、オラン

ダ、カナダ

とうがらし及びトマトの生植物（果実を除き、種子を

含む。）であつて栽培の用に供するもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、核酸

の塩基配列を検出するために適切と認められ

る方法による検査が行われ、かつ、Ｐｅｐｐ

ｅｒ　ｃｈａｔ　ｆｒｕｉｔ　ｖｉｒｏｉｄ

に侵されていないことが特記されていること。

三十一　カナダ、メキシコ トマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにソ

ラヌム・カルディオフィルム及びトマトの生植物（種

子及び果実を除く。）であつて栽培の用に供し得るもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、核酸

の塩基配列を検出するために適切と認められ

る方法による検査が行われ、かつ、Ｔｏｍａ

ｔｏ　ｐｌａｎｔａ　ｍａｃｈｏ　ｖｉｒｏ

ｉｄに侵されていないことが特記されている

こと。

三十二　イラン、トルコ、アゼ

ルバイジャン、アルメニア、ウ

クライナ、ウズベキスタン、エ

ストニア、カザフスタン、北マ

ケドニア共和国、ギリシャ、キ

ルギス、クロアチア、コソボ、

ジョージア、スペイン、スロベ

ニア、セルビア、タジキスタン、

ドイツ、トルクメニスタン、ハ

ンガリー、ブルガリア、ベラル

ーシ、ベルギー、ボスニア・ヘ

ルツェゴビナ、モルドバ、モン

テネグロ、ラトビア、リトアニ

ア、ルーマニア、ロシア、ザン

ビア、チュニジア、モーリシャ

ス、アメリカ合衆国、カナダ、

コロンビア、ブラジル、ベネズ

エラ、メキシコ、オーストラリ

ア

いんげんまめ、ささげ及びだいずの種子であつて栽培

の用に供するもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、栽培

地においてＣｕｒｔｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　

ｆｌａｃｃｕｍｆａｃｉｅｎｓ　ｐｖ．　ｆｌ

ａｃｃｕｍｆａｃｉｅｎｓ（インゲンマメ萎

ちよう細菌病菌）を発見するために適切と認

められる方法による検査が行われ、かつ、Ｃ

ｕｒｔｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｆｌａｃｃｕ

ｍｆａｃｉｅｎｓ　ｐｖ．　ｆｌａｃｃｕｍｆ

ａｃｉｅｎｓ（インゲンマメ萎ちよう細菌病

菌）に侵されていないことが特記されている

こと。

三十三　インド、パキスタン あわ、こむぎ、しこくびえ、とうじんびえ、とうもろ

こし及びらつかせいの種子であつて栽培の用に供する

もの並びにあわ、いね、おおむぎ、オルデンランディ

ア・アスペラ、こむぎ、しこくびえ、とうじんびえ、

とうもろこし、ばんばらまめ、もろこし及びらつかせ

いの生植物（種子及び果実を除く。）であつて栽培の用

に供し得るもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、核酸

の塩基配列を検出するために適切と認められ

る方法による検査が行われ、かつ、Ｉｎｄｉ

ａｎ　ｐｅａｎｕｔ　ｃｌｕｍｐ　ｖｉｒｕ

ｓに侵されていないことが特記されているこ

と。

三十四　タイ、台湾、中華人民

共和国、スペイン、ウガンダ、

エチオピア、ケニア、コンゴ民

主共和国、タンザニア、モザン

ビーク、ルワンダ、アメリカ合

衆国、アルゼンチン、エクアド

ル、ブラジル、ペルー、メキシ

コ、ハワイ諸島

とうもろこしの種子であつて栽培の用に供するもの並

びにコイクス・キネンシス、さとうきび、しこくびえ、

せいばんもろこし、とうもろこし及びもろこしの生植

物（種子及び果実を除く。）であつて栽培の用に供し得

るもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、適切

な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出

するために適切と認められる方法による検査

が行われ、かつ、Ｍａｉｚｅ　ｃｈｌｏｒｏ

ｔｉｃ　ｍｏｔｔｌｅ　ｖｉｒｕｓに侵され

ていないことが特記されていること。

三十五　イタリア、英国、オラ

ンダ、スウェーデン、ベルギー、

えんどう及びそらまめの種子であつて栽培の用に供す

るもの並びにアルファルファ、いんげんまめ、えんど

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい
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ポーランド、アルジェリア、エ

チオピア、モロッコ、リビア

う、きばなのはうちわまめ及びそらまめの生植物（種

子及び果実を除く。）であつて栽培の用に供するもの

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、適切

な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出

するために適切と認められる方法による検査

が行われ、かつ、Ｐｅａ　ｅａｒｌｙ－ｂｒ

ｏｗｎｉｎｇ　ｖｉｒｕｓに侵されていない

ことが特記されていること。

三十六　全ての地域 いぬほおずき、とうがらし及びトマトの種子であつて

栽培の用に供するもの並びにあおげいとう、いぬほお

ずき、ウェロニカ・シリアカ、かたばみ、しまつなそ、

すべりひゆ、せいようたんぽぽ、ソラヌム・エラエア

グニフォリウム、トマト、はまふだんそう、ひめむか

しよもぎ、マルウァ・パルウィフロラ、みなとあかざ

及びとうがらし属植物の生植物（種子及び果実を除く

。）であつて栽培の用に供するもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、核酸

の塩基配列を検出するために適切と認められ

る方法による検査が行われ、かつ、Ｔｏｍａ

ｔｏ　ｂｒｏｗｎ　ｒｕｇｏｓｅ　ｆｒｕｉ

ｔ　ｖｉｒｕｓに侵されていないことが特記

されていること。

三十七　インド、インドネシア、

スリランカ、タイ、台湾、中華

人民共和国、パキスタン、バン

グラデシュ、フィリピン、マレ

ーシア、イラン、イタリア、ギ

リシャ、スペイン、ポルトガル、

アルジェリア、カナリア諸島、

セーシェル、チュニジア、モロ

ッコ

あまめしば、いぬほおずき、エクバリウム・エラテリ

ウム、オキムム・キリマンドスカリクム、おくら、カ

ロトロピス・プロケラ、きゆうり、クロッサンドラ・

インフンディブリフォルミス、クロトン・ボンプラン

ディアナム、けし、ケナフ、けぶかわた、コッキニ

ア・グランディス、ささげ、しまかんぎく、しろばな

ようしゆちようせんあさがお、すいか、せいようかぼ

ちや、せんねんぼく、だいず、たかさぶろう、とうが

ん、とうごま、とかどへちま、トマト、なす、にがう

り、にほんかぼちや、にんじん、のげし、パパイヤ、

はやとうり、ばれいしよ、ひらまめ、フィサリス・ミ

ニマ、へちま、ベニンカサ・フィスツロサ、ペポかぼ

ちや、メロン、もみじひるがお、モモルディカ・ディ

オイカ、ゆうがお及びとうがらし属植物の生植物（種

子及び果実を除く。）であつて栽培の用に供し得るもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、適切

な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出

するために適切と認められる方法による検査

が行われ、かつ、Ｔｏｍａｔｏ　ｌｅａｆ　

ｃｕｒｌ　Ｎｅｗ　Ｄｅｌｈｉ　ｖｉｒｕｓ

に侵されていないことが特記されていること。

三十八　インド、中華人民共和

国、パキスタン、イラン、シリ

ア、トルコ、ヨルダン、アルバ

ニア、イタリア、ウクライナ、

ウズベキスタン、英国、オース

トリア、オランダ、カザフスタ

ン、北マケドニア共和国、キプ

ロス、ギリシャ、クロアチア、

スイス、スペイン、スロバキア、

スロベニア、セルビア、チェコ、

デンマーク、ドイツ、ノルウェ

ー、ハンガリー、フィンランド、

フランス、ブルガリア、ベラル

ーシ、ベルギー、ボスニア・ヘ

ルツェゴビナ、ポーランド、ポ

ルトガル、モルドバ、モンテネ

グロ、ラトビア、リトアニア、

ルクセンブルク、ルーマニア、

ロシア、エジプト、チュニジア、

アメリカ合衆国、カナダ、アル

ゼンチン、チリ

せいようまゆみ、ながばくこ、ようしゆいぼた、さく

ら属植物、しなのき属植物及びしもつけ属植物の生植

物（種子及び果実を除く。）であつて栽培の用に供し得

るもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、栽培

地においてＰｌｕｍ　ｐｏｘ　ｖｉｒｕｓ

（ウメ輪紋ウイルス）を発見するために適切と

認められる方法による検査が行われ、かつ、

Ｐｌｕｍ　ｐｏｘ　ｖｉｒｕｓ（ウメ輪紋ウ

イルス）に侵されていないことが特記されて

いること。

三十九　アメリカ合衆国、カナ

ダ

とうもろこしの種子であつて栽培の用に供するもの １　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、栽培

地においてＣｌａｖｉｂａｃｔｅｒ　ｍｉｃ

ｈｉｇａｎｅｎｓｉｓ　ｓｕｂｓｐ．　ｎｅｂ

ｒａｓｋｅｎｓｉｓ（トウモロコシ葉枯細菌

病菌）を発見するために適切と認められる方

法による検査が行われ、かつ、Ｃｌａｖｉｂ
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ａｃｔｅｒ　ｍｉｃｈｉｇａｎｅｎｓｉｓ　

ｓｕｂｓｐ．　ｎｅｂｒａｓｋｅｎｓｉｓ（ト

ウモロコシ葉枯細菌病菌）に侵されていない

ことが特記されていること。

四十　中華人民共和国、ベトナ

ム、マレーシア、イタリア、ウ

クライナ、ポーランド、ルーマ

ニア、アメリカ合衆国、カナダ、

アルゼンチン、ガイアナ、コス

タリカ、プエルトリコ、ペルー、

ボリビア、メキシコ

テオシント及びとうもろこしの種子であつて栽培の用

に供するもの並びにテオシント、とうもろこし及びさ

とうきび属植物の生植物（種子及び果実を除く。）であ

つて栽培の用に供し得るもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、次の

いずれかの措置が行われ、かつ、Ｐａｎｔｏ

ｅａ　ｓｔｅｗａｒｔｉｉ　ｓｕｂｓｐ．　ｓ

ｔｅｗａｒｔｉｉ（トウモロコシ萎ちよう細

菌病菌）に侵されていないことが特記されて

いること。

一　栽培地においてＰａｎｔｏｅａ　ｓｔｅ

ｗａｒｔｉｉ　ｓｕｂｓｐ．　ｓｔｅｗａｒｔ

ｉｉ（トウモロコシ萎ちよう細菌病菌）を発

見するために適切と認められる方法による検

査が行われていること。

二　核酸の塩基配列を検出するために適切と

認められる方法による検査が行われているこ

と。

四十一　中華人民共和国、イス

ラエル、イラン、スペイン、チ

ェコ、アメリカ合衆国、ブラジ

ル、メキシコ

とうがらし及びトマトの種子であつて栽培の用に供す

るもの並びにえんどう、きだちとうがらし、とうがら

し、トマト及びなすの生植物（種子及び果実を除く。）

であつて栽培の用に供するもの

１　輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検査の結果検疫有害動植物が付着してい

ないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した

検査証明書又はその写しを添付してあるもの

であること。

２　１の検査証明書又はその写しには、核酸

の塩基配列を検出するために適切と認められ

る方法による検査が行われ、かつ、Ｔｏｍａ

ｔｏ　ｍｏｔｔｌｅ　ｍｏｓａｉｃ　ｖｉｒ

ｕｓに侵されていないことが特記されている

こと。

別表二の三（第三十一条の三関係）

検査の区分 機械器具その他の設備

植物の栽培地における検査 一　顕微鏡

二　その他上欄に掲げる検査を行うのに必要な機械器具その他の設備

別表二の四（第三十一条の三関係）

検査の区分 機械器具その他の設備

消毒に関する検査 一　保護具

二　その他上欄に掲げる検査を行うのに必要な機械器具その他の設備

別表二の五（第三十一条の三関係）

検査の区分 検査の内容 機械器具その他の設備

遺伝子の検査その

他の高度の技術を

要する検査

遺伝子診断 一　核酸増幅器

二　滅菌機

三　その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具その他の設備

血清学的診断 一　恒温器

二　その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具その他の設備

微生物学的検査 一　滅菌器

二　その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具その他の設備

栽培検定又は植物への接種による病

徴診断・病原性検査

一　温室又は人工気象機器

二　その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具その他の設備

線虫検査 一　顕微鏡

二　その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具その他の設備

別表二の六（第三十一条の四関係）

検査の区分 機械器具その他の設備

植物又は物品及びこれらの容器包装の目視による検査 一　検査器具

二　その他上欄に掲げる検査を行うのに必要な機械器具その他の設備

別表三（第三十五条の二、第三十五条の四関係）

地域 植物又は指定物品 備考（まん

延防止を必

要とする有

害動物又は

有害植物）
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一　北緯二十六度以南の

南西諸島（大東諸島、宮

古群島及び八重山群島を

除く。）

かぼちや、すいか及びとうがんの生果実 ウリミバエ

二　北緯三十度以南の南

西諸島（大東諸島を含む

。）

さつまいも属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部（さつまいもの生塊根であつて第三十五条の

五第一項の消毒の確認を受けたものを除く。）

サツマイモ

ノメイガ

三　北緯二十七度十分以

南の南西諸島（大東諸島

を含み、与論島を除く。）

からたち属、きんかん属及びみかん属植物の生植物（種子及び果実を除く。） カンキツグ

リーニング

病菌

四　北緯二十七度五十八

分以南、北緯二十七度十

分以北の南西諸島（徳之

島を除く。）、与論島

からたち属、きんかん属及びみかん属植物の生植物（種子及び果実を除く。） カンキツグ

リーニング

病菌

五　北緯二十七度十分以

南の南西諸島（大東諸島

を含み、与論島を除く。）

アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、アフラエグレ・ガボネンシス

、アフラエグレ・パニキュラタ、いちじく、ウェプリス・ランケオラタ、エレモシトラス・グ

ラウカ、オオバゲッキツ、グミミカン、クラウセナ・アニスム―オレンス、クラウセナ・イン

ディカ、クラウセナ・エクスキャバタ、クリメニア・ポリアンドラ、ゲッキツ、コルディア・

ミクサ、サルカケミカン、シトロプシス・ギレティアナ、シトロプシス・スクウェインフルテ

ィ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、ナリンギ・クレヌラタ、

バルサモシトラス・ダウイ、パンブルス・ミシオニス、ベルノキ、ミクロシトラス・アウスト

ララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ミクロシトラス・パプアナ、メリリア・カロキ

シオン、ワンピ、からたち属、きんかん属及びみかん属の生植物（種子及び果実を除く。）

ミカンキジ

ラミ

六　北緯二十七度五十八

分以南、北緯二十七度十

分以北の南西諸島（徳之

島を除く。）、与論島

アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、アフラエグレ・ガボネンシス

、アフラエグレ・パニキュラタ、いちじく、ウェプリス・ランケオラタ、エレモシトラス・グ

ラウカ、オオバゲッキツ、グミミカン、クラウセナ・アニスム―オレンス、クラウセナ・イン

ディカ、クラウセナ・エクスキャバタ、クリメニア・ポリアンドラ、ゲッキツ、コルディア・

ミクサ、サルカケミカン、シトロプシス・ギレティアナ、シトロプシス・スクウェインフルテ

ィ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、ナリンギ・クレヌラタ、

バルサモシトラス・ダウイ、パンブルス・ミシオニス、ベルノキ、ミクロシトラス・アウスト

ララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ミクロシトラス・パプアナ、メリリア・カロキ

シオン、ワンピ、からたち属、きんかん属及びみかん属の生植物（種子及び果実を除く。）

ミカンキジ

ラミ

別表四（第三十五条の二、第三十五条の五関係）

地域 植物又は指定物品 備考（まん延防止を必要とする有害動物

又は有害植物）

一　北緯二十六度以南の南西諸島（大東諸島、宮古群島及

び八重山群島を除く。）

トマト、パパイヤ、ピーマン、ポ

ンカン及びマンゴウの生果実

ミカンコミバエ

二　北緯二十六度以南の南西諸島（大東諸島、宮古群島及

び八重山群島を除く。）

いんげんまめ、トマト、にがう

り、ネットメロン、パパイヤ、ピ

ーマン及びマンゴウの生果実

ウリミバエ

三　北緯二十九度十一分以南の南西諸島（大東諸島を含む

。）、小笠原諸島

さつまいもの生塊根 イモゾウムシ

四　北緯三十度以南の南西諸島（大東諸島を含み、津堅島

、久米島、奥武島（沖縄県島尻郡久米島町）及びオーハ島

を除く。）、小笠原諸島

さつまいもの生塊根 アリモドキゾウムシ

五　北緯三十度以南の南西諸島（大東諸島を含む。） さつまいもの生塊根 サツマイモノメイガ

別表五（第三十五条の六関係）

植物又

は指定

物品

消毒の基準 備考

方法 使用薬剤

及び薬量

消 毒 基

準温度

消毒

時間

ポンカ

ンの生

果実

臭 化

メ チ

ル く

ん蒸

臭化メチ

ルくん蒸

庫一立方

メートル

当たり五

〇グラム

一 五 ～

二〇度

二時

間半

１　くん蒸中は、かくはん装置で庫内のガスをかくはんし、ガス濃度の均一化を図る。

２　ポンカンの生果実の臭化メチルくん蒸は、採果後七日以上経過したものについて行

う。

３　パパイヤの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、

蒸熱処理庫一立方メートル当たり一四〇キログラム以下の生果実の量のものについて行

う。

４　ネツトメロンの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内におい

て、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一五〇キログラム以下の生果実の量のものについて

行う。

５　ピーマンの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、

蒸熱処理庫一立方メートル当たり九〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。

６　マンゴウの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、

蒸熱処理庫一立方メートル当たり八〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。

７　にがうりの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、

蒸熱処理庫一立方メートル当たり一〇〇キログラム以下の生果実の量のものについて行

う。

トマト

の生果

実

臭 化

メ チ

ル く

ん蒸

臭化メチ

ルくん蒸

庫一立方

メートル

当たり五

〇グラム

二 〇 ～

二八度

三時

間

一 五 ～

二〇度

四時

間

パパイ

ヤの生

果実

蒸 熱

処理

― 四 五 ～

四六度

三十

分
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ネツト

メロン

の生果

実

８　さつまいもの生塊根の蒸熱処理は、湿度九五パーセント以上の蒸熱処理庫内におい

て、当該蒸熱処理庫内の温度を四時間で三一度から四一度まで一定の上昇率で上げてから

行う。

９　消毒基準温度は、くん蒸にあつてはくん蒸庫内の温度とし、蒸熱処理にあつては生果

実又は生塊根の中心の温度とする。

１０　消毒は、包装前にすかし箱に入れて行う。

１１　消毒は、植物防疫所長が定める基準に該当する施設等において行う。

蒸 熱

処理

― 四 五 ～

四六度

三十

分

いんげ

んまめ

の生果

実

臭 化

メ チ

ル く

ん蒸

臭化メチ

ルくん蒸

庫一立方

メートル

当たり三

五グラム

二 〇 ～

二八度

二時

間

一 五 ～

二〇度

二時

間半

ピーマ

ンの生

果実

蒸 熱

処理

― 四 三 ～

四 三 ・

八度

三時

間

マンゴ

ウの生

果実

蒸 熱

処理

― 四 三 ～

四四度

三時

間

にがう

りの生

果実

蒸 熱

処理

― 四 五 ～

四六度

三十

分

さつま

いもの

生塊根

蒸 熱

処理

― 四 七 ～

四八度

三時

間十

分

別表六（第三十五条の七関係）

地域 植物 備考 （ ま ん

延防止

を必要

とする

有害動

物又は

有害植

物）

一　北緯二十

六度以南の南

西諸島（大東

諸島、宮古群

島及び八重山

群島を除く。）

かんきつ類（ポンカンを除く。）、わんぴ、びわ、ざくろ、いちじく、がじゆまる、りゆうがん、れいし、

ごれんし、アボカド、ランブータン、くろつぐ、びんろうじゆ、サントール、てりはぼく、ももたまな、

いんどめてんぐ、おらんだいちご、オリーブ、たいへいようぐるみ、なつめやし、やまもも、りんご、

あかぎ、アキー、アザディラクタ・エクセルサ、アフゼリア・クシロカルパ、あまめしば、アランギウ

ム・キネンセ、アランギウム・サルウィーフォリウム、アルタボトリス・シアメンシス、アルタボトリ

ス・モンテイロアエ、アルピニア・ムティカ、アレンガ・ウェスターハウティー、イカキナ・セネガレ

ンシス、イクソラ・ジャワニカ、イクソラ・マクロティルサ、いちじくぐわ、いぬびわ、イルビンギア・

ガボネンシス、イルビンギア・マラヤナ、うどんげのき、ウバリア・カマエ、ウバリア・グランディフ

ロラ、エクスコエカリア・アガロカ、エラエオカルプス・ハイグロフィルス、おうぎやし、おおいたび、

おおばいぬびわ、おおばらいちご、おきなわすずめうり、オクレイナウクレア・メインゲイイ、オピリ

ア・アメンタケア、カカオノキ、カシューナッツ、カッパリス・セピアリア、カッパリス・トメントサ、

からすうり、キオナンツス・パーキンソニー、キサントフィルム・アモエヌム、キサントフィルム・フ

ラウェスケンス、キシメニア・アメリカナ、きばなきようちくとう、きゆうり、きんきじゆ、ククルビ

タ・アルギロスペルマ、グネツム・グネモン、グメリナ・エリプティカ、グメリナ・フィリッペンシス、

グリコスミス・ペンタフィラ、クリソバラヌス・イカコ、くろみのおきなわすずめうり、コッキニア・

グランディス、こみのくろつぐ、コルディア・ミクサ、コルディラ・ピンナータ、さとうやし、サバ・

コモレンシス、サバ・セネガレンシス、サラカやし、さるかけみかん、シトロフォーチュネラ・ミクロ

カルパ、しようべんのき、しろだも、すいか、スクレロカリア・ビレア、スコエフィア・フラグランス、

セルティス・テトランドラ、たぶのき、ディレニア・オボバタ、デスモス・キネンシス、テトラクトミ

ア・マジュス、てんじくいぬかんこ、てんにんか、とうぐわ、トリファシア・トリフォリア、ナウクレ

ア・オリエンタリス、ながばのごれんし、なんようざくら、にがうり、ねぐろもも、ねじれふさまめの

き、ハエマトスタフィス・バーテリ、はくさんぼく、バッカウレア・ラケモサ、バッカウレア・ラミフ

ロラ、パパイヤ、はまいぬびわ、はまびわ、パラミグニア・アンダマニカ、パリナリ・アナメンシス、

ひようたんのき、ひろはふさまめのき、ファグラエア・ケイラニカ、ファグラエア・ラケモサ、フィク

ス・エリゴドン、フィクス・オットニーフォリア、フィクス・グロッスラリオイデス、フィクス・コン

カティアン、フィクス・ヒスピダ、フィクス・ベンジャミナ、フィサリス・ミニマ、フェイジョア、フ

ラクールティア・ルカム、ブレイニア・ラケモサ、ブレオニア・キネンシス、ヘイネア・トリジュガ、

ベルノキ、ポリアルティア・ロンギフォリア、ホリガルナ・クルツィー、まるばちしやのき、まるめろ、

マンメア・シアメンシス、ミクソピルム・スミラキフォリウム、ミクロコス・トメントサ、めじろほお

ずき、メロン、モモルディカ・バルサミナ、やえやまあおき、やぶにつけい、らんばい、レピサンテス・

テトラフィラ、レピサンテス・ルビギノサ、かき属植物、ぐみ属植物、さくら属植物、なし属植物、な

す属植物、ばしよう属植物（成熟していないバナナの生果実を除く。）、ぱんのき属植物、ひいらぎとら

のお属植物、マンゴウ属植物（マンゴウを除く。）、なつめ属植物、とけいそう属植物、あかてつ科植物、

ふともも属植物、ばんれいし属植物、ふくぎ属植物、とうがらし属植物（ピーマンを除く。）、あかたね

のき属植物、コーヒーノキ属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ランサ属植物、ヒロセレウ

ミカンコミバ

エ

59



ス属植物（イエローピタヤを除く。）、ぶどう属植物、カリッサ属植物、ユーゲニア属植物、リカニア属

植物及びロリニア属植物の生果実

二　北緯二十

九度十一分以

南の南西諸島

（大東諸島を

含む。）、小笠

原諸島

さつまいも属植物、あさがお属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部（さつまいもの

生塊根を除く。）

イモゾウムシ

三　北緯二十

六度以南の南

西諸島（大東

諸島、宮古群

島及び八重山

群島を除く。）

うり科植物の生果実（とうがん、すいか、かぼちや、ネツトメロン及びにがうりの生果実を除く。）及び

その生茎葉並びにアデニア・ホンダラ、アンノナ・セネガレンシス、いぬびわ、いぬほおずき、おおい

たび、おおぶどうほおずき、カシューナッツ、きだちとうがらし、きまめ、きんぎんなすび、くだもの

とけい、こだちとまと、ごれんし、ささげ、スウィートオレンジ、ストリクノス・スピノサ、ソラヌム・

アエティオピクム、ソラヌム・アングイビ、ソラヌム・セッシリフロルム、ソラヌム・トリロバツム、

ソラヌム・マクロカルポン、ソラヌム・リンナエアヌム、だいおうなすび、たまさんご、テトラスティ

グマ・レウコスタフィルム、とうがらし（ピーマンを除く。）、なす、なつめ、ばんじろう、ふじまめ、

ももたまな、やんばるなすび、マンゴウ属植物（マンゴウを除く。）及びヒロセレウス属植物（イエロー

ピタヤを除く。）の生果実

ウリミバエ

四　北緯三十

度以南の南西

諸島（大東諸

島を含み、津

堅 島 、 久 米

島 、 奥 武 島

（沖縄県島尻

郡久米島町）

及びオーハ島

を除く。）、小

笠原諸島

おおばはまあさがお、あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の

地下部（さつまいもの生塊根を除く。）

アリモドキゾ

ウムシ

五　北緯二十

七度十分以南

の 南 西 諸 島

（大東諸島を

含み、与論島

を除く。）

アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミ

ミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウ

ノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシト

ラス・アウストラリス、ワンピ及びさるかけみかん属の生植物（種子及び果実を除く。）

カンキツグリ

ーニング病菌

六　北緯二十

七度五十八分

以南、北緯二

十七度十分以

北の南西諸島

（徳之島を除

く。）、与論島

アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミ

ミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウ

ノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシト

ラス・アウストラリス、ワンピ及びさるかけみかん属の生植物（種子及び果実を除く。）

カンキツグリ

ーニング病菌

別表七（第三十五条の七関係）

地域 有害動物又は有害植物

一　北緯二十六度以南の南西諸島（大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。） ミカンコミバエ及びウリミバエ

二　北緯二十九度十一分以南の南西諸島（大東諸島を含む。）、小笠原諸島 イモゾウムシ

三　北緯二十八度四十分以南の南西諸島（大東諸島を含む。）、小笠原諸島 アフリカマイマイ

四　北緯三十度以南の南西諸島（大東諸島を含み、津堅島、久米島、奥武島（沖縄県島尻郡久米島町）

及びオーハ島を除く。）、小笠原諸島

アリモドキゾウムシ

五　北緯三十度以南の南西諸島（大東諸島を含む。） サツマイモノメイガ

六　北緯二十七度十分以南の南西諸島（大東諸島を含み、与論島を除く。） ミカンキジラミ

七　北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島（徳之島を除く。）、与論島 ミカンキジラミ

八　北緯二十七度十分以南の南西諸島（大東諸島を含み、与論島を除く。） カンキツグリーニング病菌

九　北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島（徳之島を除く。）、与論島 カンキツグリーニング病菌

別表八（第三十五条の十二関係）

第一　有害動物

（一）　節足動

物

Ｂａｃｔｒｏｃｅｒａ　ｃｕｃｕｒｂｉｔａｅ（ウリミバエ）

Ｂａｃｔｒｏｃｅｒａ　ｄｏｒｓａｌｉｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ　ｃｏｍｐｌｅｘ（ミカンコミバエ種群）

Ｂａｃｔｒｏｃｅｒａ　ｔｒｙｏｎｉ（クインスランドミバエ）

Ｃｅｒａｔｉｔｉｓ　ｃａｐｉｔａｔａ（チチュウカイミバエ）

Ｃｙｄｉａ　ｐｏｍｏｎｅｌｌａ（コドリンガ）

Ｃｙｌａｓ　ｆｏｒｍｉｃａｒｉｕｓ（アリモドキゾウムシ）

Ｅｕｓｃｅｐｅｓ　ｐｏｓｔｆａｓｃｉａｔｕｓ（イモゾウムシ）

Ｌｅｐｔｉｎｏｔａｒｓａ　ｄｅｃｅｍｌｉｎｅａｔａ（コロラドハムシ）

Ｍａｙｅｔｉｏｌａ　ｄｅｓｔｒｕｃｔｏｒ（ヘシアンバエ）

Ｔｕｔａ　ａｂｓｏｌｕｔａ（トマトキバガ）
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（二）　線虫 Ｇｌｏｂｏｄｅｒａ　ｐａｌｌｉｄａ（ジャガイモシロシストセンチュウ）

Ｇｌｏｂｏｄｅｒａ　ｒｏｓｔｏｃｈｉｅｎｓｉｓ（ジャガイモシストセンチュウ）

Ｈｅｔｅｒｏｄｅｒａ　ｓｃｈａｃｈｔｉｉ（テンサイシストセンチュウ）

Ｍｅｌｏｉｄｏｇｙｎｅ　ｃｈｉｔｗｏｏｄｉ（コロンビアネコブセンチュウ）

Ｍｅｌｏｉｄｏｇｙｎｅ　ｅｎｔｅｒｏｌｏｂｉｉ

Ｒａｄｏｐｈｏｌｕｓ　ｃｉｔｒｏｐｈｉｌｕｓ（カンキツネモグリセンチュウ）

Ｒａｄｏｐｈｏｌｕｓ　ｓｉｍｉｌｉｓ（バナナネモグリセンチュウ）

（三）　その他

無脊椎動物

Ａｃｈａｔｉｎａ　ｆｕｌｉｃａ（アフリカマイマイ）

（四）　その他 Ｄｉｔｙｌｅｎｃｈｕｓ　ａｎｇｕｓｔｕｓ（イネクキセンチュウ）その他日本に産しない各種の検疫有害動植物であ

つてイネを害するもの

第二　有害植物

（一）　真菌及

び粘菌

Ｒａｍｕｌａｒｉａ　ｃｏｌｌｏ－ｃｙｇｎｉ

Ｓｙｎｃｈｙｔｒｉｕｍ　ｅｎｄｏｂｉｏｔｉｃｕｍ（ジャガイモがんしゆ病菌）

Ｔｈｅｃａｐｈｏｒａ　ｓｏｌａｎｉ

（二）　細菌 Ａｃｉｄｏｖｏｒａｘ　ａｖｅｎａｅ　ｓｕｂｓｐ．　ｃｉｔｒｕｌｌｉ（スイカ果実汚斑細菌病菌）

Ｃａｎｄｉｄａｔｕｓ　Ｌｉｂｅｒｉｂａｃｔｅｒ　ａｆｒｉｃａｎｕｓ（カンキツグリーニング病菌アフリカ型）

Ｃａｎｄｉｄａｔｕｓ　Ｌｉｂｅｒｉｂａｃｔｅｒ　ａｍｅｒｉｃａｎｕｓ（カンキツグリーニング病菌アメリカ型）

Ｃａｎｄｉｄａｔｕｓ　Ｌｉｂｅｒｉｂａｃｔｅｒ　ａｓｉａｔｉｃｕｓ（カンキツグリーニング病菌アジア型）

Ｃｕｒｔｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｆｌａｃｃｕｍｆａｃｉｅｎｓ　ｐｖ．　ｆｌａｃｃｕｍｆａｃｉｅｎｓ（インゲンマ

メ萎ちよう細菌病菌）

Ｅｒｗｉｎｉａ　ａｍｙｌｏｖｏｒａ（火傷病菌）

Ｓｐｉｒｏｐｌａｓｍａ　ｃｉｔｒｉ

Ｘｙｌｅｌｌａ　ｆａｓｔｉｄｉｏｓａ

（三）　ウイル

ス（ウイロイ

ドを含む。）

Ｃｏｌｕｍｎｅａ　ｌａｔｅｎｔ　ｖｉｒｏｉｄ

Ｐｅｐｉｎｏ　ｍｏｓａｉｃ　ｖｉｒｕｓ

Ｐｅｐｐｅｒ　ｃｈａｔ　ｆｒｕｉｔ　ｖｉｒｏｉｄ

Ｐｌｕｍ　ｐｏｘ　ｖｉｒｕｓ（ウメ輪紋ウイルス）

Ｐｏｔａｔｏ　ｓｐｉｎｄｌｅ　ｔｕｂｅｒ　ｖｉｒｏｉｄ（ジャガイモやせいもウイロイド）

Ｔｏｍａｔｏ　ａｐｉｃａｌ　ｓｔｕｎｔ　ｖｉｒｏｉｄ

Ｔｏｍａｔｏ　ｂｒｏｗｎ　ｒｕｇｏｓｅ　ｆｒｕｉｔ　ｖｉｒｕｓ

Ｔｏｍａｔｏ　ｃｈｌｏｒｏｔｉｃ　ｄｗａｒｆ　ｖｉｒｏｉｄ（トマト退緑萎縮ウイロイド）

Ｔｏｍａｔｏ　ｌｅａｆ　ｃｕｒｌ　Ｎｅｗ　Ｄｅｌｈｉ　ｖｉｒｕｓ

Ｔｏｍａｔｏ　ｍｏｔｔｌｅ　ｍｏｓａｉｃ　ｖｉｒｕｓ

（四）　その他 Ｂａｌａｎｓｉａ　ｏｒｙｚａｅ－ｓａｔｉｖａｅ（イネミイラ穂病菌）、Ｘａｎｔｈｏｍｏｎａｓ　ｏｒｙｚａｅ　ｐ

ｖ．　ｏｒｙｚｉｃｏｌａ（イネ条斑細菌病菌）その他日本に産しない各種の検疫有害動植物であつてイネを害するもの

別表九（第三十五条の十三関係）

第一　有害動物

Ｂａｃｔｒｏｃｅｒａ　ｃｕｃｕｒｂｉｔａｅ（ウリミバエ）

Ｂａｃｔｒｏｃｅｒａ　ｄｏｒｓａｌｉｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ　ｃｏｍｐｌｅｘ（ミカンコミバエ種群）

Ｂａｃｔｒｏｃｅｒａ　ｔｒｙｏｎｉ（クインスランドミバエ）

Ｃｅｒａｔｉｔｉｓ　ｃａｐｉｔａｔａ（チチュウカイミバエ）

Ｃｙｄｉａ　ｐｏｍｏｎｅｌｌａ（コドリンガ）

Ｃｙｌａｓ　ｆｏｒｍｉｃａｒｉｕｓ（アリモドキゾウムシ）

Ｅｕｓｃｅｐｅｓ　ｐｏｓｔｆａｓｃｉａｔｕｓ（イモゾウムシ）

第二　有害植物

Ｃａｎｄｉｄａｔｕｓ　Ｌｉｂｅｒｉｂａｃｔｅｒ　ａｆｒｉｃａｎｕｓ（カンキツグリーニング病菌アフリカ型）

Ｃａｎｄｉｄａｔｕｓ　Ｌｉｂｅｒｉｂａｃｔｅｒ　ａｍｅｒｉｃａｎｕｓ（カンキツグリーニング病菌アメリカ型）

Ｃａｎｄｉｄａｔｕｓ　Ｌｉｂｅｒｉｂａｃｔｅｒ　ａｓｉａｔｉｃｕｓ（カンキツグリーニング病菌アジア型）

Ｅｒｗｉｎｉａ　ａｍｙｌｏｖｏｒａ（火傷病菌）

別表十（第四十条関係）

寄主植物又は宿主植物 有害動物又は有害植物

第一　有害動物

一　アスパラガス アザミウマ類

二　いちご アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類及びハダニ類

三　いね イネドロオイムシ、イネミズゾウムシ、コブノメイガ、スクミリンゴガイ、セジロウンカ、ツマグロ

ヨコバイ、トビイロウンカ、ニカメイガ、斑点米カメムシ類、ヒメトビウンカ及びフタオビコヤガ

四　おうとう ハダニ類

五　かき アザミウマ類、カイガラムシ類、カキノヘタムシガ及びハマキムシ類

六　かんきつ アザミウマ類、アブラムシ類、ハダニ類、ミカンサビダニ及びミカンバエ

七　きく アザミウマ類、アブラムシ類及びハダニ類

八　キャベツ アブラムシ類及びモンシロチョウ

九　きゆうり アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類及びハダニ類

十　さつまいも ナカジロシタバ

十一　さといも アブラムシ類

61



十二　さとうきび カンシャコバネナガカメムシ及びメイチュウ類

十三　すいか アブラムシ類

十四　だいこん アブラムシ類

十五　だいず アブラムシ類、吸実性カメムシ類、フタスジヒメハムシ及びマメシンクイガ

十六　たまねぎ アザミウマ類

十七　ちや アザミウマ類、カイガラムシ類、チャトゲコナジラミ、チャノホソガ、チャノミドリヒメヨコバイ、

ハダニ類及びハマキムシ類

十八　トマト アザミウマ類、アブラムシ類及びコナジラミ類

十九　ながいも アブラムシ類

二十　なし アブラムシ類、カイガラムシ類、シンクイムシ類、ニセナシサビダニ、ハダニ類及びハマキムシ類

二十一　なす アザミウマ類、アブラムシ類及びハダニ類

二十二　ねぎ アザミウマ類、アブラムシ類、ネギコガ及びネギハモグリバエ

二十三　はくさい アブラムシ類

二十四　はす ハスクビレアブラムシ

二十五　ばれいしよ アブラムシ類及びジャガイモシストセンチュウ

二十六　ピーマン アブラムシ類

二十七　ぶどう アザミウマ類

二十八　ほうれんそう アブラムシ類

二十九　もも シンクイムシ類及びハダニ類

三十　りんご シンクイムシ類、ハダニ類及びハマキムシ類

三十一　レタス アブラムシ類

三十二　なす科植物 ナスミバエ

三十三　ばら科植物 クビアカツヤカミキリ

三十四　対象植物を定めないもの オオタバコガ、果樹カメムシ類、コナガ、シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ及びヨトウガ

第二　有害植物

一　いちご うどんこ病菌、炭疽病菌及び灰色かび病菌

二　いね 稲こうじ病菌、いもち病菌、ごま葉枯病菌、縞葉枯病ウイルス、白葉枯病菌、苗立枯病菌、ばか苗病

菌、もみ枯細菌病菌及び紋枯病菌

三　うめ かいよう病菌及び黒星病菌

四　えんどう 萎ちよう病菌

五　おうとう 灰星病菌

六　かき 炭疽病菌

七　かんきつ かいよう病菌、黒点病菌及びそうか病菌

八　キウイフルーツ かいよう病菌

九　きく 白さび病菌

十　キャベツ 菌核病菌及び黒腐病菌

十一　きゆうり うどんこ病菌、褐斑病菌、炭疽病菌、灰色かび病菌、斑点細菌病菌及びべと病菌

十二　さつまいも 基腐病菌

十三　だいず 紫斑病菌

十四　たまねぎ 白色疫病菌及びべと病菌

十五　ちや 炭疽病菌

十六　てんさい 褐斑病菌及び西部萎黄病ウイルス

十七　トマト うどんこ病菌、疫病菌、黄化葉巻病ウイルス、すすかび病菌、灰色かび病菌及び葉かび病菌

十八　なし 赤星病菌、黒星病菌及び黒斑病菌

十九　なす うどんこ病菌、すすかび病菌及び灰色かび病菌

二十　にんじん 黒葉枯病菌

二十一　ねぎ 黒斑病菌、さび病菌及びべと病菌

二十二　ばれいしよ 疫病菌

二十三　ピーマン うどんこ病菌

二十四　ぶどう 晩腐病菌、灰色かび病菌及びべと病菌

二十五　むぎ 赤かび病菌、うどんこ病菌及びさび病菌類

二十六　もも せん孔細菌病菌

二十七　りんご 黒星病菌及び斑点落葉病菌

二十八　レタス 菌核病菌及び灰色かび病菌
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第一号様式（用紙の大きさは、日本産業規格Ａ６とし、中央点線の所から二つ折りとする。）（第二条関係）
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法
律
に
規
定
す
る
検
疫
又
は
防
除
に
従
事
さ
せ
る
た
め
、
農
林
水
産
省
に
植
物
防

疫
官
を
置
く
。 

２
・
３ 

(

略) 

第
四
条 

植
物
防
疫
官
は
、
有
害
動
物
若
し
く
は
有
害
植
物
で
あ
る
こ
と
の
疑
い
の
あ
る
動

植
物(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
疑
い
の
あ
る
動
植
物
」
と
い
う
。)

又
は
有
害
動
物
若
し

く
は
有
害
植
物
が
付
着
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
植
物
、
土
若
し
く
は
農
機
具
そ
の
他
の

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
物
品(

以
下
「
指
定
物
品
」
と
い
う
。)

若
し
く
は
こ
れ
ら
の
容

器
包
装
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
土
地
、
貯
蔵
所
、
倉
庫
、
事
業
所
、
船
舶
、
車
両
又

は
航
空
機
に
立
ち
入
り
、
当
該
疑
い
の
あ
る
動
植
物
並
び
に
当
該
植
物
、
土
及
び
指
定
物

品
並
び
に
こ
れ
ら
の
容
器
包
装
等
を
検
査
し
、
関
係
者
に
質
問
し
、
又
は
検
査
の
た
め
必

要
な
最
少
量
に
限
り
、
当
該
疑
い
の
あ
る
動
植
物
若
し
く
は
当
該
植
物
、
土
若
し
く
は
指

定
物
品
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
容
器
包
装
を
無
償
で
集
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
結
果
、
有
害
動
物
又
は
有
害
植
物
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
お

い
て
、
こ
れ
を
駆
除
し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
植
物
防

疫
官
は
、
当
該
有
害
動
物
若
し
く
は
有
害
植
物
を
所
有
し
、
若
し
く
は
管
理
す
る
者
に
対
し
、

そ
の
廃
棄
を
命
じ
、
又
は
当
該
植
物
、
土
若
し
く
は
指
定
物
品
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
容
器
包
装
、

土
地
、
貯
蔵
所
、
倉
庫
、
事
業
所
、
船
舶
、
車
両
若
し
く
は
航
空
機
を
所
有
し
、
若
し
く
は
管

理
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
消
毒
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３
・
４ 

(

略) 

 第 
 

号 
 

年 
 

月 
 

日
交
付 

     

官

職 
 
 
 
 
 
 

植
物
防
疫
官 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

氏

名 
 
 
 
 
 
 

生
年
月
日 

 
 
 
 
 
 

(

裏
面)  

写

真 
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植
物
防
疫
員
証 

 
(

植
物
防
疫
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
証
票) 

 

(

表
面) 

  

 
 
 
 
 

植
物
防
疫
法(

抄)
 

第
三
第 

(

略) 

２ 

植
物
防
疫
官
が
行
う
検
疫
又
は
防
除
の
事
務
を
補
助
さ
せ
る
た
め
、

農
林
水
産
省
に
植
物
防
疫
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 
(

略) 

第
五
条 

植
物
防
疫
官
及
び
植
物
防
疫
員
は
、
こ
の
法
律
に
よ
り
職
務
を

執
行
す
る
と
き
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、
且
つ
、
前
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
行
う
と
き
、
又
は
関
係
者
の
要
求
が
あ

つ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
(

略) 

 第 
 

号 
 

年 
 

月 
 

日
交
付 

    

所

属 
 
 
 
 
 

植
物
防
疫
員 

 
 
 
 
 
 

氏

名 
 
 
 
 
 

生
年

月
日 

 
 
 
 
 

(

裏
面)  

写

真 

 

 

64



第二号様式（第七条関係）

第二号様式（第七条関係）（昭二七農令二〇・昭四七農令二九・昭四九農令四六・昭五三農令四九・平一一農水令一・令二農水令八三・一部改正） 輸入禁止品輸入許可申請書 下記のとおり を輸入したいので許可願いたく 植物防疫所を経由して申請いたします。 住所 職業 氏名 年月日 農林水産大臣殿 ※普通名称及び学名 ※数量及び梱数 ※採取地又は産地 輸送の方法及び経路 （郵便物の場合は発送地） 輸入の際経由する植物防疫所名 輸入の目的 ※発送人の住所・職業・氏名 ※荷受人の住所・職業・氏名 輸入の予定年月日 輸送中の包装状態 輸入後の管理方法及び場所 利用期間及び利用後における処 理方法 輸入後の管理責任者氏名 その他参考となるべき事項 備考 ※印の欄には、欧文を併記すること。  
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第三号様式（第七条関係）
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第三号の二様式（第七条関係）
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第三号の三様式（第七条関係）
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第四号様式（第十条関係）

第四号様式(第十条関係) 

 

植物、輸入禁止品等輸入検査申請書 

住 所           

      年   月   日 

氏 名    

植物防疫官    殿 

積 載 船 (機) 名  

入 港 年 月 日  

輸 出 港 名  

経 由 港 名  

荷 送 人 住 所 氏 名  

荷 受 人 住 所 氏 名  

種 類 ・ 名 称 ※ 梱 数 ※※ 数 量 ※※ 産 地 

    

備 考    

備考 1 ※の欄には、必要に応じ、品種名・ブランド名を記入すること。 

   2 ※※の欄には、それぞれ単位も記入すること。 
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(ロ) 

□輸入(納税)申告書(内国消費税等課税標準数量等申告書兼用) 長殿 

□輸入検査申請書 動物検疫所長殿 

□植物、輸入禁止品等輸入検査申請書 植物防疫官殿 

□食品等輸入届出書 厚生労働大臣殿 

【税関、動物検疫所、植物防疫所、検疫所 共通】 

 積載船(機)名〔税、植〕、とう載船舶(航空機)名  

 〔動〕、船舶又は航空機の名前又は便名〔食〕  

 入港(到着)年月日〔税、動、植、食〕  

 とう載(積込)年月日〔動、食〕  

 とう載地〔動〕、輸出港名〔植〕、積込港〔食〕  

 船(取)卸港〔税〕、積卸港〔食〕  

 原産地〔税〕、生産地〔動〕、生産国〔食〕  

輸
入
者(

荷
受
人) 

 氏名〔税、動、植、食〕  

 住所〔税、動、植、食〕  

 電話番号〔税、食〕  

 輸入者符号(コード)〔税、食〕  

仕

出

人 

(

荷

送

人) 

 氏名〔税、動、植〕  

 住所〔税、動、植〕  

申

請

者 

(

提

出

者) 

 氏名〔動、植、食〕  

 住所〔動、植〕  

 蔵置場所〔税〕、保管倉庫又は保管場所〔動、食〕  

 記号・番号〔税、食〕、商標〔動〕  

 

【植物防疫所】 

申 請 年 月 日  

経 由 港 名  

種 類 ・ 名 称 ※ 梱 数 ※※ 数 量 ※※ 産 地 

    

備 考    

備考 1 ※の欄には、必要に応じ、品種名・ブランド名を記入すること。 

   2 ※※の欄には、それぞれ単位も記入すること。 
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第五号様式（第十五条関係）

第五号様式（第十五条関係）（昭三一農令四五・全改、昭四九農令四六・ 平九農水令九・令二農水令八三・一部改正） 隔離栽培に関する通知書 隔離第・・・号 ・・年・・月・・日 ・・・・・殿 ・・植物防疫所（・・支所又は出張所） 植物防疫官氏名 あての 貴殿（ ） 下記植物は、植物防疫法第8条第7項の規定 が輸入した による隔離栽培を必要とする物であるから、隔離栽培ができるかどうか、できる場合には隔離栽培をする場所（位置及び付近の状況）及び管理責任者について御回答願いたい。 なお、この件について・・年・・月・・日までに御回答のない場合は、植物防疫法施行規則第18条の規定により廃棄するから、御承知願いたい。 植物の種類及び数量 発送人住所氏名 荷受人（名あて人）住所氏名 ・・港 （ ） 到着年月日又は植物防疫官検査年月日 ・・局 （参考） 隔離栽培の方法 1前記の・・は、・・等の植物から・・メートル以上離れた土地又は温室若しくは硝子室内において・・年・・月・・日から・・箇月間隔離栽培すること。 2隔離栽培の責任者を定めること。 3隔離栽培の期間中に当該植物に検疫有害動植物が発生した場合は、遅滞なく、その旨を植物防疫官に通知すること。 4隔離栽培の期間中、1の場所から当該植物を移動してはならないこと。 5植物防疫官の指示があつた場合は、その指示に従つて薬剤散布その他の措置を行うこと。  
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第六号様式（第十六条関係）

第六号様式（第十六条関係）（昭三一農令四五・全改、昭四九農令四六・ 平九農水令九・令二農水令八三・一部改正） 隔離栽培命令書 年月日 ・・・・・殿 ・・植物防疫所（・・支所又は出張所） 植物防疫官氏名 植物防疫法第8条第7項の規定により下記1の植物を下記2の条件に従つて隔離栽培することを命ずる。 1植物の種類及び数量 2隔離栽培の条件 都道市郡区 ・・・・・・・・番地・・に植え付けるこ 府県区町村 と。 当該栽培地の周囲・・メートル以内の地に・・年・・月・・日から・・箇月間・・等の植物を栽培しないこと。 隔離栽培の期間は、・・年・・月・・日から・・箇月間とすること。 管理の責任者は、（氏名） とすること。 栽培中検疫有害動植物が発生した場合は、遅滞なく、植物防疫所にその旨を通知すること。 植物防疫官の承認があるまでは、当該植物を前記栽培地から移動しないこと。 植物防疫官の指示があつた場合は、その指示に従つて薬剤散布その他の措置を行うこと。  
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第七号様式（第十九条関係）

第七号様式(第十九条関係) 

 
 

 

備考 

 

 

 (1) ………の所には、植物防疫所(支所又

は出張所)の名称を記入すること。 

 (2) 数字は、検査年月日を表わすものと

する。 

 
 

    年 月 日 

 

 ………植物防疫所(………支所又は出張所) 

 

植物防疫官 氏 名     

 

植物等検査合格証票 

 

 種 類 

 

 数 量 

 

 

 

 第  号 

植物等検査合格証明書 

  年 月 日 

                ……植物防疫所(……支所又は出張所) 

植物防疫官 氏 名        

 下記………は、植物防疫法による輸入検査に合格したことを証明する。 

 積載船(機)名 

 種類・名称 

 輸送方法の区別 

 梱数・数量 

 荷送人住所氏名 

 荷受人住所氏名 

 検査又は消毒年月日 
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第八号様式（第十九条関係）

第八号様式(第十九条関係) 

 
 

 

備考 

 

 (1) ……………の所には、植物防疫所(支

所又は出張所)の名称を記入すること。 

 (2) 数字は、検査年月日を表わすものと

する。 

 
 

    年 月 日 

 

 ……………植物防疫所(……………支所又は出張所) 

 

植物防疫官 氏 名     

 

植物等輸入認可証票 

 

 種 類 

 数 量 

 

 

植物等輸入認可証明書 

   年 月 日 

                ……植物防疫所(……支所又は出張所) 

植物防疫官 氏 名        

 下記………は、植物防疫法による輸入検査を終了し、…………輸入認可したことを証明

する。 

 積載船(機)名 

 種類・名称 

 輸送方法の区別 

 梱数・数量 

 検査年月日 

 荷送人住所氏名 

 荷受人住所氏名 

 植物防疫法第7条ただし書の規定による輸入許可品又は同法第8条第7項の規定による隔離

栽培をすべきものの場合は、輸入後の管理責任者の氏名及び管理の場所 
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第八号の二様式（第十九条関係）
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第九号様式（第二十一条関係）

第九号様式(第二十一条関係) 

 

処分証明書 

番     号  

年  月  日  

 ――――――――― 殿 

―――――植物防疫所(――――支所又は出張所)   

植物防疫官 氏      名     

  下記の植物等を植物防疫法第―――条の規定により処分したことを証明する。 

  積載船(機)名・入港年月日 

  種類・名称・産地 

  梱数・数量 

  荷送人住所氏名 

  荷受人住所氏名 

  処分年月日 

  処分の理由 

  処分の方法 
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第十号様式（第二十一条関係）

第十号様式(第二十一条関係) 

 

受 領 証 

   年  月  日 

……植物防疫所(……支所又は出張所)   

植物防疫官 氏      名   

  日本郵便株式会社御中 

  下記の植物等を植物防疫法第……条の規定により……するため受領したことを証明

する。 

  種頬・名称 

  梱数・数量 

  差出人住所氏名 

  名宛人住所氏名 
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第十一号様式（第二十二条関係）

第十一号様式（第二十二条関係）（平一六農水令六七・全改、令二農水令八三・一部改正） （消毒・廃棄）命令書 番号 年月日 ・・・・・殿 ・・植物防疫所（・・支所又は出張所） 植物防疫官氏名 植物防疫法第条第項の規定により下記のとおり（消毒・廃棄）することを命ずる。 積載船（機）名・入港年月日 種類・名称・産地 梱数・数量 荷送人住所氏名 荷受人住所氏名 （消毒・廃棄）すべき理由 （消毒・廃棄）すべき期間 （消毒・廃棄）の場所及び方法  

78



第十一号の二様式（第二十二条の二関係）
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第十一号の三様式（第二十二条の二関係）

第十一号の三様式(第二十二条の二関係) 

 

 

(輸入禁止品利用許可指令書) 

 

農林水産省指令    第    号 

 

住所             

職業             

氏名             

 

    年   月   日付で申請のあった下記1の輸入禁止品の利用は、下記2の条件

を付して許可する。 

 

 

   年  月  日 

 

農林水産大臣          

 

 

記 

 

1 輸入禁止品 

2 条件 
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第十二号様式（第二十三条関係）

 

81



  

82
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第十三号様式（第二十七条関係）
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第十三号の二様式（第二十七条関係）
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第十三号の三様式（第二十七条関係）

 

86



第十四号様式（第三十条関係）
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第十五号様式（第三十一条関係）
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第十六号様式（第三十一条の七関係）
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第十七号様式（第三十一条の九関係）

 

90



第十八号様式（第三十一条の十関係）
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第十九号様式（第三十条の十関係）
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第二十号様式（第三十一条の十二関係）
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第二十号の二様式（第三十二条関係）
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第二十一号様式（第三十四条関係）

第二十一号様式(第三十四条関係) 

  ………年度産…………作 

………………検査合格証明書 

  下記………………は植物防疫法第13条の規定による検査に合格したことを証明する。 

…………植物防疫所            

植物防疫官……………   

 生産者 
住 所 

氏 名  殿 
 
栽培地及び

ほ 場 番 号 
品 種 面 積 

合 格

数 量 
備 考 
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第二十二号様式（第三十四条関係）
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第二十二号の二様式（第三十五条の三関係）

第二十二号の二様式(第三十五条の三関係) 

 

  第     号 

  年  月  日 

 

移動制限植物等移動許可証 

 

農林水産省   

 下記……………は、植物防疫法施行規則第35条の3第1項の許可を受けたものであるこ

とを証明する。 

  普 通 名 称 及 び 学 名 

  梱 数 及 び 数 量 

  産 地 

  容 器 包 装 の 種 類 

  許可申請者の住所及び氏名 

  荷送人の住所及び氏名 
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第二十二号の三様式（第三十五条の三関係）

第二十二号の三様式（第三十五条の三関係） （昭四七農令二九・追加、昭四九農令四六・昭五三農令四九・平一一農水令一・令二農水令八三・一部改正） 移動制限植物等移動許可申請書 下記のとおり移動したいので許可願いたく植物防疫所を経由して申請します 。 住所 職業 年月日 氏名 農林水産大臣殿 植物等の普通 名称及び学名 梱数及び数量 産地 容器包装の種類 移動の方法 移動の目的 移動予定年月日 荷送人の住所・ 氏名・職業 荷受人の住所・ 氏名・職業 移動後の管理の 場所その他の管 理方法 移動後の管理責 任者 利用期間及び利 用後の処理方法 その他参考とな るべき事項 
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第二十二号の三の二様式（第三十五条の三関係）
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第二十二号の四様式（第三十五条の四関係）

第二十二号の四様式(第三十五条の四関係) 

移動制限植物等検査申請書 

  下記のとおり移動したいので検査を申請します。 

住 所            

氏 名            

    年  月  日 

  ……植物防疫所(……支所又は出張所)植物防疫官 殿 

積載船(機)名及

び積出予定年月日 
 

積 出 予 定 港  

陸 揚 予 定 港  

荷送人の住所及

び氏名 
 

荷受人の住所及

び氏名 
 

容器包装の種類  

植 物 等の 種類 梱 数 数 量 産 地 備 考 
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第二十二号の五様式（第三十五条の四関係）

第二十二号の五様式(第三十五条の四関係) 

 

 第   号 

移動制限植物等検査合格証明書 

    年  月  日 

……植物防疫所(……支所又は出張所)    

植物防疫官  氏 名         

  下記の…………は、植物防疫法第16条の2第1項の検査に合格したことを証明する。 

  植物等の種類、梱数及び数量 

  容 器 包 装 の 種 類 

  荷 送 人 の 住 所 及 び 氏 名 

  荷 受 人 の 住 所 及 び 氏 名 

  検 査 年 月 日 
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第二十二号の六様式（第三十五条の四関係）
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第二十二号の七様式（第三十五条の四関係）
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第二十二号の八様式（第三十五条の四関係）
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第二十二号の九様式（第三十五条の五関係）

第二十二号の九様式(第三十五条の五関係) 

移動制限植物等消毒確認申請書 

  下記植物等について消毒の確認を申請します。 

住 所            

氏 名            

    年  月  日 

  ……植物防疫所(……支所又は出張所)植物防疫官 殿 

消毒予定年月日

及び消毒場所 
 

積載船(機)名及び

積出予定年月日 
 

積 出 予 定 港  

陸 揚 予 定 港  

荷送人の住所及

び氏名 
 

荷受人の住所及

び氏名 
 

容器包装の種類  

植 物 等の 種類 梱 数 数 量 産 地 備 考 
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第二十二号の十様式（第三十五条の五関係）

第二十二号の十様式(第三十五条の五関係) 

 

 第   号 

移動制限植物等消毒確認証明書 

    年  月  日 

………植物防疫所(………支所又は出張所)          

植物防疫官 氏 名                 

  下記植物等について、植物防疫法第16条の2第1項の消毒の確認をしたことを証明する。 

  植物等の種類、梱数及び数量 

  容 器 包 装 の 種 類 

  荷 送 人 の 住 所 及 び 氏 名 

  荷 受 人 の 住 所 及 び 氏 名 

  消 毒 年 月 日 
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第二十二号の十一様式（第三十五条の五関係）
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第二十二号の十二様式（第三十五条の五関係）

第二十二号の十二様式（第三十五条の五関係） （昭四七農令二九・追加、昭四九農令四六・一部改正） 備考 には，植物防疫所（支 所又は出張所）の名称を記入 すること。 数字は，消毒確認年月日を 記入すること。  
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第二十二号の十三様式（第三十五条の五関係）
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第二十二号の十四様式（第三十五条の八関係）

第二十二号の十四様式（第三十五条の八関係）（昭四七農令二九・追加 、 昭四九農令四六・昭五三農令四九・平一一農水令一・令二農水令八三・一部改正） 移動禁止植物等移動許可申請書 下記のとおり移動したいので許可願いたく植物防疫所を経由して申請します。 住所 職業 氏名 年月日 農林水産大臣殿 植物等の普通名 称及び学名 梱数及び数量 産地 容器包装の種類 移動の方法 移動の目的 移動予定年月日 荷送人の住所・ 氏名・職業 荷受人の住所・ 氏名・職業 移動後の管理の 場所その他の管 理方法 移動後の管理責 任者 利用期間及び利 用後の処理方法 その他参考とな るべき事項 
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第二十二号の十五様式（第三十五条の八関係）

第二十二号の十五様式（第三十五条の八関係）（昭四七農令二九・追加 、 昭四九農令四六・昭五三農令四九・一部改正） 第号 年月日 移動禁止植物等移動許可証 農林水産省 下記は、植物防疫法第16条の3第1項ただし書の 許可を得たものであることを証明する。 普通名称及び学名 梱数及び数量 産地 容器包装の種類 許可申請者の住所及び氏名 荷送人の住所及び氏名  
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第二十二号の十六様式（第三十五条の八関係）
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第二十二号の十七様式（第三十五条の八関係）
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第二十三号様式（第三十六条関係）
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第二十四号様式（第三十七条関係）

第二十四号様式（第三十七条関係）（令2農水令83・全改） （緊急防除協力指示書） 農林水産省指令第号 殿 植物防疫法第19条第1項の規定に基づき、下記により防除に関する業務に協力することを指示する。 年月日 農林水産大臣 記 1対象とする有害動物又は有害植物の種類 2協力実施の区域及び期間 3協力の内容 4その他必要な事項  
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第二十五号様式（第三十八条関係）

第二十五号様式（第三十八条関係）（令2農水令83・全改） 緊急防除協力成績書 年月日 農林水産大臣殿 住所 氏名又は名称 及び代表者氏名 年月日付け協力指示書により指示を受けた緊急防除協力の成績を下記のとおり報告します。 記 1協力指示を受けた対象とする有害動物又は有害植物の種類 2協力実施の区域及び期間 3協力実施の方法 4協力実施の効果 5その他必要な事項  
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第二十六号様式（日本産業規格Ａ４）（第三十九条関係）
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第二十七号様式（日本産業規格Ａ４）（第四十二条関係）
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第二十八号様式（第四十三条関係）
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第二十九号様式（日本産業規格Ａ４）（第四十四条関係）
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第三十号様式（日本産業規格Ａ４）（第四十六条関係）
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第三十一号様式（日本産業規格Ａ４）（第四十七条関係）
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第三十二号様式（第四十八条関係）
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第三十三号様式（日本産業規格Ａ４）（第四十九条関係）
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第三十四号様式（日本産業規格Ａ４）（第五十条関係）
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第三十五号様式（第五十条関係）
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第三十六号様式（日本産業規格Ａ４）（第五十四条関係）
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